
平成１５年度 製品評価技術基盤機構（NITE）評価表 
 

１．総合評価：A（AA～D の５段階中） 
 
総合評価においては、次の各項目の評価を考慮し、「Ａ」と評価した 

 
（１）業務実績 
① 能動型業務：A＋（ＡＡ～Ｄの５段階中） 
全ての項目で年度計画を満たし、生物遺伝資源収集提供業務でＡＡ-の評価と

なった他、Ａ+が１項目、Ａが 3項目、Ｂ評価が２項目であったため、全体とし

てＡ+と評価した。 

内容を高く評価し、Ａ評価以上としたものの業務実績は、次のとおり。 
・ 生物遺伝資源収集提供業務ではインドネシアを初めとするアジア諸国との

ＭＯＵを締結しアジアコンソーシアムを結成するなどアジア地域の生物遺伝

資源の有効活用を図る糸口を開いた。また、年度計画の 3.9 倍の微生物収集

実績を上げると共に提供資料の整備状況も、アウトカム調査の結果、利用者

から高く評価されていることが判明した。ＡＡ－ 

・ 生物遺伝資源に係る情報等の高付加価値化業務において、中期目標85Ｍbp

に対し既解析23.2Ｍbpと現在解析中の55.5Ｍbpとを併せ数量的に順調に推移

し、また産業有用性の高い放線菌のゲノム解析等質の高いデータを生み出し

た。共同研究先との共著論文がインパクトファクターの高い雑誌に掲載され

ると共にその表紙を飾った。Ａ+ 

・ 化学物質総合管理情報提供業務では、年度計画比37%増の2750物質を整備し

た。また、データベースへのアクセス件数は前年度比約50％増(270万件／年)

となっており、付加価値の高いデータベースとして広く活用されるようにな

った。さらに、テストサイトによるモニター調査を実施し、利用者ニーズを

踏まえたシステム構成への改良や一般ユーザー向けの解説書を作成した。Ａ 

・ 人間特性計測関係業務では、基本動態特性データの収集に必要な計測手法

としてコンピュータマネキン手法を含む 2 種類を開発し精度向上を図った。

本成果は、ＩＳＯ基本人体測定部門で高く評価された。Ａ 

・ 標準化関係業務では、2件のＩＳＯ規格（プラスチック関係）を含む 4件が

提案され、また前年度提案のＪＩＳ規格６件が制定された。ＩＳＯでは規格

原案作成の国際的プロジェクトリーダーとなった。平成 16 年 4 月に中期目標

を規格制定数 10 件以上から 20 件以上に改定したが、既制定 12 件と提案中 4

件の他に 2件の提案準備作業を進めていて、極めて順調に推移している。Ａ+ 
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② 受動型業務：A－（ＡＡ～Ｄの５段階中） 
全ての項目で年度計画を達成し、化学物質管理業務、ダイオキシン類分析事

業者認定関係業務及び製品安全関連業務でＡ+となった他、Ａが３件、Ａ－が１

件、Ｂが 5 件であり、全体として A－と評価した。 
内容を高く評価して、Ａ評価以上の業務実績としたものは、次のとおり。  

・ 化学物質審査規制法関連業務では、厚生労働省、経済産業省及び環境省３

省共管の化審法共同データベースをＮＩＴＥが開発し、法施行支援業務を主

導してきた。今年度は特に化審法改正（平成16年3月25日）に伴う施行準備支

援作業が追加されたが、化審法ホームページを全面改訂して対応した。その

結果、アクセス数は前年同期比4.2倍に増加した。Ａ 

・ 化学物質排出把握管理促進法関連業務において、前年度と同水準の業務量

に対し、作業手順の見直しや届け出データのコンピュータによる論理チェッ

クシステムを導入する等の改善を図り、派遣職員の40％低減と、事業経費の

26％低減を実現したうえで、支援業務を遅滞なく処理した。さらに、情報を

地図でビジュアルに表示した理解されやすい形(排出量マップと大気中濃度

マップ)に変換しホームページに掲載した結果、前年度比4.7倍のアクセス数

となった。また、各種新コンテンツ掲載後、当該コンテンツへのアクセス数

が顕著に増加することから、提供情報に対する顧客の高い関心が窺える。Ａ+ 

・ ダイオキシン類等極微量分析証明事業者等認定関係業務において、制度開

始2年目のため申請件数が激減したが、フォローアップ調査を新たに実施した

他、経済産業大臣から他事業者が実施した報告に対する精査の依頼が急遽あ

り、人員を機動的に配置し、速やかな検証を行った。計量法に基づくダイオ

キシン等極微量分析証明事業者制度の信頼性確保に多大な貢献をした。Ａ+ 

・ 製品安全関係業務では、昨年度の2倍以上(273件)の立入検査の指示に対し、

他の業務に従事する職員の活用や、専門分野以外の検査も実施出来るように

検査員の技術研修を行い、職員を機動的に活用して業務の高効率化を図り年

度内に処理した。Ａ＋ 

・ 講習関係業務では、受講者の急激な増加（35 千人→133 千人）に対しても

データ入力項目の削減等により業務の効率化を図り、臨時雇員の増加を抑え

て無事実施した。Ａ 
・ 依頼試験業務では、業務実施体制を見直し、昨年度から依頼されている中

国向け輸出化粧品原料等品質証明業務に係る赤字経費の削減を図り、また情

報家電製品の評価指標策定に関する経済産業省からの緊急要請に対して短期

間で実施体制を整備した。また、海外の国家計量標準機関の認定業務に対す

る技術協力を実施し、海外業務への端緒を開いた。Ａ 
  

 2



 3

（２）財務内容：A （ＡＡ～Ｄの５段階中） 
 年度変動により今年度は講習関係経費収入が大幅に増加（受講者が年により

変動するため、５年で収支がほぼバランスするように受講料が設定されてい

る。）したため、1.14 億円の当期利益が発生し、積立金として処理する予定。こ

の影響もあり、総収入に対する自己収入の割合は増加し今年度 22.9％になった。

また、大幅な業務の増大にもかかわらず、業務執行の迅速化を図った結果、未

払金等の割合が年々減少（平成１３年度 29.2％、平成１４年度 23.4％）し今年

度は 15.7％になる等、良好な財務内容であった。 
 
（３）コストパフォーマンス：A （ＡＡ～Ｄの５段階中） 
 初年度からの継続事業は全事業分野に対し前年度比 1.6％（目標値１％）の効

率化を達成し、また各分野でコストパフォーマンスは良好であった。 
バイオ分野では、解析技術の改良等により経費を削減する一方、産業利用促

進事業および海外微生物収集事業を立ち上げ、また２年度目から本格化した生

物遺伝資源保存提供業務は当初計画の約 4 倍の業務量に対し経費を約２割増に

抑えた。 
化学物質管理分野では、マニュアル化とシステム化を進めて継続事業のコス

ト削減を図る一方、年度計画比 37％を上回るデータ収集作業（化学物質総合管

理情報）をこなす等の効率化を実現した。また、化学物質排出量マップ等の新

規業務を開始した。 
適合性評価分野では、業務量の変動に対し機動的な組織運営を図り、業務の

質を落とすことなく効率的に実施した。たとえば IT セキュリティ業務では約３

倍の委託業務増があったが申請マニュアル等の整備を図っていたため人員増無

しに円滑に審査を実施できた。 
人間生活福祉分野では、業務の極端に増加した２事業分野を除き、事業スペ

ースの集約化等を図り前年度比ほぼ同数の事業量に対し約 1.5 割の経費削減を

達成した。業務量の極端に増加した講習事業に対しては、約 3.5 倍の受講者数に

対しデータ入力項目の削減等の省力化や競争入札の拡大、さらには各種委員会

の整理等により 2 倍強の経費増に抑えた。製品安全業務では人員の機動的な運

営等により約 2.4 倍の業務増をほぼ経費増無しで実施した。 
企画管理部門では、TV 会議の活用や節電キャンペーンを強化して大幅に経費

を節減し、全コストに占める企画管理部門の経費割合を 10.4％から 8.9％に低下

させた。 
 
（４）マネジメント：A （ＡＡ～Ｄの５段階中） 
 １４年度に導入した｢目標管理制度｣を活用し、組織の見直しと責任体制の強
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化を図ると共に、一部の決裁権限を各部長・センター長の専決処理とし、職務

権限の下部への委譲を一層進めた。業務の高度化に伴い職員の専門性の向上に

取り組んだ。アウトカムおよびインパクトを把握する仕組みを整備し、成果の

実態的把握に努めると共に職員の意欲向上を図った。大幅な高度専門的な業務

の増大に対し、任期つき任用制度を活用し機動的に対処した。 
 
２．部会長所感 
 
評価を重ね３年度目となり、評価委員の間で評定区分の一層詳細な把握が可

能となり、評価のバラつきが減少してきた。今年度から、全項目にわたって５

段階評価（AA－D）を採用したが、支障はなかった。また、業務実施者の側に

あっても、担当業務の改善方向や真に期待されている業務内容についての認識

が十分深まり、評価作業を通じ建設的な意思疎通が図られるようになった。成

果の実態把握のため、昨年度評価時の要請に応え、アウトカム分析の仕組みを

導入したことはその一例である。 
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能
中 期 目 標 中 期 計 画 平成１５年度計画 分 平成１５年度実績 受 評 コメント

野 の 価
別

Ⅰ．中期目標期間

平成１３年４月１日～平成１８
年３月３１日（５年間）

Ⅲ．国民に対して提供するサー Ⅱ．国民に対して提供するサービ Ⅱ．国民に対して提供するサービ Ⅱ．国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関
ビスその他の業務の質の向上に スその他業務の質の向上に関する スその他業務の質の向上に関する する目標を達成するために取るべき措置
関する事項 目標を達成するために取るべき措 目標を達成するために取るべき措

置 置

Ａ.バイオテクノロジー分野 Ａ.バイオテクノロジー分野 Ａ.バイオテクノロジー分野 Ａ.バイオテクノロジー分野バ
イ 能 -バイオテクノロジー及びその １．生物遺伝資源に係る情報等の １．生物遺伝資源に係る情報等の １．生物遺伝資源に係る情報等の提供業務 AA

産業化のための技術基盤となる 提供業務 提供業務 企業から大口の微生物の寄託オ 動 1-1.
生物遺伝資源とその情報を整備 (1)産業上有用又は分類学上有用 (1)大学、研究機関、企業等から を獲得し、その中から有用な(1)生物遺伝資源の収集実績（参考資料Ａ－１－(１)、(２)） 型
し、産官学の研究者に幅広く提 な微生物等の探索・分離・同定・ 微生物及び微生物由来の生物遺伝 株を効率的に選別する等に
供するため、技術の進展や諸外 保存、ＤＮＡクローン、培養ブロ 資源の寄託を受けて保存するほ よって、年度計画の 倍の3.9
国の動向等に適切に対処すると ス等の遺伝資源の作成、並びに微 か、自らこれらの探索・分離・同 （年度計画約 ）を保微生物 微生物 合 計 累 計 5,810 1,500
ともに、微生物を中心とした我 生物等の遺伝資源の寄託を受ける 定を行うとともに、ゲノム解析に 存した。これにより、生物遺DNAｸﾛｰﾝ
が国の中核的な機関としての活 こと等により収集し、約５万の生 よって作成された微生物由来のＤ 伝資源収集全体の年度計画に
動体制を整備し、独自性が高く 物遺伝資源を保存する。 ＮＡクローンの保存を行う。 対し約 増となる 年13年度実績 2,199 0 2,199 2,199 60% 11,384（
かつ魅力ある生物遺伝資源に係 さらに、１４年度に引き続き以 度計画約 ）の生物遺伝資(当初計画) (960) 960（ ） 7,100
る情報等を整備する。 下の事業を実施する。 源を収集し、平成１６年度末

①「ゲノム情報に基づいた未知微 には中期計画を上回る見込み14年度実績 16,002 10,174 26,176 28,375
１．生物遺伝資源に係る情報等 生物遺伝資源ライブラリーの構築 であり、極めて順調なペース(当初計画) (約15 000) (約10,000) 約25,000， （ ）

」 。の提供業務 プロジェクト （平成１４～１８ であることは高く評価できる
(1) 我が国における微生物を中 年度） 特許庁長官から特許微生物の15年度実績 5,810 5,574 11,384 39,759 1-2.
心とした中核的な生物資源機関 ②「石油精製汚染物質低減技術調 寄託機関として指定された。(当初計画) (約1,500) (約5,600) 約7,100（ ）
として欧米並みの体制（１０万 査等委託事業 （平成１４～１６ これは、ＮＩＴＥ生物遺伝」
の生物遺伝資源）を整備するこ 年度） 資源部門（ＮＢＲＣ）の技術累 計 24,011 15,748 39,759
とを目指し、平成１７年度まで ③「新エネルギー物質生成技術調 水準、体制等が必要かつ十分
に生物遺伝資源の探索、収集、 査等委託事業 （平成１４～１６ な水準にあることが認められ」

、 。分離、同定等により約５万の生 年度） たことを意味し 評価できる当初年度計画では予定していなかったが、千葉県木更津市の生
物遺伝資源（微生物、ＤＮＡク 以上の業務等を遂行することに インドネシアから 株を物遺伝資源保存施設において、非常事態が発生した場合において 1-3. 1,000

、ローン、培養ブロス等）を保存 より１５年度新たに微生物を約1, ＮＩＴＥに移転するとともにも生物遺伝資源の分譲業務を滞りなく実施できるよう東北支所
する。 500株、ＮＩＴＥでゲノム解析を 共同研究を開始したほか、他（宮城県仙台市）において生物遺伝資源のバックアップを行うこ

行った微生物のＤＮＡクローンを のアジア諸国にも働きかけ、ととした。公開株として保存している微生物の一部１２，７００
(2) これらの生物遺伝資源に関 約5,600保存する。 アジア専門家会議を開催し、株とこれまでにゲノム解析を実施した微生物ＤＮＡクローンの一
する情報（微生物等の分類に関 また、培養ブロスの供給体制の アジアを中心とした生物遺伝部７，５８１クローンについて１６年３月１８日に東北支所へ移
する情報、培養に関する情報、 整備を行うとともに国家プロジェ 資源の活用の推進を図ってい送し、保管管理を開始した。
生産物に関する情報、塩基配列 クト等で得られた有用な生物遺伝 ることは高く評価できる。
に関する情報、遺伝子に関する 資源について適切な保存技術の開 更なる向上を目指すために【外部からの委託事業による収集実績 ：上記収集実績の内数】 1-4.
情報、遺伝子がもつ機能に関す 発等を行う。 ①「ゲノム情報に基づいた未知微生物遺伝資源ライブラリーの は、菌の収集整理、情報提供
る情報、等）を収集・整理し、 構築プロジェクト（ＮＥＤＯから受託：１４～１９年度 」 について、更に戦略的に進め）
生物遺伝資源と併せて順次提供 １４年度及び１５年度に海外、温泉、昆虫の腸管等から収集 る必要がある。
する。 した微生物約８，２００株のうち、糸状菌、放線菌、細菌等合

計１，１０２株の微生物を保存した。これまでの成果を利用し
（ （ ） ）て新規微生物の分離採取方法 メルシャン 株 との共同出願

及び新規微生物（味の素（株）との共同出願）について特許出
願を行った。

【現在収集活動をしており１６年度以降実績となるもの ：上記】
収集実績の外数
①石油精製汚染物質低減技術調査等委託事業（経済産業省から受
託：１４～１６年度）
１４年度に収集した脱硫菌２３株について、これら菌株の長期

保存方法を開発するため、１５年度の目標である菌株を保存する
ことによる脱硫機能低下の要因調査のために脱硫能力の測定方法
を開発した。１６年度は、１５年度に開発した脱硫能力の測定方
法等を活用して当初目的である脱硫菌の長期保存方法を開発する
予定である。
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②新エネルギー物質生成技術調査等委託事業（経済産業省より受
託：１４～１６年度）
一 水素生成菌
１４年度に収集した水素生成菌１５株について、これら菌株の

長期保存方法を開発するため、１５年度の目標である菌株を保存
することによる水素生成能力低下の要因調査のために水素生成能
力の測定方法を開発した。１６年度は、１５年度に開発した水素
生成能力の測定方法等を活用して当初目的である長期保存方法を
開発する予定である。
なお、開発した方法及び保存条件を変えること等により、当初

予定よりも前倒しで２株について長期保存が可能な方法を開発し
た。
二 メタン生成菌
１４年度に収集したメタン生成菌５株について長期保存方法を

検討し、３株について長期保存が可能な方法を開発した。残りの
菌株についても、１６年度中に長期保存方法を開発する予定であ
る。
③インドネシア・タイにおける菌類の分類学的研究（経済産業省
からの再委託：１４年度～１６年度）
インドネシアとのプロジェクト・アグリーメント（ＰＡ）につ

いては、日本側のプロジェクト代表機関がインドネシア側と調印
し、日本への菌株移転が可能になった。これにより、１６年１月
～２月にインドネシアへ訪問し、４４０株を日本に持ち帰った。
これら日本に持ち帰った菌株については、１６年度に同定作業を
行う予定である。
なお、当初の計画としては、インドネシアとタイの２か国の菌

類の分布状況を調査する予定であったが、インドネシアの微生物
が予想以上に多様性であることが判明したため、両国に事業を分
散させて実施するよりも、インドネシアに集中させて調査し、事
業の内容を充実させた方が良いと判断し、計画を変更した。１６
年度も引き続きインドネシアの分布状況を調査する予定である。

【特許微生物の寄託等業務の準備 （参考資料Ａ－１－(３)）】
微生物に関する中核的なＢＲＣとして日本における特許行政

１６の一翼を担い、かつ、ユーザーの利便性向上を図るため、
年度から特許法令に基づき特許庁長官の指定する寄託機関及び国
際寄託当局としての事業開始を目指し、体制の整備等を進めた結
果、１６年３月３日付けで特許庁より寄託機関として指定を受け
た。国際寄託当局についても１６年度早々に地位を取得する予定
である。

【培養ブロスの供給体制の整備に関する実績 （参考資料Ａ－１】
－(４)）
年度計画においては培養ブロスの供給体制を整備することと

なっていたが、１５年度は以下の理由により体制整備を行わず、
微生物の収集・保存に注力した。
・当初、海外の資源国から日本に生物遺伝資源を持ち込む際に、
微生物そのものでの移転を相手側が承認せず 抽出物の状態 培、 （
養ブロス）での移転を許可することが想定されていたが、相手
側（１５年度はインドネシア）との粘り強い交渉の結果、微生
物そのものを日本に移転させることの許可を得た。

・多様な利活用ニーズに対応可能で、研究資源としては培養ブロ
スに比べ遥かに自由度の高い海外の新規微生物の収集・保存を
行うこととした。

・海外の新規微生物を先ず確保し、今後必要に応じて培養ブロス
での供給も可能。

国家プロジェクトに関する実績】【
「タンパク質機能解析プロジェクト （ＮＥＤＯ事業：１２～１」
６年度）
１４年度に引き続いて、ヒトｃＤＮＡクローンの長期保存技術

の開発を実施した。

【その他の実績】
①保存技術の開発
ＮＩＴＥにおける生物遺伝資源の保存状態及び品質の向上を目

的として、微生物株の保存法の改良を検討した。具体的には、ガ
ラスアンプルを不活性ガス置換した後溶封する絶対嫌気性細菌の



- 7 -

長期凍結保存法及び大麦粒を用いた難保存性糸状菌の凍結保存法
。 、 、を考案した 今後 生存試験を経時的に実施して保存性を確認し

３年程度保存した場合の復元状態が良好であれば実際の保存業務
に活用していく予定である。

②学会等における外部発表の実績
ＮＩＴＥが保有する生物遺伝資源に関する情報の提供を目的と

して、保有微生物株及び収集微生物株を用いての機能解析、分類
学的研究等の成果を中心に学会や学会誌等による発表を５２件
（１４年度実績１５件）行い、シンポジウム等において講演を２
３件行った。
※実績の主な内容
●論文の発表

Mycoscience（日本 ：日本菌学会誌 １件掲載決定・ ：）
・The Prokaryotes: an evolving electronic seasource for
the microbiological community, 3rd edition（独 ：）
微生物学の参考書：１件掲載決定

●学会での発表
・日本分子生物学会年会：３件
・日本菌学会：３件
・日本微生物生態学会：１件
・日本農芸化学会：８件

③生物遺伝資源の品質管理
収集した生物遺伝資源について分類学的に重要な情報を付加す

るため、インドネシアとの共同研究により収集した微生物及びこ
れまでに整備してあった放線菌について分類学的な配列解析を実
施した。これにより保有する微生物株との比較が容易になり、分
類学的に新しいかどうかを検討するためのデータを得た。
④ヒトｃＤＮＡクローンの保存及び分譲
国家プロジェクトであるヒトゲノム多様性解析プロジェクトの

「完全長ｃＤＮＡ構造解析事業（事業年度：１１～１３年度 」）
により得られたヒトｃＤＮＡクローンのうち新たに６，８１５ク
ローン（１４年度からの累計３０，８７６クローン）の寄託を受
け、保存した。

＜１４年度業務実績に対する指摘事項に対する回答＞
（指摘事項）
生物遺伝資源の収集方針に関し、他省庁類似機関とは異なる

アイデンティティの確立はもとより、ユーザーニーズの把握、
遺伝資源の有用性に関する未来状況の想定等を考慮した基本計
画の策定がかねてからの課題であったが、直近業務の立ち上げ
に忙殺されたきらいがあった。早急に妥当な体制の下で収集内
容に係る基本計画を策定すべきである。
（回答）

、 、生物遺伝資源収集に関する企業ニーズの把握のために 製薬
化学 食品等の企業との意見交換を行った その結果 次のニー、 。 、
ズがあることを把握した。
①企業が自ら発見した新規微生物を利用して製品開発を行う際
には、当該微生物の研究開発に必要となる情報を得るために、
比較する微生物標準株又は類似株が必要となる。よって、ＮＩ
ＴＥが分類学上重要かつ多様な新規微生物を収集することを期
待している。
②企業は、多種の微生物の分譲を受けて製品開発の目的とする
機能を有する微生物を選び出すことを望んでいる。よって、Ｎ
ＩＴＥが民間企業では収集困難な分野で多様な新規微生物を収
集することを期待している。
これらの結果を踏まえ、産学官の関係者から成る「生物資源

委員会」をＮＩＴＥバイオ本部に１５年１１月に設置し、ＮＩ
ＴＥによる生物遺伝資源収集の戦略の在り方について審議を
行った。
「生物資源委員会」での審議を基にして 「微生物標準株の寄、

託を進めるほか、極限環境や特殊環境あるいは東南アジアの熱帯
などに生息する微生物を対象として探索・収集を進める。また、
我が国主導でアジア地域において微生物を共同で利用する地域協
力の枠組みを構築する 」との生物資源収集の戦略をとりまとめ。
た。
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アジア諸国との協力体制】(2)(1)の生物遺伝資源に関する情 (2)生物遺伝資源の収集に関する (2)【
①インドネシア共和国（参考資料Ａ－１－(５)）報（微生物等の分類、培養、生産 活動を国際的に展開し、海外の情

物、塩基配列、遺伝子及び遺伝子 報を収集、整理するとともに、国 １５年４月にインドネシア科学研究所（ＬＩＰＩ）と共同研
機能等に関する情報）を収集・整 内外の関係機関と生物遺伝資源に 究契約書（ＰＡ）を締結し、インドネシアの糸状菌と放線菌の
理するとともに、国内外の関係機 関する情報等の交換等を行う。 分類と生態に関する共同研究を開始した。現地で土壌、落葉な
関との恒常的な関係を構築する等 また、１３年度に締結した包括 どから微生物を分離し、１，０００株をＮＩＴＥに移転すると
により、生物遺伝資源に関する情 的覚書（ＭＯＵ）及び１５年度は ともに、これらについて凍結保存及び系統分類学的解析を行っ
報等の収集や交換等を行う。 じめに締結予定のプロジェクト・ た。その結果、これらのうち、新種の可能性がある株が約１５

アグリーメント（ＰＡ）に基づい ０株及び、ＮＩＴＥがこれまでに保存していない株で何らかの
たインドネシアとの共同研究事業 新規性がある株が約１５０株含まれることが示唆された。
を行うとともに、１５年度はミャ 日本の企業、大学等がそれらの生物遺伝資源を産業応用や学
ンマーとの共同研究の実施を目指 術的研究に利用できるようにするため、インドネシアとの間で
す。 素材移転協定（ＭＴＡ）について協議を実施した。その結果、

学術研究目的のユーザーに分譲する場合に締結するＭＴＡ－１
及び産業応用目的のユーザーに提供する場合に締結するＭＴＡ
－２についてインドネシアと合意に達した。
②ミャンマー
インドネシアでの経験を生かし、ミャンマーにおける生物遺伝

資源の収集・産業利用を目的とした共同研究を実施するため１５
年１０月に協議を開始し、１６年３月２６日にＮＩＴＥとミャン
マー教育省（ＭＯＥ）との間でＭＯＵを、パテイン大学（ＰＵ）
との間でＰＡを締結した。
さらに日本の企業、大学等がそれらの生物遺伝資源を産業応

用や学術的研究に利用できるようにするため、 とのミャンマー
間で素材移転協定（ＭＴＡ）について協議し合意に達した。
③ベトナム
インドネシアでの経験を生かし、ベトナムにおける生物遺伝資

源の収集・産業利用を目的とした共同研究を実施するため１５年
ＮＩＴＥとベトナ１０月に協議を開始し、１６年３月１５日に

ム科学技術省（ＭＯＳＴ）との間でＭＯＵを、ベトナム国立大
学ハノイ（ＶＮＵＨ）校との間でＰＡを締結した。
さらに日本の企業、大学等がそれらの生物遺伝資源を産業応

用や学術的研究に利用できるようにするため、ベトナムとの間
で素材移転協定（ＭＴＡ）について協議し合意に達した。
④タイ
１５年度新たに協議を開始し、どのような協力がお互いにとっ

てメリットがあるか検討した。
⑤アジア専門家会議
アジア各国の生物遺伝資源（特に微生物関係）の研究者やそ

の利用に係る研究開発政策担当機関の代表者との意見交換や交
、 、流の緊密化・活発化を通じて 各国関係者間の相互理解を深め

生物多様性条約（ＣＢＤ）の枠組みの中で生物遺伝資源の有効
利用を促進するため、上記４か国を含めたアジア地域１０か国
の関係者との会合をＮＩＴＥ主催で１６年３月１５日から３日
間にわたって開催した。
＜参加国＞フィリピン・マレーシア・カンボジア・モンゴル・
タイ・中国・韓国・ミャンマー・ベトナム・インドネシア
豊かな生物多様性を誇るアジア地域における微生物資源の保

、 、存とその有効利用を図るため 関係国間での協力が必要であり
具体的な協力分野として次の点が重要であることで認識が一致
した。
・人材育成
・研究開発の促進
・生物遺伝資源機関（ＢＲＣ）間の国際協力）
・各国政府への働きかけ
これらの分野でのアジア地域内の協力を進めるため、当該会議参
加国１１か国が「アジアコンソーシアム（仮称 」を結成するこ）
とで合意した。
なお、同コンソーシアムの第１回会合は、１６年１０月に筑波

にて開催予定である。

【国内ＢＲＣとの連携】
国内で保有されている生物遺伝資源の有効利用を図るため、

利用者から見て利用しやすいヴァーチャル統合カタログの作成
及び生物遺伝資源機関の分譲機能の強化を目指し、微生物等を
保有する国内ＢＲＣと緊密に連携し、ワークショップ及び意見
交換会を１６年１月２３日に開催した。１６年度はヴァーチャ
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ル統合カタログの作成に向けて関係機関との協議を行う予定で
ある。

【ＯＥＣＤ等の国際会議における活動】
ＯＥＣＤのＴＦ－ＢＲＣ（ＢＲＣタスクフォース）で議論され

た国際的なＢＲＣのガイドライン作成に対して、会議への参加及
び意見の提出を通じて、ガイドラインの基準が本来ＢＲＣに求め
られる要求よりも過剰要求の場合等があったため適正な基準とな
るよう働きかけた。１６年度以降個々の生物遺伝資源の種類に応
じて作成される基準への対応を検討していく。

(3)生物遺伝資源及び情報の提供 (3)１４年度に引き続き、生物遺 (3)
①生物遺伝資源管理システム（ＮＢＲＣ－ＤＢ）の開発（１３年のためのカタログ、データベース 伝資源及び情報を提供するため
度～１７年度）等の整備、インターネット等の活 「生物遺伝資源管理システム」の
１４年度に問題点の洗い出しを行った際に挙げられた業務への用を行う。 機能拡充を行う。併せて、引き続

適合性、蓄積データの過不足、データ管理法及び操作性に関するき収集した生物遺伝資源の分譲業
問題点についての改良及び機能追加を実施した。１６年度に菌株務を行うとともに、バイオテクノ
データの入力等を行い、ホームページ公開を含めた独自運用開始ロジーの産業化を推進するための
を目指して開発を行う。サービス（例えば技術指導等）の
②生物遺伝資源の分譲実績（参考資料Ａ－１－(６)(７)(８)）実施に向けた体制整備を行う。
分譲件数を増やすための取り組みとしては、顧客からの質問等また、生物遺伝資源の安全性に

に迅速に対応することや各種学会においてポスター発表等を積極係る情報の収集・整理を行うとと
的に行うことで事業の周知を行った。もに 「遺伝子組換え体の安全性、

に関するデータベースシステム」
の開発に着手する。

資源の種類 １４年度実績 １５年度実績
件数 ／ 分譲数 件数 ／ 分譲数

微生物 1,603 ／ 5,518 2,225 ／ 6,538

微生物DNAｸﾛｰﾝ 6 ／ 18 9 ／ 14

ﾋﾄcDNAｸﾛｰﾝ 14 ／ 15 137 ／ 666

※分譲は１４年度より開始

③産業化への支援
一 スクリーニング材料の提供
ＮＩＴＥのカルチャーカタログに未登録の生物遺伝資源をス

クリーニング材料として提供することにより、産業利用への積
極的な活用が期待されることから、従来の１株単位での分譲と
は異なる大量提供方法を模索した。１５年度は、ニーズ把握を
含めこれらの生物遺伝資源の更なる高付加価値化を目指した共
同研究先の公募を行い、共同研究先を決定した。
二 特許微生物の寄託等業務の準備
我が国における微生物を中心とした中核的なＢＲＣとして、

特許行政の一翼を担い、かつ、ユーザーの利便性の向上を図る
特許法令に基づき特許庁長官の指定する寄託機関及び国ため、

際寄託当局としての地位を獲得し、１６年度からの事業開始を目
指し体制の整備を進めた。
その結果、１６年３月３日付けで特許庁より寄託機関として指

定を受け、国際寄託当局についても１６年度早々に地位を取得す
る予定である （再掲）。
三 国際特許に関連した保管事業の開始
一般に分譲されている生物遺伝資源を用いた国際特許の出願

は、微生物保存機関の「３０年間継続して保管する」旨の宣言
書が必要となるので、ＮＩＴＥの微生物を用いて国際特許を取
得しようとする者の利便性を考慮し、宣誓書を発行する業務を
開始した。
四 制限付き寄託制度の運用開始
産業に有用な生物遺伝資源の流通と活用を促進するために、従

来の微生物保存機関が行っている一般寄託とは異なり、この制度
で寄託された生物遺伝資源を、分譲を受けた者が産業用途等に用
いる場合には、寄託者の同意を必要とする制限付き寄託制度の運
用を開始した。

（ ）五 バイオ人材育成システム開発事業 経済産業省への協力事業
人材育成のためのカリキュラム及び教材を作成するとともに、
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技術指導を含む研修を実施した。

④遺伝子組み換え体の産業利用におけるリスク管理に関する研究
プロジェクト（経済産業省委託：１４年度～１８年度）
財団法人バイオインダストリー協会（ＪＢＡ）と生物遺伝資源

の安全性に係る収集・整理を行うとともに、ＪＢＡが主催するリ
スク管理研究委員会（親委員会）やデータベース分科会で討議さ
れた「遺伝子組換え体の安全性に関するデータベースシステム開
発」に関する基本方針をもとに、ＮＩＴＥが主催する学識経験者
等から構成するシステム分科会を開催すると共に、同分科会での
データベース提供におけるシステムの在り方に関する審議を踏ま
えデータベースシステムのプロトタイプ案を作成し、関係者から
の意見を取り入れ、データベースシステムの仕様書の内容検討・

。 。作成を行った 引き続き１６年度より開発を開始する予定である

２．生物遺伝資源に係る情報の ２．生物遺伝資源に係る情報の高 ２．生物遺伝資源に係る情報の高 ２．生物遺伝資源に係る情報の高付加価値化業務バ
イ 能 ・平成 年度実績は （平高付加価値化業務 付加価値化業務 付加価値化業務 A 15 2.7Mbp

(1) オ 【ゲノム解析に関する実績】 動 成 年度 、平成 年生物遺伝資源に関する情報の (1)産官学の研究者のニーズを踏 生物遺伝資源に関する情報の (1) 13 17.7Mbp 14
2.8Mbp 23.2Mbp高付加価値化を図るため、コリ まえ、人の健康維持、産業プロセ 高付加価値化を図るため、１４年 ①～⑥の微生物についてゲノム解析を実施し、①を公開のた 型 度 ）で、合計

のゲノム解析を終了。現在解析ネ菌、放線菌、ヒト常在菌、物 スの環境調和、環境の維持・改善 度に引き続き以下の微生物につい めＤＤＢＪ 日本ＤＮＡデータバンク に登録した この結果（ ） 。 、
中のものが あり、順質生産能に優れた微生物、培養 等政策的・戦略的に意義のある微 て共同研究の形態により、必要な ＮＩＴＥが解析した塩基配列数は以下のとおりとなった。 55.5Mbp
調に推移していると言える。が困難な微生物等人の健康維持 生物等を中心に、共同研究等の形 情報処理ツール（スクリプト）の、

・ＮＩＴＥが質の高いデータを提産業プロセスの環境調和、環境 態で塩基配列の決定、遺伝子領域 作成を行いながら塩基配列の決
15年度 供し、共同研究先の研究成果がの維持・改善等政策的・戦略的 の推定、ＲＮＡ解析、ＤＮＡチッ 定、遺伝子領域の推定等のゲノム
ブドウ球菌( ２．７Mbp インパクトファクターの高い雑に意義のある微生物を中心に、 プ等による遺伝子発現情報の解析 解析を効率良く実施する。 S.haemoly

誌に掲載されたことから、質的産官学の研究者のニーズを踏ま 等により、８５Mbp以上のゲノム ① ブドウ球菌（Staphylococcus ticus）
に高い成果を出したと言え、高え、民間のみでは実施が困難な 解析を行う。 （２．７Mbp （平haemolyticus） ）

14年度 ２．８Mbp く評価できる。ものについて85Mbp以上のゲノム 成１５年度終了目途）
・今回解析の終了したブドウ球菌解析（塩基配列の決定、遺伝子 ② ブレビバチルス属（Brevibaci

13年度 １７．７Mbp は、反復配列が通常の約３倍あ解析等 を行い 順次提供する （６．４Mbp （平成） 、 。 ） ）llus brevis
り、塩基配列確定が非常に難し１６年度終了目途）

合 計 ２３．２Mbp いものであったが、既存技術の③ 磁性細菌（Desulfovibrio mag
改良等により計画どおり目的をneticus RS-1 （５．３Mbp （平） ）

ブドウ球菌（参考資料Ａ－２－(１)、(２)） 達成したことは評価できる。成１６年度終了目途） ①
ゲノム解析においては、反復配列の占める割合が多いほど技術④ 糸状菌（ ）Aspergillus oryzae

的要因により全塩基配列の決定が困難となる。本菌は、ゲノム全（３７Mbp （平成１７年度終了目）
体の５％が反復配列 これまでにゲノム解析された菌では１ ５％途） （ ．
程度）であったため、塩基配列の確定作業に困難を極めたが、既また、生物機能活用型循環産業
存技術の改良と応用を重ねることにより、作業を完了、解析を終創造プログラム（グリーンバイオ
了することができた。解析データについては、１５年１２月にＤプログラム）を構成する「生物機
ＤＢＪへ登録した。能を活用した生産プロセスの基盤
なお、現在共同研究先と共著で論文を執筆しており、共同研究技術開発」プロジェクトを推進す

先が行った研究結果とともに、１６年度内に論文を投稿する予定るために必要な評価研究を引き続
である。き実施する。

なお、塩基配列の決定の際に問
題となる反復配列の解析技術を向 【現在ゲノム解析を実施しており、１６年度以降に実績となる
上させるため１５年度新たに共同 もの】

②ブレビバチルス属細菌（６．３Mbp）研究を実施する。
仮想ゲノムを構築の上解析を進め、１６年３月に全塩基配列のＮＩＴＥで塩基配列を決定した

確定作業を終了した。１６年度にはアノテーションも含めて解析微生物が発現するタンパク質につ
を終了する見込みである。いて、網羅的な解析（プロテオー
③磁性細菌(推定約５．３Mbp)ム解析）に着手し、発現遺伝子や
仮想ゲノムを構築の上解析を進め、約５０％の塩基配列を確定そのタンパク質に関する情報を既

した。１６年度を目途に解析を終了する見込みである。存のゲノムデータに付加する。
④糸状菌（麹菌 （参考資料Ａ－２－(３) （推定約３７Mbp）また、大学・企業等との共同研 ） ）
１５年度までに染色体ごとの塩基配列の確定作業について 36.究により、ＮＩＴＥに整備した生 、

8Mbpまでの確定作業を実施した。１６年度以降も引き続き配列確物遺伝資源やそれらに係る情報等
定作業を実施し、解析データをＤＤＢＪへ登録する予定である。の産業利用を促進するための事業
なお、本プロジェクトについては、財団法人日本醸造協会を中を生物遺伝資源開発施設（１４年

心としたコンソーシアム との共同研究により解析を実施して度末完成：千葉県木更津市）にお （＊１）

（＊いて１５年度から実施する。 いる。さらに、１５年５月に国際糸状菌ゲノムコンソーシアム
、 、２）を結成し 海外で解析中である他の糸状菌２菌の情報を活用し

解析を進めている。
（※１）財団法人日本醸造協会を代表に次の機関が参画。
・企業８社： 協和発酵工業、大関、月桂冠、キッコーマン、ヒゲタ醤油、
アクシオヘリックス、天野エンザイム、インテックウェブアンドゲノム
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・大学４大学： 東北大学、東京大学、東京農工大学、名古屋大学
・研究機関３機関：酒類総合研究所、食品総合研究所、産業技術総合研究所
（※２）財団法人日本醸造協会を中心としたコンソーシアム及びＮＩＴＥ、

The Institute for Genome Research(TIGR：米)、Whitehead Institute
of Biomedical Research（米）が参画するコンソーシアム。国際的にイン
パクトの高い成果を導くため、糸状菌３菌に関する情報を共有し、３菌同
時の論文発表を目指している。ＮＩＴＥは、国際協調の一環として本コン
ソーシアムに積極的に参加している。

⑤生物機能活用型循環産業システム創造プログラム（グリーンバ
（ ）（ ）イオプログラム） ＮＥＤＯから受託：１３～１７年度 ※３

（参考資料Ａ－２－(４)）
ロドコッカス属細菌( ：６．９Mbp)Rhodococcus erythropolis

について、クロモソーム（１本）及びプラスミド（３本）ごとに
仮想ゲノムを構築の上解析を進め、１６年３月に塩基配列確定作
業を終了し、併せて実施したアノテーションの結果を含め委託元

。 、のＮＥＤＯに報告した 解析が終了した本菌のデータについては
１６年度以内にＤＤＢＪに登録するとともに、１６年度も引き続
き本事業を構成する「生物機能を活用した生産プロセスの基盤技
術開発」プロジェクト を推進するために必要な評価研究を実（※３）

施する。
（※３）１４年度実績における「微生物遺伝資源ライブラリーの開発事業」と
同一の事業。

反復配列の解析技術の向上⑥
反復配列の解析技術向上に資するため、新たに共同研究を実施

する予定であったが、①のブドウ球菌が反復配列を多く有するこ
とが明らかとなったため、本菌の解析を実施し、既存技術の改良
と応用を重ねることにより、反復配列の解析技術の向上が図られ
た。今後、この成果を技術論文としてまとめ、学術雑誌に投稿す
る予定である。

【タンパク質の網羅的な解析 （参考資料Ａ－２－(５)）】
ＮＩＴＥがゲノム解析を実施した産業有用微生物の中から、好

気性超好熱古細菌（ K1）を選定しプロテオーAeropyrum pernix
ム解析を実施した。発現タンパク質の解析により４７４種類のタ
ンパク質を同定した。
これらプロテオーム解析情報については、ホームページ上で公

開するとともに、学会等での発表などにより情報を提供する。

【産業利用促進事業 （参考資料Ａ－２－(６)）】
１５年度に開所した生物遺伝資源開発施設において、ＮＩＴＥ

の有する研究シーズに対する情報の高付加価値化を図ることを目
的に、それらのシーズを活用して、微生物の有用機能を産業利用

新規共へと結びつける共同研究（２件）に着手した。さらに、
同研究の公募を行い、１６年３月新たに１件の共同研究を開始
した。
・微生物酵素触媒を用いた不斉分子製造技術開発の研究：株式
会社日本触媒、京都大学
・生物学的手法を利用する光学活性非天然型アミノ酸及びヒド
ロキシカルボン酸の合成・ライブラリー構築法の研究：早稲
田大学、チッソ株式会社他４機関
・RITE（ バイオプロセ財団法人 地球環境産業技術研究機構）
スによる高効率化学品製造に資する基盤技術要素開発の研
究：財団法人地球環境産業技術研究機構、日本化薬株式会
社（１５年３月より開始）
また、耐熱化酵素（ 株）日本触媒との共同出願）について特（

許出願を行った。

(2)ゲノム解析により取得した遺 (2)ゲノム解析により取得した遺 (2)ゲノム解析及びプロテオーム解析により取得した遺伝子に関
（参考資料Ａ－２－(７)）伝子に関する情報をデータベース 伝子に関する情報をデータベース する情報を以下のとおり提供した。

化し、インターネットの活用や雑 化し、インターネットの活用（Ｎ ①放線菌については、１５年４月、共同研究先と共著の論文を
誌、学会等への発表などにより情 ＩＴＥホームページによる公開） 「Nature Biotechnology」に掲載するとともに、ゲノム解析情
報を提供する。 や雑誌、学会等への発表等により 報をＤＤＢＪ及びＮＩＴＥホームページから公開した。

情報を提供する。このうちデータ ②ゲノム解析及びプロテオーム解析の成果を雑誌や国内外の学
ベースについては、機能追加や使 会等において１６件発表した。
いやすさ向上等の改良を行う。

《実績の主な内容》また、平成１５年度にゲノム解
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●論文発表析終了予定のブドウ球菌につい
て、ＮＩＴＥホームページ及びＤ ・Nature Biotechnology（英国 ：生物学（インパクトファク）
ＤＢＪによるデータ公開を行う。 ター：12.822 ：放線菌のゲノム解析）

なお、産業有用微生物である放線菌の全塩基配列の決定とさらに糸状菌についても、平成
他の菌との塩基配列の比較解析が、今後製薬等における産業１５年度中にこれまでの成果を基
応用研究の研究基盤となるという功績により、論文が掲載さにしてＮＩＴＥホームページ及び
れた号の表紙に放線菌の電子顕微鏡写真が採用された。ＤＤＢＪによる公開を行う。
・Genome Research（米国 ：遺伝学（インパクトファクター：）
9.863 ：コリネ菌のゲノム解析）
なお、完全ゲノム配列に基づくコリネ菌の耐熱性に関与す

るアミノ酸置換の比較解析の功績により、論文が掲載された
号の表紙にコリネ菌由来の耐熱性タンパク質の立体構造が採
用された。
・Nature Genetics 英国 ：遺伝学 インパクトファクター：（ ） （
26.711 ：完全長ヒトｃＤＮＡ解析）

●学会での発表
・国際放線菌学会:１件

ロドコッ本学会では、海外研究機関から注目されている
からの要請カス属細菌のゲノム解析について、学会関係者

により講演を行った。
・日本農芸化学会年会：７件
・日本分子生物学会年会：４件
・質量分析総合討論会：１件

この他、共同研究先がＮＩＴＥとの連名により、招待講演２件
を含む４件発表した。

③データベース（ＤＯＧＡＮ ）については、１４年度までに（※４）

開発した遺伝子及びタンパク質の基本的情報を提供するための機
能に加え、１５年度は１６年度に予定しているプロテオーム解析
により取得した遺伝子に関する情報提供のための機能やアノテー
ションの根拠とした個々の遺伝子及びタンパク質に関する特徴な
どのより詳細な情報を提供・検索するための機能等を追加した。
また、当該データベースの使いやすさの向上といった観点から、
利用者をミスリードしないようなボタンレイアウト等の改良を
行った。
（※４）ＤＯＧＡＮ：Database of Genomes Analyzed at ＮＩＴＥ; ＮＩＴＥ

、 （ 、が開発した ＮＩＴＥでゲノム解析した微生物とそのゲノムの特徴 塩基配列
遺伝子地図、遺伝子の機能など）を閲覧できる公開データベース。

、 、なお ブドウ球菌( )についてはStaphylococcus haemolyticus
共同研 ゲノム解析情報の公究先との共著論文の掲載とあわせた
開を予定しており、そのための準備作業を進めている。
また、糸状菌（麹菌、 ）については、１５Aspergillus oryzae

年度中にこれまでの成果を基にしてＮＩＴＥホームページ及びＤ
ＤＢＪによる公開を行う予定であったが、１５年５月に結成した
国際糸状菌ゲノムコンソーシアムにおいて糸状菌３種の論文を、
同時かつ同雑誌に共著で発表することに合意したため、ゲノム解
析情報の公開を論文掲載にあわせ１６年度以降とすることとし
た。

３．遺伝子解析ツールの開発業 ３．遺伝子解析ツールの開発業務 ３．遺伝子解析ツールの開発業務 ３．遺伝子解析ツールの開発業務
務 １４年度までに事業が完了した「ゲノム比較解析技術の研究開
遺伝子解析を容易にできるよ 遺伝子解析を容易にできるよう 発」について、国による評価（実際の評価は、ＮＥＤＯの技術

うにするため、機能未知な遺伝 にするため、遺伝子情報、ＯＲＦ 評価委員会が実施）が１５年度実 以下のような評価を施され、
子に対する機能推定等のための 等必要なデータを収集し、これら 得た （参考資料Ａ－３）。
解析ツールとして情報処理シス のデータを解析して、機能未知な ● 研究はニーズに則しており、ゲノム配列比成果に対する評価：
テムを開発する。 遺伝子に対する機能推定等のため 較研究を推進するために必要な成果を挙げた。ただし、実際に

の解析ツールとして情報処理シス プログラムを利用した成果が出ていない。今後の利用実績を求
テムを開発する。 められる。

●今後に対する提言：好熱菌ゲノム研究における本研究の位置づ
けにもよるが、有用な遺伝子資源の発見・利用のための情報解析
研究は重要であるので、もっと具体的な成果あるいは独創的な研
究が望まれる。

１６年度は、上記評価及び提言への対応について検討を行う
予定である。
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Ｂ化学物質管理分野 Ｂ化学物質管理分野 Ｂ．化学物質管理分野 化 Ｂ．化学物質管理分野. .
学

A国際的に調和のとれた総合的 能１．化学物質総合管理情報の整備 １．化学物質総合管理情報の整備 １．化学物質総合管理情報の整備提供関係業務
提供関係業務 提供関係業務 ・平成 年度整備実績は当初計な化学物質のリスク管理に資す 動 15

画約 件に対し、 増のるため、化学物質の安全性に係 (1)化学物質総合情報提供システム ＣＨＲＩＰ については 型（ ） 、注１） 2,300 30%
た。 約 物質を整備しており、る内外の情報を収集、評価、整 (1)国内で年間１００ｔ以上の製 (1)関係機関の協力を得て、有害 以下のとおり整備を行っ 3,000

①データの整備等 中期目標に照らし極めて順調な理及び提供するとともに、化学 造・輸入実績がある化学物質（高 性評価書 等による有害性情報の注）

１５年度は約２７５０物質を整備し、整備物質数は累計約３０ 進捗状況にあると言える。物質の審査、規制、管理に係る 分子等の低懸念 化学物質を除く 整備、分解性・濃縮性等の暴露情）
００物質となった（１４年度整備物質数は約２３０物質 。 ・データベースへのアクセス件数法施行業務の支援を行う。 及び化学物質管理法令の対象物質 報の整備をするほか、自ら情報を ）
・物理化学性状： 約３０００物質について調査を行い、約２７ は 万件／年あり、前年比約並びにその他優先的に整備すべき 収集・整理することにより、物理 270

１．化学物質総合管理情報の整備 ５０物質のデータについて整備、公表した。 ％増となっており、データ物質合計４，０００物質程度を中 化学性状のデータ整備（約２，０ 50
提供関係業務 ・構造式： 約１６００物質について構造式を整備し 公表した の質が高く、良く活用されてい心に、国内法規制情報、海外での ００物質 、構造式のデータ整備） 、 。

・国内法規制情報： 整備対象物質のうち、単一物質について、 ると考えられることから、高く関係機関の協力を得て、平成１ 規制等の情報、物理化学的性状情 （約１，５００物質 、国内及び）
化審法、化管法、毒劇法等の国内主要法令の対象物質かどうか 評価できる。７年度までに国内で年間１００t 報、有害性情報、暴露情報、リス 海外の法規制状況、国際的なリス
を確認し、ＣＡＳ番号 と対応づけた(計約１４５０物質 。 ・データの収集体制を内外の専門以上の製造・輸入実績がある化 ク評価等の情報について、信頼性 ク評価情報について整備する。整 注２） ）

・海外法規制情報： PRTR データベースについて現在公開して 家を組織化して整備し、効率的学物質（高分子等の低懸念化学 や質の高い情報源からデータを収 備した情報については、国内外の 注３）

いる６か国・地域に加え、１か国（アイルランド）の情報を整 なデータ整備を進めたことは評物質を除く）及び化学物質管理 集し、データの有無及びその内容 データベースを定期的に確認する
備、公表した。 価できる。法令の対象物質並びにその他の を整備する。 等、データの維持・更新を行うと

・内分泌かく乱試験結果： 化学品審議会内分泌かく乱作用検討 ・ＣＨＲＩＰの構築については、優先的に整備すべき物質合計４ これらにより化学物質の安全性 ともに、インターネット等の活用
小委員会で審議が終了し、公表可能となった約４１０物質、約 システムの枠組みを構築するだ０００物質程度を中心に、化学 や法規制情報等に関する体系的な により広く情報を公開・提供す
１０００件のデータを、グラフ、解説等とともに整備、公表し けでなく、昨年以上に収載情報物質の総合管理に必要な国内外 ハザードデータベースの整備を行 る。
た。 の充実に努められ、目標を十分の法規制の情報や有害性等の情 い、 インターネットの活用等に 注：有害性評価書とは、①リスク

・毒性試験： ＮＩＴＥで取得している３０物質の毒性試験デー に達成されたと考えられる。報を収集し ハザードデータベー より広く提供するとともにその維 が比較的大きいと想定される化学、
タの整備を行い、２１物質について公表した。 ・ハザード情報の充実（有害性情スの体系的な整備を図るととも 持・更新を行う。 物質の有害性情報の収集と評価。

・暴露情報： 経済産業省で判定結果が公表された既存化学物質 報 、曝露情報の充実についてに順次公開しその維持・更新を ）
の安全性点検データ約９０物質について整備、公表した。 は、もう少し調査・収載を加速行う。 ②法的にMSDSの提供が義務づけら

（参考資料Ｂ－１－（１ （２ ） してはいかがか。れている化学物質に関する有害性 ）、 ）
・ 内分泌かく乱試験結果」を収情報の収集、提供。③今後の化学 「

②データの維持更新 載する場所として、ＣＨＲＩＰ物質リスク評価・管理対象物質の
ＣＨＲＩＰに収載されている延べ約２０万の物質を対象に国内 に他の情報と同列に提示するこ選定に係る有害性情報の収集と評

外の情報ソースの点検を行い、以下の項目について合計約１５， とが本当に適切なのか、情報の価。を目的として作成したもので
０００件の更新等を行った。 提示の仕方やその情報のもってす。
一般情報関係：約４２００件 いる「化学物質管理上の意義」
国内法関係 ：約６７００件 を整理する必要がある。
各国有害性評価書関係：約４００件 ・構造活性相関手法（ＱＳＡＲ）
健康毒性情報：約１９００件 の予測性検証に当っては、多く
環境毒性情報：約２００件 の物質での手法間比較検証が進
海外規制情報関係：約１６００件 行しているようであり、概ね順

（１４年度は、名称やCAS番号等の情報延べ２０万６千件のデー 調であると考えられる。
タを点検した ） ・リスクコミニュケーションに関。
（参考資料Ｂ－１－（１ （２ ） わる事業については、用語集の）、 ）

充実などに努められていること
③システム改良 が窺われる。
ＣＨＲＩＰを構成する３つのデータベース 「化学物質総合検 ・優先度の高い個別物質のリスク、

索システム 「ＰＲＴＲ制度対象物質データベース 「既存化学 評価に関する諸事業について」、 」、
物質安全性点検データ」間のリンクによる関連付けを行った他、 は、関連する諸機関との連携も
化学物質総合検索システムについては、アンケート等の要望によ 良い。
りａｎｄ検索、絞り込み検索の追加などシステム改良を行い、利 ・化学物質に係る実態の把握や詳
便性の向上を図った。１６年度も引き続き利便性向上のためのシ 細な検討のプロセスに産業界と
ステム改良を行うこととする。 の協働によって対応している姿
さらに、化学物質総合検索システムについては、その英語化を 勢は評価できる。最終的なアウ

行った。この英語化に伴い、英語の名称データを約２９，０００ トカム（産業界の自主的なリス
件追加した。 ク管理）に至らしめるスキーム
また、現行システムの性能評価についての診断を行った結果、 がトータルで提示され、その過

パラメータ設定やプログラムの軽微な問題が指摘され、改善を図 程でＮＩＴＥ事業と産業界のか
ることにより物質によって異なるものの概ね検索時間が約４０％ かわりも示されている。
向上した（検索時間が２１秒～３０秒程度から１３秒～２３秒程
度に短縮 。）

④ホームページアクセス件数（化審法ﾍﾟｰｼﾞ除く）

対前年度比 年度実績 旧集計方法
H15 約５０％増 ２７０万件
H14 約２５％増 １７８万件 ３０８万件
H13 － － ２４０万件

（参考資料Ｂ－１－（３ ））



- 14 -

注１ ＣＨＲＩＰ：Chemical Risk Information Platform 従来化学物質ハザー） 。
ドデータベースと呼んでいたものを化学物質総合情報提供システムと改称
し、その英語名称の略記を商標として登録した。
注２）CAS番号：CAS登録番号ともいう。米国化学会の Chemical Abstracts
Service が化学物質に対して付与している固有の番号。

（例）
物質名 CAS番号
ｱｸﾘﾛﾆﾄﾘﾙ 107-13-1

注３）ＰＲＴＲ：Pollutant Release and Transfer Register
（化学物質排出把握届出制度）

(2) (2)(2)化学物質のハザードデータ、 化学物質のハザードデータ、
①化学物質の各種基盤情報や評価手法等に係る情報の一元的な管暴露評価データ、リスク評価デー 暴露評価データ、リスク評価デー
理・運用タ等の基盤情報と暴露評価手法、 タ等の基盤情報と暴露評価手法、
・１４年度作成したリスク評価書等の情報を統合したシステムをリスク評価手法等各種評価手法に リスク評価手法等各種評価手法に
評価するためのテストサイトについて、消費生活センター、企係る情報を統合したシステムを構 係る情報を統合したシステムの改
業、専門家等約８０者に対し、アンケート調査を実施（回収率築する。 良等を行う。また化学物質のリス
約６５％ し 調査結果の分析等を基にシステム全体設計を行っクコミュニケーション を行って注） ） 、
た。また、テストサイトについて画面構成等の変更、検索機能いくための検討を進めるとともに
の付加、コンテンツの充実（用語・略語の充実、Q&Aの作成、関連情報を体系的に収集・整理し
リスク評価についての解説書作成）等を行った。なお、リスクて、１４年度に引き続きリスクコ
評価についての解説書は、リスクコミュニケーションに係わるミュニケーションの推進に必要な
関係者による利用を考慮し、 からも入手できるように用語集等の作成を行い、テストサ CHRIP
した。イトも活用して多様な関係者に対

・また、リスク評価等に関する用語、略語の整備状況は以下のとしてわかりやすい情報提供を行
おり。これらの用語等は、ハイパーリンクによって同システムう。
を利用する際に用語の確認を簡便に行えるようにするものであまた、リスク管理の必要性が高
り、その収載語数を増やすことにより同システムの利便性を向く市場において多量に生産や消費
上させた。等がされている化学物質につい

（参考資料Ｂ－１－（４ ）て、その分解性、蓄積性のハザー ）
用語 略語ドデータを構造活性相関手法によ

H１５年度 約２１０件 約 ７５０件り予測するソフトウエアの信頼性
H１４年度 約１００件 約 ３６０件向上のため試験データを用いて検
H１５年度末計 約３１０件 約１１１０件証・改良を行う。

化学物質の物理化学性状データ
等の物質情報等を収集し、化学物

②構造活性相関手法（ Ｑ）ＳＡＲ）による予測の検証等質の暴露評価、リスク評価を行う （
・生分解性を予測する市販のシステムの性能評価のため、新規化ほか、１４年度に作成した化学物
学物質約１５００物質について計算を行った。この計算結果と質のリスク評価・管理指針の骨子
実際の生分解性試験データについて、分解に寄与するとされるを基に具体的な物質についての指
約６００の反応経路との比較照合を行い、反応の進行率を確認針案を作成する。
し、検証作業を終了した。リスク評価データ蓄積のため、

・財団法人化学物質評価研究機構が開発し改良を行っている分解学識経験者、関係業界等が参画す
性予測システムの信頼性を検証するために新規化学物質約１５るリスク評価管理研究会におい
００物質の分解度試験データを入力して計算を行った。検証て、社会的に問題となっている化
結果を取りまとめ、化学物質評価研究機構に報告し、これに学物質について検討を行う また。 、
基づき化学物質評価研究機構が１６年度に更なるシステム改良製品に含まれる化学物質の管理に
を行う予定 （なお、１５年度に化学物質評価研究機構で予定関する情報の収集を行う。 。
されていた改良が一部完了しなかったことに伴い、１５年度中注：化学物質のリスクコミュニ
にＮＩＴＥで実施を予定していた当該システムの検証業務の一ケーションとは、化学物質などに
部を１６年度に繰り越して実施する予定である ）よる環境汚染が、人の健康や生態 。

・１４年度にデータ整理を行った新規化学物質約１５００物質の系へ好ましくない影響を与えるお
濃縮度試験データを用い、１５年１０月より蓄積性予測システそれ「環境リスク」について「企
ムの検証及び相関式作成等の作業を実施し、終了した。業」と「行政」と「住民」が情報

・未試験の既存化学物質のうち約１６００物質について、市販のを共有し、コミュニケーションを
予測システムを用いて生分解性・濃縮性の予測を行った。予測行いながら化学物質のリスクに関
結果については、１６年度より開催するＮＩＴＥ構造活性相関する理解を向上し、お互いの信頼
委員会で検討を行う予定である。関係を構築すること。

（参考資料Ｂ－１－（５ ））

＜平成１４年度業務実績評価における指摘事項回答＞
（指摘事項)
（Ｑ）ＳＡＲであるが「規制」に係わる手法という観点から
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みると疑念がある。この評価結果を実験抜きで判断は出来ない
が、これをどう活用するのかという青写真が必要である。
（回答）
ＮＩＴＥにおいては、１５年度には、新規化学物質の届出デー

タを利用し、その情報を基に分解性予測システムの精度向上のた
めの解析を行うとともに、分解に係わる反応部位、反応進行を調
査し、システムに必要な付加情報を解析している。また、蓄積性
システムについて届出等の結果から新たな蓄積性予測相関式の作
成を行っている。

、 、 （ ） 、今後 ＮＩＴＥでは 開発された Ｑ ＳＡＲシステムの公表
開示 （Ｑ）ＳＡＲによる既存化学物質の評価、評価結果の公表、
等を行い、国、事業者等の化学物質管理の推進に活用していく。

注４ （Ｑ）ＳＡＲ (（quantitative） structure-activity relationship)：）
定量的構造活性相関手法の略称。化学物質の構造特性と、生分解性等の生物活
性との相関関係を定量的に予測する手法のこと。目的とする生物活性と、その
活性に関与すると思われる複数の分子構造因子や物理的パラメータとの関係を
統計学的に比較検討し、定量的な相関式を導き出すものである。

③化学物質の暴露評価、リスク評価
１４年度までに当該業務で蓄積した知見を利用し、また組織体

制を整備することにより、１５年度から体系的にリスク評価を実
施している。また、評価結果はホームページ上で公表し、化学物
質リスク情報を広く国民に提供した。
・暴露評価： １９物質
・初期リスク評価： １９物質。
・リスク評価管理指針案：１４年度に作成したリスク評価管理指

、 。針の骨子を基に ノニルフェノールについて指針案を作成した
・１３年度に作成したリスク評価書の見直し：１６物質
（参考資料Ｂ－１－（６ 、Ｂ－３－（３ ）） ）

④リスク評価管理研究会活動
フタル酸エステル、ビスフェノールＡ及びノニルフェノールに

ついて、リスク評価に必要な追加データについて製品中に含まれ
る化学物質の管理に関する情報を中心に実態の調査を行った。１
４年度の成果並びに情報を中間報告書にまとめ、概要版をホーム
ページで公開した。また、ノニルフェノールについては、研究会
において管理のあり方についての検討を行った。
（参考資料Ｂ－１－（６ ））

(3)国内外の情報収集及び国際機関等の活動への参画(3)海外の関係情報の収集及び国 (3)化学物質管理の専門家として、
①国際会議出席等内情報の提供、化学物質総合管理 ＯＥＣＤの化学品合同会合等に出
ＯＥＣＤ化学品合同会合をはじめ、その傘下のＳＩＡＭ（初期情報の整備に係る国際整合性の確 席する等、国際的整合性を図るた

評価レポート評価会議 、既存化学物質タスクフォース、ＩＵＣ保等のため、国際機関等の活動へ めの活動等に参加する。 ）
ＬＩＤユーザグループ専門家パネル、バイオサイド・タスクの積極的な参画、所要の調査等を
フォース、農薬作業部会などのそれぞれの活動について、ＮＩＴ実施する。
Ｅと経済産業省の担当者間で随時意見交換及び情報提供を行っ
た。各会合への出席に当たっては、経済産業省と対処振りについ
て摺り合わせを十分行った上で議論に参加するとともに、議場の
内外で他国関係者と化学物質のリスク評価・管理に関する情報収
集及び意見交換を行った。バイオサイド・タスクフォース会合で
は、我が国のバイオサイド管理の現状について発表した。既存化
学物質タスクフォースの活動では、各国が保有する既存化学物質
の評価状況を登録するデータベース（ データOECD EXICHEM
ベース）へのデータ登録作業を経済産業省に協力する形で実施し
た。
なお、１５年３月からＯＥＣＤ事務局に職員を派遣し、本分野

の国際的活動への一層の貢献に努めている。また、第４回ＩＦＣ
Ｓ（化学物質の安全に関する政府間フォーラム）会合に出席し、
本分野における国際的動向に関する情報収集を行った。

②国内外情報の収集・検討
バイオサイドに関し、国内関連団体の情報等を収集整理すると

ともに国際的な情報も整理を始め、それらの検討のため外部有識
者によるバイオサイド検討委員会を設置し、検討に着手した。

(4)CHRIPの広報活動(4)整備したデータベースの利用 (4)化学物質ハザードデータベー
周知・広報活動については、２年に１回開催されるINCHEM TOKを広く促進するためパンフレット スの周知・活用を推進するため、
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YO2003に出展しデータベースを含む化学物質管理センターの業務等により普及活動を行う。 当該データベースを解説したパン
を紹介するとともに、アンケートを実施し、データベースの使用フレットを広く配布すると共に、
目的や要望等について調査を行った。この他、NEDO主催、NITE後説明会、講演会等において、デー
援による１５年度ＰＲＴＲデータ活用セミナーや、PRTRに係る説タベースの紹介を行う等の広報普
明会、リスクコミュニケーション調査などの機会を利用して周知及活動を積極的に実施する。
広報に努めた。これらの広報活動に利用したパンフレットについ
ては、内容の改訂も行い、合計約８０００部を配布した。

２．化学物質審査規制法関連業務 ２．化学物質審査規制法関連業務 ２．化学物質審査規制法関連業務 化 ２．化学物質審査規制法関連業務
学 １５年度３月末までの各業務における実績は以下のとおりであ 受 ・法改正に伴う施行令、省令、関国からの委託により、化学物 A

る （参考資料Ｂ－２－（１ ） 動 連通知、運用通知の見直しに際質の審査及び規制に関する法律 (1)新規化学物質データベースの (1)化学物質審査規制法により届 。 ）
(1) 型 し、ＮＩＴＥは技術的観点からが適正に施行できるよう新規化 整備等を行い、届出のあった新規 け出された新規化学物質のデータ
①データベースの維持・管理及び利用等 経済産業省に提案を行う等の法学物質の審査、優良試験所認定 化学物質の審査に必要な各種調 ベースを維持・管理するととも
・当該データベースについて、構造式入力及び構造検索機能を付 施行支援業務が追加されたが、制度（ＧＬＰ制度）におけるＧ 査、資料の作成及び確認申請の に 必要に応じてシステムの改良、 、
加するための改良を行った。 化審法ホームページを全面改定ＬＰ適合試験施設の査察等に係 あったＧＬＰ適合試験施設の査察 データの追加等の環境整備を行

・化学物質審査規制法に基づき経済産業省に届出され、化学物質 し対応し、その結果アクセス数る支援を行う。 への参加等国が法施行事務を適正 う。
審議会において審査された新規化学物質のデータを新たに入力 は前年同期の４．２倍となってに実施するために必要な業務を行 また、届出のあった新規化学物
した。実績は以下のとおりである。 いるのは高く評価できる。う。 質の審査に必要な各種調査等を行

・ＮＩＴＥのこれまで行ってきたい、関連資料等の作成、整理、提
１５年度 １４年度 １３年度 法施行支援業務が評価され、本供を行う。
３５２物質 ２５７物質 １７６物質 法律に関係する厚生労働省、経既存化学物質名簿等の国際整合

済産業省及び環境省３省共通の性を図るため、国際ルールに従っ
・新規化学物質の審査以外でのデータベースの利用については経 データベースをＮＩＴＥが開た名称（和名、英名）及び米国化
済産業省からの調査依頼に基づき、新規化学物質の審査におけ 発・整備することとなったこと学会が附与している番号を附与
る過去の判定状況の確認、データの抽出等１３件について、迅 は、高く評価できる。し、順次公表する。
速な対応を行い 最長で３日以内に経済産業省に報告を行った ・ＨＰアクセス数の増加は、積極製造産業局長が実施するＧＬＰ 、 。

・ における国際的なデータ共有化の検討のために、欧州の 的な情報提示の姿勢が評価され適合試験施設に関する基準適合確 OECD
化学物質データベース のデータ項目と化審法のデー た結果と判断され、適切であっ認について職員の現地査察への参 （ ）IUCLID4
タ項目の比較、検討を行い、経済産業省に報告した。 たと評価できる。加等の協力を行う。
（参考資料Ｂ－２－（２ ）化学物質審査規制法の適正な運 ）

用担保のため指定化学物質のリス
②化学物質審査支援等ク評価に係る情報の整備、試買検
経済産業省の工程管理表に基づいて実施している当該支援業務査等を実施する。
、 、 、新規化学物質の審査等の技術的 は 適正な化学物質審査規制法の施行に資するものであり また

届出事業者からの試験等の進め方に関する技術的な問い合わせに事項について事業者等からの問い
的確に対応することにより、届出事業者は適切な試験の実施が可合わせへの対応を行う。
能となり、届出に係る労力と試験費用の負担軽減に資するもので化学物質の環境中の生物への影
ある。響に着目した新たな対応と、リス

クに応じた化学物質の審査・規制
１５年度 １４年度 １３年度制度の見直し等のために改正が予

事前ヒアリン ３５２件 ２５７件 ２１４件定されている化学物質審査規制法
グの施行準備のための支援を行う。
審議会資料作 ３０６物質 ２５７物質 ２０７物質
成等（注１）

新規1413件官報公示名称 新規256件 新規229件
原案作成(注 既存12件 既存21件 既存0件
２）
官報公示名称 ２３８件 ５９１件 １０５１件

（ ）案作成 注３
問合せ対応 ２４１件 － －（注4）

少量新規化学 １４１２１ １１７６３ １０６６９
物質 物質 物質 物質

（注１)届出された新規化学物質について、環境中での分解性、蓄積性
並びに人の健康影響に関する試験データ等を精査するとともに、当該
データベースを活用して審査に関連する各種調査を行い、その結果を
整理して３省合同審議会（経済産業省、厚生労働省、環境省）関連資
料を作成し、経済産業省に提出した。また、審議会（１０回開催）に
おいて資料の説明等を行った。
（注２）新規化学物質及び既存化学物質について官報公示名称原案を
作成し、経済産業省に提示した。
（注３）また、官報公示のため１４年度～１５年度の届出物質につい
て、官報公示名称原案について届出者に確認し必要があれば訂正し、
官報公示名称案として経済産業省に提出した。
（注４）ーは、統計をとっていないことを示す。
（参考資料Ｂ－２－（３ ））
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③既存化学物質名簿の国際整合性等の利便性向上
当該支援業務の成果は、化学物質の輸入事業者が化学物質を輸

入する際に、輸入の可否について効率的な判断を可能にし、また
税関に提出する資料作成の効率化に資するものであり、実績は以
下のとおりである。

１５年度 １４年度 １３年度
７１３物質 ６００物質 ３０７物質

１５年度は、既存化学物質名簿のうち、医薬品等の化合物に分
類されている９類の中から優先的に実施すべき５類相当（有機複
素環低分子化合物）の物質についてCAS番号・IUPAC名称 の付注５）

与を終了し、終了したものについてホームページ上で公表の予定
である。
また、経済産業省からの要請に基づき、既存点検結果の公表物

質６３物質へのIUPAC名称 の付与及び経済産業省が１４年度＊注（５）

に実施した化学物質製造・輸入量実態調査における１００物質に
ついてCAS番号の確認を行った。

注５)IUPAC名称 ：IUPAC（国際純正化学連合）命名法による名称。

④GLP 適合試験施設の確認支援注６）

１５年度 １４年度 １３年度
９件 ７件 ２件

当該支援業務の成果は、化学物質の安全性審査において、提出
される試験データの信頼性確保に資するものであり、経済産業省
製造産業局長に対してGLP適合確認申請のあった試験施設につい
て書面審査 現地査察及び報告書 案 の作成等の支援業務を行っ、 （ ）
た。

注６）ＧＬＰ
ＧＬＰ（Good Laboratory Practice；優良試験所基準）は、化学物質の各種

安全性試験に対し信頼性を確保する手段として、ＯＥＣＤにおいて１９８１年
に採択されたもので、化学物質審査規制法では、昭和５９年３月に導入し、平
成１２年３月１日に改正を行った。

⑤規制対象物質の管理業務支援

試買検査実施件数（合計）
１５年度 １４年度 １３年度
２０品目 ３０品目 ５品目

化学物質審査規制法に基づき第１種特定化学物質が使用されて
いる場合に輸入することができない政令指定製品のうち、１２年
度に指定された物質（PDA-Z2,TTBP 、１４年度の試買検査等から）
緊急性のある物質を対象として添加剤、潤滑油、スチレンブタジ
エンゴムの１４品目及び、政令指定製品ではないが、第１種特定
化学物質（PCB）が含有されているおそれのある輸入品の顔料、
塗料、インク又はインクカートリッジの６品目の合計２０品目に
ついて試買検査を実施し、１６年３月に経済産業省に報告書を提
出した。

⑥化学物質審査規制法改正に伴う施行準備支援
経済産業省と連携し、下記の業務を実施した。

・改正化学物質審査規制法の関連通知の改正案について、技術的
観点よりその内容の確認を行った。

・試験法に関する省令、試験法関係通知及びGLP通知について、
その改善点等を含め技術的検討を実施し、改正が必要と考えら
れる項目について経済産業省に提案を行い、適宜反映された。

・法律の運用に関する通知の見直しに関連して、現行通知の運用
状況について取りまとめを行い、改正が必要と考えられる項目
について経済産業省に提案し、適宜通知に反映された。

・経済産業省が改正化学物質審査規制法における政省令等の改正
作業のために実施した化学物質審査規制法施行状況等実施調査
に同行し、経済産業省とともに第１種特定化学物質等の規制化
学物質の管理状況調査、製造又は取り扱い事業者等（１４事業
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者）からの聞き取り調査を行った。
・化学物質審査規制法の適切な施行を支援するための普及・啓発
として、化審法ホームページの全面更新を行った。当該ホーム
ページへのアクセス件数は３７９，２８１件で、１４年度実績
の４．２倍であった。
（参考資料Ｂ－２－（４ ））

１５年度 １４年度
情報提供件数 ４２件 ２６件(うち改正

化審法関係１８件)
アクセス件数 ３７９，２８１件 ９０，２１４件

(2)国内外の情報収集及び国際機関等の活動への参画(2)国における化学物質の審査・ (2)国における化学物質の審査・
規制に係る国内体制の整備等を支 規制に係る国内体制等を支援する ①ＯＥＣＤ／ＧＬＰワーキンググループ会合（第１７回、１５
援するために必要な国内外の情報 ために必要な国内外の情報の収 年９月）のため、化審法ＧＬＰに係る対処方針案を検討・作成
の収集、整理等を行うため、国際 集、整理等を行うため、ＯＥＣＤ し、これを基に経済産業省で対処方針（経済産業省分）が決定
機関等の活動への積極的な参画、 新規化学物質関係会合等に参加 された。また、我が国の対処方針等についての検討を行う各省
所要の調査等を実施する。 し、新規化学物質の審査等の国際 連絡会議（厚生労働省主催、１５年８月）に出席し、国内関連

整合性を図るための情報収集等を 当局間での情報の共有化を行ったうえで 当該ワーキンググルー、
行う。 プ会合に出席し、ＯＥＣＤ／ＧＬＰ運用に係る課題等について

の情報収集を行い、経済産業省へ報告を行った。

②ＯＥＣＤ新規化学物質タスクフォース会合（第６回、１５年
１０月）のため、新規化学物質の届出や審査に係る対処方針案
を検討・作成し、経済産業省に提出した。これを基に経済産業
省で対処方針が決定された。この対処方針に従って当該タスク
フォース会合に出席し、作業の進捗状況や今後の作業計画に基
づく課題等についての情報収集を行い 経済産業省へ報告を行っ、
た。
・ 当該タスクフォースの作業計画に基づき、各国における新規
化学物質の届出・審査手続についての比較を行うため、ＯＥＣ

Ｄが選定をした物質について我が国における新規化学物質届出物
質や審査（経済産業省担当部分）の情報について英訳作業を行う
とともに、同一化学物質に係る我が国の情報を海外５か国の情報
と比較し、合意されたチェックリストに基づき比較作業を行い、
比較結果のサマリー作りやその英訳作業に協力を行った。これら

、 、の作業の過程において これらの作業文書を経済産業省に提供し
さらに検討、修正を行うなど、タスクフォース活動への協力、支
援を行った。

③
・ＯＥＣＤ高生産量既存化学物質の有害性データに関するデータ
ベース構築の提案について、我が国の対応を技術的観点から経
済産業省と検討を行った。

・米、 （欧州委員会 、加、産業界、 及び我が国から構EC OECD）
成される 第１回運営グループ会合に参加し 上記のデーOECD 、
タベース構想の元となっている米 のデータベース案等につ-EC
いて情報収集を行った。また、当該構想に関係する で今後EC
開発される新しい化学物質データベース（ ）の要求事IUCLID5
項案の検討や、その中で用いられる新しいデータ項目案につい
ても化審法で要求されるデータ項目を比較、分析等を行った。
その検討結果については、経済産業省へ報告を行った。

④ＯＥＣＤ／（Ｑ）ＳＡＲ専門家グループの電話会合（１５年６
月、１０月、１６年１月）に参加し、１５年度の具体的な活動内
容（ Ｑ）ＳＡＲの行政利用のための原理原則の確立及びガイダ（
ンスドキュメントの作成 （Ｑ）ＳＡＲモデル、試験データ等の、
各国共通のデータベース作成等）について、各国の役割分担等の
議論を行うとともに、原理原則等の確立のため、現在ＮＩＴＥで
開発をしている生分解性予測システムを原則草案に当てはめた際
の結果を基に原則に対する意見等をとりまとめて報告書を作成
し、１６年１月にＯＥＣＤ／（Ｑ）ＳＡＲ専門家グループに提供
した。

３．化学物質排出把握管理促進法 ３．化学物質排出把握管理促進法 ３．化学物質排出把握管理促進法 化 ３．化学物質排出把握管理促進法関連業務
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関連業務 関連業務 関連業務 学 受
(1) 動 ・平成 年度と同水準の業務量国からの委託により、特定化 (1)届出対象事業者から届出の (1)化学物質排出把握管理促進法 A+ 14
①１５年度の届出件数は３４，５１７件（１４年度は３４，８３ 型 に対し、作業手順等の見直し、学物質の環境への排出量の把握 あった化学物質排出量等の電子計 における電子計算機システムの運
０件）あり都道府県等から事業所管大臣に送付された届出書の処 チェックシステムの整備等によ等及び管理の改善の促進に関す 算機への記録、集計、公表及び開 用、維持・管理を行うとともに、
理を行った。この処理に際しては、事務処理フローを作成すると り前年度比で派遣職員を ％る法律が適正に施行できるよう 示等や、届出対象外事業者を含む 届け出られたデータについては 40
ともに、データベースソフト、企業管理台帳を活用して届出書の 低減し、事業経費を ％低減化学物質の排出量等の収集及び 事業者全体からの排出量の算出及 データの確認及び必要な電子化等 26
管理を行い、形式及び内容チェックプログラムを改良するなどの したうえで、支援業務を遅滞な公表等に関する支援を行う。 び公表等、国が法施行事務を適正 を行いファイル記録システムに入
業務の効率化及び精度向上を図ることにより、処理費用を１４年 く行ったことは高く評価できに実施するために必要な業務を行 力する。
度の４２百万円から３１百万円と２６％のコストを削減すること る。う。 さらに、届出データを集計し、
ができた。 ・ホームページへのアクセス件数別途提供される裾切り推計及び非
また、オンラインによる届出についてはダイアルアップに加え が前年度比月平均で 倍と点源推計結果を併せ公表用データ 4.7

てインターネット経由の電子届出を可能にした結果、電子届出件 なったのは、排出量マップ、大等を作成する。
数が１４年度と比べて約３倍（４６６件から１，２５５件）に増 気中濃度マップ等のニーズに電子届出システムについては磁
加した。これらについては届出事業者から都道府県等を経由して 沿った質の高い情報提供による気ディスクによる届出データを都
事業所管大臣に届け出られる際の事務手続きを、電子的に処理す もので、高く評価できる。道府県が登録する機能を追加する
ることが可能であり届出に際しての事務作業が簡略化された。ま等、化学物質排出把握管理促進法
た、書面での届出の際には必要な電子化の作業についても省略化に係るシステムの改良を行う。
され届出に対する処理の迅速化に寄与した。平成１６年度に実施する電子計
（参考資料Ｂ－３－（１ （２ ）算機システムの更新に向けた仕 ）、 ）

様の検討を行う。
②電子届出システムについては、自治体及び国の届出処理の簡素また、化学物質排出把握管理
化及び管理機能の強化を目的として磁気ディスクによる届出デー促進法に基づき導入されたＭＳ
タを都道府県が登録する機能について追加する等の改良を行っＤＳ制度 の適正な運用に資す注）

た。るため平成１４年度に実施した
実態調査結果を踏まえ、残りの

③ファイル記録システムの付加機能として、経済産業省、環境省４１業種について追加調査を行
等により開示請求者に対して開示しているＰＲＴＲデータについう。
て、各種の検索項目を設定することで必要な項目の抽出や分析を注：指定物質及びそれを含有す
容易にするための ＰＲＴＲ検索システム を開発し ホームペーる製品（指定化学物質等）を他 「 」 、
ジからのダウンロードを可能にした 。の事業者に譲渡 提供する際に、 、 。

その指定化学物質等の性状及び
④１６年度に予定している機器更新について、事前準備を行い、取扱いに関する情報 ＭＳＤＳ：（
政府調達として１６年４月始めに入札を行うための準備を行っMaterial Safety Data Sheet）
た。また、機器更新に伴う電子届出システム等の更新に向けた仕の提供を義務づける制度。
様の検討を行い、１５年度内に骨格を確定した。化学物質排出把握管理促進法に

基づくＰＲＴＲ対象物質を取り
⑤事業者が排出量算出を行うために必要な情報として活用される扱っている事業者を対象に取扱
ＭＳＤＳ の実態を把握するため、１４年度に引き続いて、４量等について調査を行う。 注７）

１業種の３１２８事業所に対しアンケートを実施し、１４年度の
実施結果と合わせてデータの解析を行った。１６年度初めにこれ
らの結果の公表を予定している。

ＰＲＴＲ対象物質を取り扱っている事業者を対象にした取扱⑥
量等について４３，０００事業者を対象に調査を実施し、約１
３，５００事業者からアンケートの回答を得て（回答率は約３
１％ 、解析を行った。１６年度初めに結果の公表を予定してい）
る。

注７）MSDS制度：指定物質及びそれを含有する製品（指定化学物質等）を他の
事業者に譲渡、提供する際に、その指定化学物質等の性状及び取扱いに関す

（ ） 。る情報 ＭＳＤＳ：Material Safety Data Sheet の提供を義務づける制度

(2)事業者からの届出等が適切に (2)排出量算出マニュアル等につ (2)ホームページに新たに「ＰＲＴＲデータの活用に向けた取り
行われるよう、事業者への情報提 いての事業者等からの照会への対 組み のページを新設した １４年度に公表されたＰＲＴＲデー」 。
供、事業者からの照会に対する対 応、自治体等が開催する説明会へ タを基に、排出量マップや大気中濃度マップを作成するととも
応等、本法に係る普及啓発を行う の講師の派遣等化学物質排出把握 に、５月にその内容を掲載し、化学物質管理に係る情報の提供
とともに、事業者が排出量等の算 管理促進法に係る普及啓発を行う に努めた（国内初 。この結果、アクセス件数が１４年度に比べ）
出を容易かつ適切に行うことがで とともに、化学物質総合管理シス て４． 倍となり、ＰＲＴＲデータを含め、化学物質管理につ７
きるよう、算出支援システムの開 テムによる関連情報提供等により いての 。普及啓発に努めた
発・運用等の業務を行う。 事業者の自主管理の支援を行う。 １５年度アクセス件数：約８０，０００件／月

１４年度アクセス件数：約１７，０００件／月
１３年度アクセス件数：約１０，０００件／月
また 「ＰＲＴＲ集計結果の概要」及び「排出量算出マニュア、

ル の英語化を行い、ホームページの英語サイトに掲載」（追加）
し、内容拡充に努めた。
英語サイトの１５年度アクセス件数：約５６００件／月

１４年度アクセス件数：約 ３４０件／月
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事業者への照さらに、化学物質排出把握管理促進法に関する
会対応や、説明会への講師派遣、ホームページ上での情報公開

、 。を推進することにより 事業者の自主管理取り組みを支援した
問い合わせ対応 ３１５件・

・中小企業事業団・自治体及び国主催の講演会への講師派遣：
２５回
（参考資料Ｂ－３－（３ （４ （５ ））、 ）、 ）

の参画(3)国における化学物質管理に係 (3)国における化学物質管理に係 (3)国内外の情報収集及び国際機関等の活動へ
１５年１１月にフィンランドで開催されたＯＥＣＤ/ＰＲＴＲタる国内制度の企画立案を支援する る国内制度の企画立案を支援する
スクフォースに参加し、プレゼンテーション（ 日本におけるＰために必要な国内外の情報の収 ために必要な国内外の情報の収 「
ＲＴＲ電子届出システムについて ）を行うこと等により、情報集、整理等を行うため、国際機関 集、整理等を行うため、ＯＥＣＤ 」
の共有化と国際整合性を図るための情報収集・提供に努めた。等の活動への積極的な参画、所要 におけるＰＲＴＲタスクフォース

の調査等を実施する。 に参加し、排出量算出方法等の国
際整合性を図るための情報収集等
を行う。

４．化学兵器の禁止及び特定物質 ４．化学兵器の禁止及び特定物質 ４．化学兵器の禁止及び特定物質 化 ４．化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律関係業務
の規制等に関する法律関係業務 の規制等に関する法律関係業務 の規制等に関する法律関係業務 学 ・国際機関による検査等の立会い

を的確に 事業所（平成 年度 事業(1) 化学兵器の禁止及び特定物 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 受 B 7 14 4
実施していくために必要な業務として、１５年度は以下のように 所、平成 年度１事業所 、立質の規制等に関する法律第３０ (1)化学兵器の禁止及び特定物質 (1)化学兵器の禁止及び特定物質 動 13 ）

43 14 56条第５項に基づく国際機関によ の規制等に関する法律（以下「化 の規制等に関する法律（以下「化 実施している。 型 入検査 件（平成 年度
(１）同法３０条第５項に基づく国際機関による検査等の立会い 件、平成 年度 件）を的確る検査等の立会い業務（オンサ 学兵器禁止法」という ）第３０ 学兵器禁止法」という ）第３０。 。 13 35
業務については、同条第６項に基づく経済産業大臣の指示に従い に実施したことは評価できる。イト分析を含む ）を適確に実施 条第５項に基づく国際機関による 条第５項に基づく国際機関による。
以下のとおり的確に実施し、定められた期限内 に速やかに経する。 検査等の立会い業務（オンサイト 検査等の立会い業務（オンサイト 注８）

済産業大臣に報告を行った（この検査においてはオンサイト分析分析を含む）については、同条第 分析を含む）については、同条第
は実施されなかった 。(2) 同法第３３条第４項に基づ ６項に基づく経済産業大臣の指示 ６項に基づく経済産業大臣の指示 。）

く立入検査等を適確に実施する に従って適確に実施する。 に従って的確に実施し、その結果。
Ｈ１５年度 ７事業所を速やかに経済産業大臣に報告
Ｈ１４年度 ４事業所する。
Ｈ１３年度 １事業所

注８ ：経済産業大臣名の指示書に、各検査等立会いの終了後１０日以内に報）
告する旨定められている （報告は全て１０日以内に行った ）。 。

、(2)化学兵器禁止法第３３条第４ (2)化学兵器禁止法第３３条第４ (2)同法３３条第４項に基づく許可者への立入検査等については
同条第５項に基づく経済産業大臣の指示に従い、以下のとおり１項に基づく立入検査等について 項に基づく立入検査等について
６年３月末までに４３件（製造９件、使用３３件、廃棄１件）には、同条第５項に基づく経済産業 は、同条第５項に基づく経済産業
ついて立ち入り検査を実施し、定められた期限内 に速やかに大臣の指示に従って適確に実施し 大臣の指示に従って的確に実施 注９）

経済産業大臣に報告を行った。てその結果を経済産業大臣に速や し、その結果を速やかに経済産業
かに報告する。 大臣に報告する。

製造者 使用者 廃棄義務者 合計
Ｈ１５ ９件 ３３件 １件 ４３件
Ｈ１４ １３件 ３９件 ４件 ５６件
Ｈ１３ ６件 ２９件 － ３５件

注９)：経済産業大臣名の指示書に、各検査等立会いの終了後１０日以内に報
告する旨定められている （報告は全て１０日以内に行った ）。 。

、(3)上記の立会い業務及び立入検 (3)上記の立会い業務及び立入検 (3)上記の立会い業務及び立入検査等業務を的確に実施するため
以下の措置を講じた。査等業務を適確に実施するため、 査等業務を的確に実施するため、

特に以下の措置を講ずる。 以下の措置を講ずる。
①同法に規定された特定物質、指定物質及びこれらの関連物質の①化学兵器禁止法に規定された特 ① 化学兵器禁止法に規定された
分析能力の維持・向上を図るため、１５年６月にNITE中部支所に定物質、指定物質及びこれらの関 特定物質、指定物質及びこれらの
おいて模擬分析を実施、１５年７月に化学物質評価研究機構と合連物質の分析能力の向上を行う。 関連物質の分析能力の向上を行う
同分析実験を実施し、１６年３月に近畿支所において模擬分析をため、化学兵器関連物質の分析経
実施した。験のある国内の分析機関と合同で

分析実験を行うとともに、立会い
現場における分析対応を確実にす
るために必要に応じて立会対象事
業者等の現場における模擬分析を
実施する。

②国際検査対象事業所に対する実態調査については、経済産業大②必要に応じ国際機関による検査 ② 国際機関による検査等の対象
臣の指示に従い１０事業者（１４年度の実績は９事業者）に対し等の対象事業所の実態調査を行 事業所のうち、約１０事業所に対
て実態調査を実施し、定められた期限内に その結果を速やかう。 し実態調査を行う。 注１０）
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に経済産業大臣に対して報告した。
注１０)：経済産業大臣名の指示書に、各検査等の終了後１０日
以内に報告する旨定められている 報告は全て１０日以内に行っ。（
た ）。

③分析の実施・査察の実施に関連する情報を収集するため、１５③国際合意形成への貢献と分析方 ③ 国際合意形成への貢献と分析
年５月に「OPCW2003年運用検討会議指定分析機関発表プログラム法の整合性確保のため、化学兵器 方法の整合性確保のため、ＯＰＣ
（オランダ・ハーグ 」及び、１５年９月に「OPCW現地外分析の禁止機関（ＯＰＣＷ）の関連会合 Ｗにおける分析方法、査察に必要 ）
実施に関する研修（フィンランド・ヘルシンキ 」に出席し、情等に参加する。 な装備等に関する会合、ＯＰＣＷ ）
報交換を行うなどにより分析技術の向上・査察の受け入れ態勢の等が主催する研修が実施された場
充実に努めた。また、国際合意形成のため、１５年６月に「オン合には、積極的に参加する。
サイト分析の実施にあたってのOPCW/TSと日本代表団・日本化学
産業界代表との協議（オランダ・ハーグ 」に出席し、現地分析）
実施に対してOPCWと意見交換し、OPCWとの合意形成に資するとと
もに関連する情報を収集した。

Ｃ.適合性評価分野 Ｃ.適合性評価分野 Ｃ.適合性評価分野 Ｃ.適合性評価分野 受適
B安全の確保や経済取引の適正 １．工業標準化法に基づく試験 １．工業標準化法に基づく試験 １ 工業標準化法に基づく試験事業者認定関係業務 ＪＮＬＡ 動評 ． （ ）

化・円滑化に資するため、計測 事業者認定関係業務（ＪＮＬＡ） 事業者認定関係業務（ＪＮＬＡ） 及び２．計量法に基づく校正事業者認定関係業務 型
・ＪＮＬＡ（工業標準化法に基づ結果等の信頼性確保と相互受入 (1)試験事業者の認定を迅速かつ (1)試験事業者の認定を迅速かつ

NLA)及び く試験事業者認定制度）及びＪれの促進を目指して、試験事業 効率的に実施するため、評定委員 効率的に実施するため、評定委員 工業標準化法に基づく試験事業者の認定関係業務（J
計量法に基づく校正事業者の認定関係業務（JCSS)について、次 ＣＳＳ（計量法に基づく校正事者、校正事業者、分析事業者等 会を適時開催するとともに、試験 会を適時開催するとともに、試験
のとおり実施した。 業者認定制度）に基づく審査等の能力の認定を国際規格・指針 事業者の認定申請を一層容易にす 事業者の認定申請を一層容易にす

の業務は、的確に行われておりに基づいて行うとともに、計量 るためのガイダンス文書を作成 るため、共通分野に係る不確かさ
(1) 評価できる。標準物質の維持・管理を行う。 し、公表する。 また、認定制度 ガイダンス文書を適宜更新し、公
①ＪＮＬＡ ・ＪＮＬＡ及びＪＣＳＳはＡＰＬまた、経済産業省に係る法令等 実施に係る説明会を開催し、申請 表する。

ＡＣによる再評価を受け、ＭＲに基づく審査、検査、検定を行 者の利便性及び認定処理の効率化 また、認定制度実施に係る説明
・申請受付け： １５年度 ９件 Ａ署名者としての地位が継続さう。 を図る。 会を開催し、申請者の利便性及び

１４年度 ６件 れる見込みであり、ＮＩＴＥの認定処理の効率化を図る。
１３年度１５件 認定体制が国際的レベルにある１．工業標準化法に基づく試験

・評定委員会開催：１５年度 ６回 ことが再確認されたことは評価事業者認定関係業務 ＪＮＬＡ (2)審査資格を有する職員の増強 (2)審査資格を有する職員の増強（ ）
１４年度 ６回 できる。(1) 工業標準化法に基づく試験 を図るため、資格取得に係る講習 を図るため、資格取得に係る講習
１３年度 ６回 ・ＮＩＴＥがＡＰＬＡＣ／ＭＲＡ事業者の認定関係業務を審査内 会、訓練等を実施する。 会、教育訓練等を他の認定プログ

・認定件数： １５年度 ３件（うち１５年度申請分２ 評議会文書化ＷＧ議長を引き受容の国際的水準を維持しつつ迅 ラムと共同で少なくとも年２回実
件 １４年度申請分１件 けＡＰＬＡＣ相互承認に関する速かつ効率的に実施する。 施する。 、 。
１５年度申請分処理中７ 基本ルールを改訂したことは高また、ＪＮＬＡ制度の信頼性
件） く評価できる。この経験は、生を向上させ、その適切な普及を (3)工業標準化法の遵守状況を確 (3)工業標準化法の遵守状況を確

１４年度１０件（うち１４年度申請分５ 活・福祉技術センターが引き受図るために必要な調査を行う。 認するため必要に応じて同法に基 認するため、必要に応じて同法に
件、１３年度申請分３件、 けようとしているＩＳＯ／ＩＥづく立入検査を実施するととも 基づく立入検査を実施する。
１２年度申請分２件。 ＣのＷＧのコンベナーにも生か(2) 国際貿易の技術的障害であ に、ＡＰＬＡＣ（アジア太平洋試 ＡＰＬＡＣ（アジア太平洋試験
１４年度申請分処理中１ せるので、部門間の連携を図るる二重の検査等の排除を目的に 験所認定協力機構）及びＩＬＡＣ 所認定協力機構 及びＩＬＡＣ 国） （
件） ことを推奨する。ワンストップ・テスティングを （国際試験所認定協力機構）の相 際試験所認定協力機構)の相互承

１３年度１８件（うち13年度申請分 ・ＪＣＳＳにおいて、認定申請か実現するため、 互承認（ＭＲＡ）の条件を維持す 認（ＭＲＡ）の条件を満たした運 12
件、12年度申請分 件。 ら認定通知までの期間が１年を①アジア太平洋試験所認定協 るため、全ての認定試験事業者に 営を引き続き行うとともに平成１ 6
１３年度申請分処理中３ 超えるものが５件あったが、い力機構（ＡＰＬＡＣ）との相互 対して、改正された最新の認定基 ５年度はＡＰＬＡＣの再評価を受
件、１２年度申請分処理 ずれもＮＩＴＥ質問に対する申承認（ＭＲＡ）の維持 準であるＪＩＳ Ｑ １７０２５ ける。
中２件） 請者側回答の遅れによるもの②国際試験所認定協力機構 Ｉ を用いて平成１４年末までに再評 また、審査等の実施時に現地で（

・６０日を超える評定委員会での審議待ち件数： で、ＮＩＴＥにおける処理期間ＬＡ Ｃ）のＭＲＡの維持 価する。 技能試験が可能なものを除き、全
１５年度 ４件中０件 は 日以内で問題はなかっ③ＡＰＬＡＣ及びＩＬＡＣに また、技能試験を定期的に実施 ての認定分野 について技能試験注） 150
１４年度１０件中０件 た。なお、この状態の放置は、係る人的貢献 することにより認定試験事業者の を計画し実施する。技能試験の実
１３年度１８件中２件 業務の透明性に疑念を持たれか等を行う。 試験技術能力を確認する。 施に際し、韓国産業資源部、ＡＰ

・認定申請から通知までの期間 ねない等の理由により、規定類ＬＡＣ等から要請があった場合に
１５年度処理した案件には、標準処理期間（１５０日）を超え を見直し、回答期限を設ける改(4)ＡＰＬＡＣ及びＩＬＡＣに係 は、国外の試験事業者の参加を含

たものはない。また、認定申請から認定通知までの期間が１年を 善が行われている。る人的貢献を図るため、総会及び め技能試験を実施する。
超えたものもない。 ・従来から事業所を対象とした関連委員会への参加等を行う。 さらに、外部の機関等が実施

満足度調査を継続するなど、る技能試験の利用等について検討
サービスの質向上が一貫して継(5)我が国の認定機関間の連絡会 を行う。

、 。を開催し、内外の認定機関情報の 注：金属分野、繊維製品分野、給 ・不確かさガイダンス文書等 続されており 高く評価できる
共通分野に係る不確かさのガイダンス文書については、試験所共有、評価技術の向上、国際貢献 水関連器具分野、化学品分野、電

に対する要求事項がISO/IEC 25からISO/IEC17025に改正さのための相互支援を図る。 気製品分野、建築材料分野、生活 Guide
れたことに伴う経過措置を完全対応に移行するため 「不確かさ用品分野の７分野。 、
の適用暫定方針」を「不確かさの適用方針」に改正し公表した。(6)ＪＮＬＡ制度の信頼性を向上
その他の不確かさのガイダンス文書については、見直しを行っさせ、その適切な普及を図るため (4)ＩＬＡＣについては、総会に

た結果改訂の必要はないと判断し、改正は行っていない。に必要な調査を行う。 参加するとともに、認定政策委員
認定区分の一覧については、ＪＩＳ Ｒ ５２１４：２００２エ会、ＭＲＡ評議会、技術問題事項

コセメントが制定されたことに伴い、建築材料分野の認定区分の委員会の各委員会に委員として参
２．計量法に基づく校正事業者認 追加が必要と判断したため、１５年度に技術委員会の助言及び経加する。
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定関係業務（ＪＣＳＳ） 済産業省の意見を踏まえ検討の結果、１５年１０月に品目追加を２．計量法に基づく校正事業者 また、ＡＰＬＡＣについては、
決定し経済産業広報に公表するとともに、ＪＩＳ規格の改正等に認定関係業務（ＪＣＳＳ） (1)校正事業者の認定を迅速かつ 総会に参加するとともに 理事会、 、
伴い繊維製品分野、建築材料分野及び化学品分野の３文書の改正(1) 計量法に基づく校正事業者 効率的に実施するため、評定委員 ＭＲＡ理事会、技術委員会等の委
を行い公表した。の認定関係業務を審査内容の国 会を適時開催するとともに、校正 員会に委員として参加する。
また、技術的適用文書については、ISO/IEC Guide25からISO/I際的水準を維持しつつ迅速かつ 事業者の認定申請を一層容易にす さらに、ＡＰＬＡＣ及びＩＬＡ

EC 17025(JIS Q 17025)への完全実施に対応するため、生活用品効率的に実施する。 るためのガイダンス文書を作成 ＣのＭＲＡ評価が実施される場合
分野、放射線関係用品分野、化学品分野及び給水関連器具分野のし、公表する。 には、職員をＭＲＡ評価員として
４分野について文書の改正を実施し、公表した。(2) 国際貿易の技術的障害であ また、認定制度実施に係る説明 派遣する。

る二重の検査等の排除を目的に 会を開催し、申請者の利便性及び
・説明会ワンストップ・テスティングを 認定処理の効率化を図る。 (5)我が国の認定機関間の連絡会
認定制度に係る説明会をＪＣＳＳ、ＭＬＡＰと共同で１６年２実現するため、 を開催し、内外の認定機関情報の

月に開催した。①アジア太平洋試験所認定協 (2)審査資格を有する職員の増強 共有、評価技術の向上、国際貢献
１５年度 １回力機構（ＡＰＬＡＣ）の相互承 を図るため、資格取得に係る講習 のための相互支援を図る。このた
１４年度 １回認（ＭＲＡ）の維持 会、訓練等を実施する。 め 同連絡会において 技能試験、 、 、
１３年度 ２回②国際試験所認定協力機構(Ｉ 審査員研修における相互協力、Ｉ

（参考資料Ｃ－１－（１ ）ＬＡＣ) のＭＲＡの維持 (3)計量法の遵守状況を確認する ＬＡＣ、ＡＰＬＡＣの対応に関す ）
（参考資料Ｃ－１・２－（２ ）③ＡＰＬＡＣ及びＩＬＡＣに ため必要に応じて同法に基づく立 る調整の可能性を検討する。 ）

係る人的貢献等 入検査を実施するとともに、ＡＰ
②ＪＣＳＳＬＡＣ（アジア太平洋試験所認定 (6)ＪＮＬＡ制度を通じた我が国

を行う。 協力機構）及びＩＬＡＣ（国際試 の試験事業者認定制度の信頼性向
・申請受付け： １５年度３７件験所認定協力機構 の相互承認 Ｍ 上の観点から、電気製品分野等に） （

１４年度５０件ＲＡ）の条件を維持するため、全 おける技能試験プログラムの開発
１３年度３５件ての認定校正事業者に対して、改 として均質な技能試験サンプルの

・評定委員会開催：１５年度 ６回正された最新の認定基準であるＪ 開発・評価、建築材料分野におけ
１４年度 ７回ＩＳ Ｑ １７０２５を用いて平 る不確かさの見積もり事例の作
１３年度 ６回成１４年末までに再評価する。 成、ＪＩＳへの不確かさに関する

・認定件数：１５年度３７件（うち１５年度申請分１３件、また、技能試験を定期的に実施 規定方法の提案、及び生活用品分
１４年度申請分２４件。１５年度申請分処理中２４することにより認定校正事業者 野における不確かさの見積もり事
件、１４年度申請分処理中３件）の校正技術能力を確認する。 例の作成並びに試験方法ごとに
１４年度４６件(うち１４年度申請分２３件、「試験における測定の不確かさの
１３年度申請分２２件、１２年度申請分１件。１４(4)ＡＰＬＡＣ及びＩＬＡＣに係 見積もり要否等」についてのカテ
年度申請分処理中２７件 ）る人的貢献を図るため、総会及び ゴリー分類を行いその結果を技術 。
１３年度２１件(うち１３年度申請分１３件、関連委員会への参加等を行う。 文書及びホームページで公開及び

。 、認定事業者へのセミナー等での情 １２年度申請分８件 １３年度申請分処理中２２件
１２年度申請分処理中１件)(5)我が国の認定機関間の連絡会 報提供のための技術的な調査を行

・６０日を超える評定委員会での審議待ち件数：を開催し、内外の認定機関情報の う。
１５年度３７件中 ０件共有、評価技術の向上、国際貢献

２．計量法に基づく校正事業者認 １４年度４７件中 ０件のための相互支援を図る。
定関係業務（ＪＣＳＳ） １３年度２１件中１４件

・認定申請から通知までの期間(1)校正事業者の認定を迅速に実
ＪＣＳＳについて、１５年度処理した案件には、標準処理期間施するため、評定委員会を適時開

（１５０日）を超えたものはない。催するとともに、校正事業者の認
なお、認定申請から認定通知までの期間が１年を超えたものは定申請を一層容易にするため、昨

５件あったが、その理由は審査の過程でＮＩＴＥから質問書を送年度に引き続き硬さに係る測定機
付したところ、申請者側からの申し出により審査を中断していた器毎の不確かさガイダンス文書を
期間を含め質問の回答を得るまでに長期間（この期間はＮＩＴＥ作成し、公表する。
の処理期間に含まれない ）を要し、結果として認定申請から認また、新たに時間、角度の不確 。
定通知までの期間が１年を超えたものである。しかし、この措置かさガイダンス文書を作成し、公
は、業務の透明性に疑念を持たれかねないほか、事務の効率化に表する。
も支障を来すことから、規程類の見直しを行い、申請者からの報さらに、認定制度実施に係る説
告書の提出期限を９０日（事業者の責に起因しない事由の場合は明会を開催し、申請者の利便性及
６か月）とし、この旨を１６年２月２０日に公表した。したがっび認定処理の効率化を図る。
て、１４年度申請分で３６５日を超えることが想定されている３
件を除き、今後処理期間が１年間を超えるようなものはなくなる(2)審査資格を有する職員の増強
予定である。を図るため、資格取得に係る講習

会、教育訓練等を他の認定プログ
認定申請から通知までの期間とその処理期間ラムと共同で少なくとも年２回実

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ施する （再掲）。
処理期間 暦日 ４７５ ５１５ ５１５ ４６８ ３６８（ ）
回答までの期間 ３３１ ４１２ ４１２ ４０２ ２３３(3)計量法の遵守状況を確認する

１４４ １０３ １０３ ６６ １３５ため同法に基づく立入検査を実施 処理期間( )NITE
する。

・不確かさガイダンス文書ＡＰＬＡＣ（アジア太平洋試験
「 （ ）」 「 （ ）」 、所認定協力機構 及びＩＬＡＣ 国） （ 時間 周波数 及び 硬さ ロックウェル硬さ について
「不確かさの見積もりに関するガイド」文書を新たに制定し、公際試験所認定協力機構）の相互承
表した。認（ＭＲＡ）の条件を満たした運

営を引き続き行うととともに平成 」の不確かさガイダンス文書については、技術委員会「角度
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申請予定事業者が少数であること１５年度はＡＰＬＡＣの再評価を 分科会の判断により現状では
及び申請予定事業者が十分理解していることから、その必要性を受ける。
引き続き検討することとした。また、必要に応じて持ち回り比
このほか、 温較等による技能試験を実施すると 校正事業者の認定申請を一層容易にするため、

度（放射温度計 」については、申請者等からの要請を受け不確ともに、可能であれば外部の機関 ）
かさの見積もりに関するガイドを制定し 公表するとともに 長等が実施する技能試験プログラム 、 、「
さ」については、ＣＩＰＭ（国際度量衡委員会）勧告に基づきガを承認して活用する。
イドを作成したが、当該勧告に詳細な説明がなかったため事業者さらに、韓国産業資源部からの
からの申請書類等に誤りが散見されたことから、ＮＩＴＥで補足協力要請に基づき、同国産業資源
説明を追加の上、不確かさの見積もりに関するガイドを改正し、部技術標準院との技能試験技術協
公表した。力に係る協議を実施する。

＜１４年度業務実績評価における指摘事項に対する回答＞(4)ＩＬＡＣについては、総会に
（指摘事項）参加するとともに ＭＲＡ評議会、 、

技術問題事項委員会の各委員会に ＪＣＳＳで「硬さ」の測定機器ごとの不確かさ見積もりに関
委員として参加する。 するガイドについては、特定標準器を用いた特定二次標準器へ
また、ＡＰＬＡＣについては、 の校正の際の不確かさの見積もり方針の確定が年度後半となっ

総会に参加するとともに、ＭＲＡ たため作成されなかったが、関連機関との連携を含めＮＩＴＥ
評議会、技術委員会の各委員会に の対応が十分であったかを検証する必要がある。

（回答）委員として参加する。
「硬さ」の不確かさ見積もりに関するガイドについては、特定さらに、ＡＰＬＡＣ及びＩＬＡ

標準器を用いた特定二次標準器への校正の際の不確かさの見積もＣのＭＲＡ評価が実施される場合
り方針の確定が年度後半となったため作成しなかった。には、ＭＲＡ評価員を派遣する。
不確かさの見積もりは、国家計量標準を供給する産総研の考え（再掲）

方に依存するが、産総研における特定標準器による特定二次標準
器の校正方法及び不確かさ見積もりの確定を待つという受動的姿(5)我が国の認定機関間の連絡会
勢に終始した感は否めず、分科会の開催も２回に止まった。を開催し、内外の認定機関情報の
こうしたことから、１５年度は、産総研の職員２名を新たに同共有、評価技術の向上、国際貢献

分科会の委員に加え、ＮＩＴＥも認定センター長がオブザーバーのための相互支援を図る 再掲。（ ）
参加するとともに、産総研実務担当者とＮＩＴＥ事務局の打ち合
わせを密に行い、分科会を４回開催した結果、１６年１月２９日
付けで制定しホームページに公表した。

・説明会（再掲）
認定制度に係る説明会をＪＮＬＡ、ＭＬＡＰと共同で２月に開

催した。
１５年度 １回
１４年度 １回
１３年度 ２回

（参考資料Ｃ－２－（１ ））
（参考資料Ｃ－１・２－（２ ））

(2)ＪＮＬＡ、ＪＣＳＳ及びＭＬＡＰの各プログラム共同で審査
員の増強を図るため次のとおり研修等を実施した。
・試験所・校正機関認定審査員研修

１５年度 ２回
１４年度 ２回
１３年度 ３回

・審査員新規登録数
１５年度 ＪＮＬＡ１０名；ＪＣＳＳ１３名
１４年度 ＪＮＬＡ１３名；ＪＣＳＳ ９名
１３年度 ＪＮＬＡ１８名；ＪＣＳＳ１３名

・審査員連絡会（審査員への最新情報の提供）
１５年度 ２回
１４年度 ２回
１３年度 ２回

・ＪＮＬＡ技術研修
ＪＮＬＡでは、前記の研修・連絡会とは別に認定区分の見直し

に伴い電気試験技術についてＪＮＬＡ審査員技術研修を実施し
た。

１５年度 １回
１４年度 １回
１３年度 ２回

・ＪＣＳＳ技術研修
ＪＣＳＳでは、前記の研修・連絡会とは別に独立行政法人産総

技術総合研究所での長期研修修了者に対してのフォロアップ研修
として「温度 「長さ 「質量」の研修を行うとともに、下位校」、 」、
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正技術研修として「高周波電力 「高周波電圧」について研修を」、
。 、 「 」、実施した さらに 下位校正技術研修として レーザーパワー

「電磁波の減衰量」についての研修を２月に実施した。
１５年度 フォロアップ研修 ３回；技術研修 ２回
１４年度 フォロアップ研修 ３回、技術研修 ２回
１３年度 フォロアップ研修 ３回、技術研修 １回

(3)
①法律に基づく立入検査については、ＪＮＬＡで事業承継及び事
務所移転に伴って２件実施したが、ＪＣＳＳでは実施の実績はな
い。
イ ＪＮＬＡ立入検査実績

１５年度 ＪＮＬＡ ２件（うち通知済１件、
処理中１件）

１４年度 ＪＮＬＡ ０件
１３年度 ＪＮＬＡ ０件

ロ ＪＣＳＳ立入検査実績
１５年度 ＪＣＳＳ ０件
１４年度 ＪＣＳＳ ４件（通知済）
１３年度 ＪＣＳＳ８１件（通知済）

②ＩＬＡＣ及びＡＰＬＡＣの相互承認を維持するため、相互承認
を希望する認定事業者について、１４年度から実施している定期
検査（サーベイランス訪問）を次のとおり実施した。
イ ＪＮＬＡ定期検査（サーベイランス訪問）実績
・申込み受付： １５年度５４件

１４年度５３件
・継続通知件数： １５年度６６件（うち１５年度申込み分

５２件、１４年度申込み
分１４件。１５年度申込

み分処理中２件）
１４年度３９件（１４年度申込み分処理

中１４件）
・立入検査における事務処理期間

１５年度：最大９７日、最小９日、平均３９日
１４年度：最大６０日、最小４日、平均２５日

（参考資料Ｃ－１・２－（１ ））

ロ ＪＣＳＳ定期検査（サーベイランス訪問）実績
・申込み受付 ：１５年度６１件

１４年度５１件
・継続通知件数 ：１５年度４５件（１５年度申込み処理中

１６件）
１４年度６０件（うち１３年度処理中９

件）
・立入検査における事務処理期間

１５年度：最大７７日、最小１日、平均３２日
１４年度：最大５８日、最小２日、平均３１日

（参考資料Ｃ－１・２－（２ ））

③１５年１２月８日から１２日まで、ニュージーランド、アメリ
カ等４か国（地域）の認定機関スタッフで編成されたＡＰＬＡＣ
ＭＲＡ再評価チームによってＪＮＬＡ及びＪＣＳＳがＭＲＡ再

評価を受け、その結果不適合がなかったことからＭＲＡ署名者と
しての地位の継続が、１６年４月のＡＰＬＡＣ ＭＲＡ評議会で
承認される予定である。
④また、認定事業者等の能力を確認するため、技能試験を次のと
おり実施した。
ＪＮＬＡについては、７分野６プログラムの技能試験を実施し

た。外部機関等が実施する技能試験プログラム１プログラム（コ
ンクリート圧縮強度試験）について承認申請を受付け、承認に向
け に適合していることを確認中であり、１６年度中JIS Q 0043
に承認の予定である。
なお、技能試験の実施にあたり国際協力の観点からＡＰＬＡＣ

加盟の認定機関に対しＪＮＬＡ電気製品分野技能試験への参加を
呼びかけ、１５年度は海外の試験事業者３６事業者が参加した。

注技能試験 １５年度 技能試験 ７分野６プログラム
参加者数 国内 １３５事業者
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海外 ３６事業者
１４年度 技能試験 ７分野７プログラム

参加者数 国内 １７０事業者
海外 ５７事業者

１３年度 技能試験 ７分野８プログラム
参加者数 国内 １８５事業者

海外 ３事業者

注）６プログラムのうち化学分析に関するプログラムは、給水関
連器具分野及び化学品分野の２つの分野の技能試験を兼ねるも
の。

また、ＪＮＬＡについては、認定申請事業者に対して２件の測
定監査を行った。

測定監査 １５年度 ２件
１４年度 ０件

注）測定監査とは、ＮＩＴＥと認定申請事業者とがそれぞれ１対
１で行う技能試験をいい、年度計画に基づき実施する技能試験を
待っていては迅速な認定通知が困難である場合などに計画とは別
に実施するものである。コスト面・効率面では不利であるが、Ｊ
ＮＬＡ及びＪＣＳＳでは、申請事業者が希望する迅速な認定通知
に応えるため、現行人員の範囲内で測定監査を実施する体制を整
えている。

ＪＣＳＳについては、１５年度は技能試験プログラムに参加す
る認定事業者が、当該プログラムを開始するに足りるだけの認定
事業者数を超えたため、１６年１月末までに持ち回りによる技能

（ （ ）、 （ ）、試験を７プログラム 質量 標準分銅 質量 大質量標準分銅
硬さ、加速度、放射線及び放射能、温度（抵抗 、振動加速度））
開始した。また、外部の機関等が実施する技能試験３プログラム
（電気等２件、長さ１件）を承認して活用した。

、 。なお ＪＣＳＳ技能試験には海外の校正機関の参加実績はない

技能試験 １５年度 技能試験 １０プログラム
参加者数 ８３事業者

１４年度 技能試験 ３プログラム
参加者数 ５０事業者

１３年度 技能試験 ８プログラム
参加者数 ６４事業者

また、ＪＣＳＳについては、認定申請事業者に対して２０件の
測定監査を行った。

測定監査 １５年度 ２０件
１４年度 ２１件

このほか、１５年１２月に開催された日韓定期協議の場でIAJa
panが実施している技能試験について情報を提供した。
（参考資料Ｃ－１・２－（３ ））

(4)ＩＬＡＣ総会（ｽﾛﾊﾞｷｱ）及びＡＰＬＡＣ総会（韓国）に参加
するとともに、次により国際機関への人的貢献を行った。
また、ＩＬＡＣの代表として国際法定計量委員会（ＣＩＭＬ）

総会に出席し、ＡＰＬＡＣ代表としてアジア・太平洋法定計量
フォーラム（ＡＰＬＭＦ）総会に出席した。
①ＩＬＡＣ
ＩＬＡＣはスロバキアで総会が開催されIAJapanから認定政策

委員会、ＭＲＡ評議会、技術的認定事項委員会及び広報委員会に
委員として参画し、ＩＬＡＣーＭＲＡマークの基本事項について
の審議、新たなＭＲＡメンバー参加の審議等を行った。
また、IAJapanが国内規制当局の受入れに関する調査結果につ

いてプレゼンテーションを行ったが、ＩＬＡＣのプラン作成のた
めの参考として総会の場で高く評価された。
②ＡＰＬＡＣ
ＡＰＬＡＣには理事として理事会に参画するとともに、ＭＲＡ

評議会、技術委員会、技能試験委員会、教育訓練委員会及び広報
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委員会に委員として参画し、新たなＭＲＡメンバーの参加の審議
等を行うとともにIAJapanが作業グループとして行っているＭＲ
Ａ文書の改訂に関する検討結果の報告、ＡＰＬＡＣの代表として
参加したＡＰＬＭＦ総会の報告、IAJapanが実施したＡＰＬＡＣ
技能試験の結果報告、力計の校正に関するISO規格の改定動向の
報告等を行った。
なお ＡＰＬＡＣでは１５年度理事選挙が行われ 認定センター、 、

長が理事として再選された。
③ＡＰＬＡＣ ＭＲＡ評価員の派遣
ＡＰＬＡＣからの要請により、評価チームメンバーとして４回

各１名、評価チームリーダーとして１回１名をＭＲＡ評価に派遣
した。
なお、ＡＰＬＡＣには１９名の評価員を登録している。

（参考資料Ｃ－１・２－(４)、(５)、(６)）

(5)認定機関連絡会
（ 、 ）認定機関連絡会を３回開催 １４年度３回 １３年度は２回

し、認定制度普及のための広報、技能試験の相互利用、審査員
等への教育訓練の共催 等について意見交、国際貢献の相互支援

広報については認定機関共通の認定制度普及パンフ換を行い、
相互支援を図った。レットを作成し

また、技術情報セミナーを共催し技術情報を提供することによ
り、認定機関間の情報共有、申請者の利便性向上、審査員等の審
査能力（評価技術）の向上を果たした。
（参考資料Ｃ－１・２－（７ ））

(6)ＪＮＬＡ及びＪＣＳＳに係る調査研究・アンケート調査等
①ＪＮＬＡ制度の信頼性を向上させ、その適切な普及を図るため
に次の調査を行った。
イ 電気製品分野等における技能試験プログラムの開発として均
質な技能試験サンプルを開発・評価するための調査研究委員会を
立上げ、１回の委員会を開催し、報告書を取りまとめた。
ロ 建築材料分野におけるＪＩＳへの不確かさに関する規定方法
の提案のため、調査を外部に委託し、２回の委員会を開催し、中
間報告書を取りまとめた。最終報告は１６年度末にする予定であ
る。
ハ 生活用品分野（抗菌加工品）における不確かさの見積もりに
係る調査研究を外部に委託し、２回の委員会を開催し、報告書を
取りまとめた。
ニ ロ及びハ以外の分野に係る不確かさに関する調査研究委員会
を立上げ、１回の委員会を開催し、報告書を取りまとめた。
このうちイ及びハの技術的調査研究結果については、１６年度

に技術文書又はホームページで公表するとともに、認定事業者を
対象としてセミナー等で情報提供を行う予定である。
②ＪＮＬＡ及びＪＣＳＳの認定事業者に対して審査・検査の満足
度に係るアンケート調査を行い、その結果は審査員連絡会におい
て審査員に周知を図った。
③また、ＪＮＬＡでは法改正に伴い、１６年１０月、１７年４月
に認定範囲が大幅に拡大される見込みのため、新ＪＮＬＡ対象規
格についての調査を行った。この調査は、１６年度も引き続き行
う予定である。
（参考資料Ｃ－１－（８ 、(９)））
（参考資料Ｃ－２－（８ ））

３．ダイオキシン類等極微量 ３．ダイオキシン類等極微量分析 ３．ダイオキシン類等極微量分析 ３．ダイオキシン類等極微量分析証明事業者等認定関係業務 受適
評 (1)計量法に基づく特定計量証明事業者認定関係業務について、 動 ・制度開始２年目のため申請件数分析証明事業者等認定関係業務 証明事業者等認定関係業務 証明事業者等認定関係業務 A+

次のとおり実施した。 型 が 件（平成 年度 件）計量法に基づく特定の物質の (1)特定計量証明事業を行う者 特 (1)ＪＣＳＳ及びＪＮＬＡの認定（ 19 14 121
と大幅に減少したことに伴い、計量に係る計量証明事業者の認 定計量証明事業者）の認定は、Ｊ 手法を参考に策定したＭＬＡＰ認

・申請受付け： １５年度 １９件 認定件数が 件（平成 年度定関係業務及び遵守状況の調査 ＮＬＡ及びＪＣＳＳの認定制度運 定システムに基づき、特定計量証 25 14
１４年度１２１件 件）と大幅に減少したが、を審査内容の国際的水準を維持 営経験を活用しつつ国際的な認定 明事業を行う者（特定計量証明事 注 88

フォローアップ調査を 件実しつつ迅速かつ効率的に実施す 手法を準用する。 業者）の認定を円滑に実施する。 31
・評定委員会開催：１５年度１０回 施する等、制度の信頼性確保にる。さらに、必要に応じて特定

１４年度１３回 努め、業務を的確に実施してお計量証明事業者の品質システム
り、評価できる。の状況を確認するための調査を

・認定件数： １５年度２５件（うち15年度申請分 件、 ・経済産業大臣から計量法第１４行う。 11
14年度申請分14件。１５年度 ７条に基づく報告徴収に係る報
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申請分拒否３件、１４年度申 告の精査の依頼が急遽あり、人
請分認定拒否５件、１５年度 員のやりくりを行い、速やかな
申請分処理中５件） 検証を行い、大臣に報告し、計

１４年度８８件（認定拒否９件、申請取下げ 量法における本制度の信頼性の
５件、処理中１９件） 確保に多大な貢献をしたことは

高く評価できる。
・認定申請から通知までの期間 ・認定申請から通知までの処理で
１５年度に処理した案件のうち、１４年度申請分１９件のうち 標準処理期間の 日を超えた100

１７件は標準処理期間（１００日）内に処理したが、残りの２件 ものが 件（ 日と 日）2 112 113
（認定拒否案件）は、評定委員会での認定拒否審議の後、経済産 あったが、いずれも認定拒否案
業省とその処置について協議を行ったが、最終的な処理方針確定 件で、経済産業省との協議で時
まで 評定委員会審議から認定拒否通知までの期間が約１か月 認 間がかかったというやむを得な、 （
定拒否の場合、通常は２週間程度）を要したため、結果として処 い事情によ
理にそれぞれ１１２日 １１３日を要し 標準処理期間を超えた るものであったと判断できる。、 、 。
なお、１５年度申請分１９件のうち１５年度に処理した１４件

については、標準処理期間を超えたもの及び認定申請から認定通
知までの期間が１年を超えたものはない。

(2)ホームページで公表している認定申請の手続き等の解説文書(2)証明事業者の認定申請を容易 (2)証明事業者の認定申請を一層
については、適宜見直しを行った結果、改正を必要としないと判にするためにガイダンス文書を作 容易にするため、既公表文書につ
断し、改正は行っていない。成し、公表する。また、認定制度 いて適宜見直しを行う。
また、１５年度に実施する技能試験のため、技能試験の対象と実施に係る説明会を開催し、申請 また、認定申請の手続等を広く

なる認定事業者への周知を図るべくホームページに技能試験の実者の利便性及び認定処理の効率化 周知するためホームページの充実
施案内を掲載した。を図る。 を図るとともに、認定制度実施に
さらに、認定事業者の利用促進、ホームページの充実等のため係る説明会を開催し、申請者の利

の認定事業者一覧の利用の利便性の向上を図るため 「都道府県便性及び認定処理の効率化を図 、
検索機能」の追加を行った。る。
なお、認定制度実施に係る説明会については、１５年度に制度

の大幅な変更が無かったため、実施しなかった。

(3)ＪＮＬＡ ＪＣＳＳと共同で審査員の増強を図るため試験所・(3)品質システムの審査は、ＪＮ (3)品質システムの審査にＪＮＬ 、
校正機関認定審査員研修を実施し１名の技術アドバイザーを新規ＬＡ及びＪＣＳＳの審査資格を有 Ａ及びＪＣＳＳの審査資格を有す
登録した。する職員を活用する。 る職員を活用するとともに、審査
なお、新たに登録した技術アドバイザーには、認定基準に関す資格を有する職員の増強を図るた

、 。め、資格取得に係る講習会、教育 る研修を実施するとともに ＭＬＡＰの技術研修を１回開催した
また、不確かさの知識を習得するた外部機関で実施される研修訓練等を他の認定プログラムと共

に２名を参加させた。同で少なくとも年２回実施する。
・試験所・校正機関認定審査員研修（再掲）

１５年度 ２回
１４年度 ２回
１３年度 ３回

・審査員新規登録数
１５年度 ＭＬＡＰ ３名
１４年度 ＭＬＡＰ ２４名
１３年度 ＭＬＡＰ ３５名

(4)(4)計量法の遵守状況を確認する (4)計量法に基づく特定計量証明
①経済産業大臣から立入検査の指示が無かったため立入検査の実ため経済産業大臣の指示に従って 事業者に対する立入検査について
績はない。同法に基づく立入検査を実施する 経済産業大臣の指示があった場合

１５年度 ０件とともに、特定計量証明事業者の には、当該指示に従って検査して
１４年度 ２３件分析技術を確認するため必要に応 その結果を経済産業大臣に速やか

②１５年度の技能試験実施に向け、経済産業省及び産業技術総合じて技能試験を実施する さらに に報告する。。 、
、 （ 、 、必要に応じて特定計量証明事業者 また、特定計量証明事業者の分 研究所と６回協議を行うとともに 認定機関連絡会 METI JAB

JCLA、ＮＩＴＥ）での会合を２回開催し、実施に向けての合意をの品質システムの状況を確認する 析技術を確認するため技能試験を
得たため、実施に向け事業者へのアナウンスを１６年１月１６日ための調査を行う。 独立行政法人産業技術総合研究所
に行い、１月末日までに認定したすべての事業者に対して、１６と連携して全ての特定計量証明事
年２月はじめにサンプルを配布し、技能試験を実施した。業者に対して実施する。
③１５年度のフォローアップ調査は、１６年１月より３５件の認さらに、特定計量証明事業者の
定事業所を対象に計画し、このうち３１件実施した。残り４件に品質システムの実施状況を確認す
ついては、１６年４月に実施する予定である。るためのフォローアップ調査を行
④ＮＩＴＥが認定した特定計量証明事業者の認定技術レベルとＮう。
ＩＴＥ以外の指定認定機関が認定した特定計量証明事業者の認定
技術レベルに相違が見られてはならないため、経済産業大臣から
の指示に基づき、ＮＩＴＥ以外の指定認定機関が認定した特定計
量証明事業者も含めて技術基準の整合性調査を行った。
（参考資料Ｃ－３）



- 28 -

適 受４．標準物質関係業務 ４．標準物質関係業務 ４．標準物質関係業務 ４．標準物質関係業務
評 計量標準基盤の整備、国際関係業務、情報提供業務について、 動 ・ 物質の保管をするとともに(1) 平成１７年度までに告示さ (1)平成１７年度までに告示され (1)既に機構が保有している標準 B 73

それぞれ次のとおり実施した。 型 新たに有機４物質について初期れる標準物質を調製するための る標準物質を調製するための基準 物質を調製するための基準物質７
(1)計量標準基盤の整備 値の測定を行った。そのほか３基準物質（約１５０物質）につ 物質（約１５０物質）について、 ３物質（無機３９物質、有機３４
標準物質を調製するための基準物質７３物質を適切に保管する ４物質の長期保存安定性の確認いて、適切に保管するとともに 各物質ごとに定めた保管条件で保 物質）のほか新たに告示されるも

とともに 有機の３４物質について 長期保存安定性の確認を行っ を行う等的確に業務を実施して長期保存安定性を確認して基準 管し、長期保存安定性の確認周期 のついて適切に保管するととも 、 、
た。 いる。物質としての適格性を判断する を定め、測定を行う。 に、有機基準物質について年１回。
また、上記の有機の３４物質以外に新規で有機の５物質につい ・ の運営の国内事務局とまた、必要に応じて計量法第１ 長期保存安定性の確認を行う。 COMAR

て分析条件の検討を行うとともに初期値の測定を計画し、このう して、情報提供やＣＯＭＡＲ対３５条第１項による標準物質の
ち４物質について測定を行った。ただし、残りの１物質について 応を的確に行っており、評価で値付けを行う。
は、１５年度末近くに配布されたため、初期値の測定は１６年度 きる。
に行うこととした。(2) 標準物質情報の中核機関と
１６年度にＮＩＴＥが保有する基準物質は、７８物質（無機３して、標準物質情報を収集し内

９物質、有機３９物質）となる予定である。外に情報の提供を行う。
・保管する基準物質数

１５年度 ７８物質（無機３９物質、有機３９物質）(3) ＣＯＭＡＲ の運営の国内事注

１４年度 ７３物質（無機３９物質、有機３４物質）務局としての役割を果たす。
１３年度 ６４物質（無機３９物質、有機２５物質）注：ＣＯＭＡＲとは、標準物質を登

・長期保存安定性確認録した 国際的なデータベース をいう「 」 。
１５年度 有機３８物質
１４年度 有機３４物質
１３年度 有機２５物質

(2) ( )( )における長期保存安定性の確認において経時変化が認めら(2)基準物質を消費した場合又は 保存安定性の確認において基 2 1
れた基準物質はなかった。保存安定性の確認において基準物 準物質に経時変化が認められた場

質に経時変化が認められた場合、 合には、開発を行った産総研と協
基準物質を創製し値付けを行う。 議を行い対応を図る。

( )なお、１５年度は、計量法１３５条第２項に基づく経済産業(3)計量法１３５条第２項に基づ (3)計量法１３５条第２項に基づ 3
大臣の公示により、ＮＩＴＥが校正機関とされた標準物質はなく経済産業大臣の公示により、機 く経済産業大臣の公示により、機
かった。構が校正機関とされた標準物質に 構が校正機関とされた場合には、
また、有機混合標準ガスの調整方法の開発検討を行い、校正機ついて値付けを行う。 依頼に応じて当該標準物質の値付

関となる準備を整えた。けを行う。
また、計量法１３５条第２項に

基づく経済産業大臣の公示によ
り、機構が校正機関とされること
を前提として、有機混合標準ガス
の開発を行う。

( )情報提供業務(4)標準物質総合情報システムの (4)標準物質総合情報システムの 4
標準物質総合情報システム（RMinfo）の適切な運用をするとと適切な運用管理を行うとともに、 適切な運用管理を行うとともに、

もに、標準物質に関する有識者で構成される標準物質情報関係委関係機関に対する調査による迅速 関係機関に年３回の調査を行い
員会を３回開催（１４年度及び１３年度は各３回づつ開催）し、な情報の更新を行い、インター データベースの更新を行うほか、
RMinfo及び国際標準物質データベース（COMAR）への国内標準物ネット等により情報を提供する。 標準物質関連情報について情報収
質登録及び更新内容を審議したほか、事務局であるＮＩＴＥから集に努めて内容の充実を図る。

。また、新たな情報の登録は、外 ＲＭinfoの利用状況等の報告及びC0MARについての説明を行った
RMinfoトップページへのアクセス件数等は、次のとおり。部有識者からなる委員会の意見を

・アクセス件数 １５年度 日本語版 月平均１，６３１件踏まえて行う。
英語版 月平均 １５０件

１４年度 日本語版 月平均１，６６０件
英語版 月平均 １４０件

・コンテンツ更新 １５年度 ３６６件
１４年度 ４４９件

・データ更新 １５年度 ３，２４０件
１４年度 ２，４６０件

・お問い合わせ窓口への回答数 １５年度 ４０件
１４年度 ４９件

( )国際関係業務(5)ＣＯＭＡＲ の運営の国内事務 (5)COMAR の国内事務局として、注 注） 5
第１１回COMAR会議に出席し、中央事務局にドイツのＢＡＭを局として、登録基準に適合した国 インターネットにより公開される

選出したほかメモランダムの改訂、COMAR運営の課題等について内標準物質を中央事務局に申請す 新COMARに要録されている日本の
意見交換を行った。るとともに、国際標準物質情報を 標準物質の内容確認及び新たな標
また、１４年３月にインターネットでの情報提供が開始された広く提供する。また、ＣＯＭＡＲ 準物質の登録等を行う。

COMARについて、日本の登録物質を確認しデータの更新７４件を運営会議に出席して国内の意見を また、COMAR運営会議に運営委
行った。運営に反映させる。 員として参画し、国内の意見を運

営に反映させる。注：COMARとは 標準物質を登録した 国、 「
注：COMARとは、標準物質を登録際的なデータベース」をいう。
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した「国際的なデータベース」を
いう。

適 受５．製品安全４法 で規定された ５．製品安全４法 で規定された 製品安全４法 で規定された 製品安全４法 で規定された適合性評価機関の認定関係業務注 注 注） 注５． ５．
評 動 ・製品安全４法で規定された適合適合性評価機関の認定関係業務 適合性評価機関の認定関係業務 適合性評価機関の認定関係業務 B

(1) 型 性評価機関関係業務 件の調製品安全４法に係る検査機関 (1)製品安全４法等に基づく検査 (1)製品安全４法に基づく検査機 製品安全４法に基づく検査機関認定（承認）等のための調査 19
13 6 14認定（承認）等のための調査及 機関認定（承認）等のための調査 関認定 承認 等のための調査は は、経済産業大臣から依頼のあった１９件について実施し、そ（ ） 、 査（平成 年度 件、平成

年度 件）を的確に実施していび認定（承認）検査機関等に対 は、適合性検査の業務を適確かつ 適合性検査の業務を的確かつ円滑 の結果を２週間以内に経済産業大臣に報告した。 0
１５年度 １９件 る。する立入検査を適確に実施する 円滑に遂行するに足りる経理的基 に遂行するに足りる経理的基礎及。

（ ）注：消費生活用製品安全法、液化石 礎及び技術的能力を有するかを調 び技術的能力を有するかを調査し １４年度 ０件 ・工業標準化法 ＪＮＬＡを除く
１３年度 ６件 及び計量法（ＪＣＳＳを除く）油ガスの保安の確保及び取引の適正化に 査してその結果を速やかに経済産 てその結果を速やかに経済産業大

立入検査は昨年とほぼ同じ件数関する法律、ガス事業法、電気用品安全 業大臣に報告する。 臣に報告する。
（１６３件）を的確に実施して法を言う （以下同じ ）。 。

(2) いる。(2)製品安全４法等に基づく認定 (2)製品安全４法に基づく認定 承 製品安全４法に基づく認定（承認）検査機関等に対する立（
・生産設備適合検査及び試験施設（承認）検査機関等に対する立入 認）検査機関等に対する立入検査 入検査は、経済産業大臣からの指示がなかったため、実施して
検査について昨年とほぼ同じ件検査は、経済産業大臣の指示に は、経済産業大臣からの指示が いない。

１５年度 ０件 数を的確に実施している。従って認定を検査してその結果を あった場合には、検査機関等の業
１４年度 ０件経済産業大臣に速やかに報告す 務の状況等を検査してその結果を
１３年度 ０件る。 経済産業大臣に速やかに報告す

注：消費生活用製品安全法、液 る。
化石油ガスの保安の確保及び取引 注：製品安全４法は、消費生活用
の適正化に関する法律、ガス事業 製品安全法、液化石油ガスの保安
法、電気用品安全法を言う （以 の確保及び取引の適正化に関する。
下同じ ） 法律、ガス事業法、電気用品安全。

法を言う （以下同じ）。

６．特定機器に係る適合性評価 ６．特定機器に係る適合性評価の ６．特定機器に係る適合性評価の ６．特定機器に係る適合性評価の相互承認関係業務適
評の相互承認関係業務 相互承認関係業務 相互承認関係業務

特定機器に係る適合性評価の相 (1) 特定機器に係る適合性評価の (1)特定機器に係る適合性評価の 特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール(1)
互承認の実施に関する法律に係 相互承認の実施に関する法律に基 欧州共同体及びシンガポール共和 共和国との相互承認の実施に関する法律に基づく調査は、経済
る適合性評価機関認定等のため づく調査は、経済産業大臣の指示 国との相互承認の実施に関する法 産業大臣からの依頼がなかったため実施していない。

１５年度 ０件の調査及び認定適合性評価機関 に従って国外適合性評価事業の実 律に基づく調査は、経済産業大臣
１４年度 ０件等に対する立入検査を的確に実 施に係る体制について実地調査を の指示に従って国外適合性評価事
１３年度 ０件施する。 行い、その結果を経済産業大臣に 業の実施に係る体制について実地

また、相互承認の実施可能性 速やかに通知する。 調査を行い、その結果を経済産業
を検討するために必要な調査を 大臣に速やかに通知する。
行う。

(2) 特定機器に係る適合性評価の (2)特定機器に係る適合性評価の (2)特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共
相互承認の実施に関する法律に基 欧州共同体及びシンガポール共和 和国との相互承認の実施に関する法律に基づく認定適合性評価
づく認定適合性評価機関等に対す 国との相互承認の実施に関する法 機関に対する立入検査業務については、経済産業大臣から指示
る立入検査は、経済産業大臣の指 律に基づく認定適合性評価機関及 のあった１機関５事業所について立入検査を実施し、その結果
示に従って認定適合性評価機関等 び指定調査機関に対する立入検査 を２週間以内に経済産業大臣に報告した。

１５年度 １件の業務の状況等を検査して、その は、経済産業大臣の指示に従って
１４年度 ０件結果を経済産業大臣に速やかに報 認定適合性評価機関等の業務の状
１３年度 ０件告する。 況等を検査して、その結果を経済

産業大臣に速やかに報告する。

(3)相互承認の実施可能性を検討 (3) アジア太平洋地域の適合性評 (3)海外適合性評価機関等実態調査業務は、マレーシア、フィリ
、するために必要な海外の適合性評 価機関及び認定機関の活動状況に ピン及びインドネシアの適合性評価機関等を調査するとともに
。価制度や適合性評価機関等の能力 関する資料収集を行うとともに、 電気試験に関する技能試験を海外を含む試験所に対し実施した

に係る調査を行う。 必要に応じて、これらのうちいく 経済産業省に報告を行う予定である。１６年度初頭に
つかの機関を訪問し、情報交換を
行うことによって更に詳細な関連
情報を収集し、これら情報の検
討・評価を行う。
また、電気製品分野について、

各国の適合性評価機関の協力を得
て技能試験を実施する。

７．工業標準化法(ＪＮＬＡを除 ７．工業標準化法（ＪＮＬＡを除 ７．工業標準化法（ＪＮＬＡを除 ７．工業標準化法（ＪＮＬＡを除く 、家庭用品品質表示法及適 。）
く。)、家庭用品品質表示法及び く 、家庭用品品質表示法及び計 く 、家庭用品品質表示法及び計 び計量法（ＪＣＳＳを除く ）に基づく立入検査関係業務。） 。） 。評
計量法（ＪＣＳＳを除く ）に基 量法（ＪＣＳＳを除く ）に基づ 量法（ＪＣＳＳを除く ）に基づ。 。 。
づく立入検査関係業務 く立入検査関係業務 く立入検査関係業務 (1)工業標準化法（JNLAを除く ）に基づく立入検査関係業務に。
工業標準化法(ＪＮＬＡを除 (1)工業標準化法に基づく認定製 (1)工業標準化法に基づく認定製 ついては、次のとおり実施した。

く。)、家庭用品品質表示法及び 造(加工)業者、指定(承認)認定機 造(加工)業者、指定(承認)認定機 ・ＪＩＳ工場
計量法（ＪＣＳＳを除く ）に基 関及び指定(承認)検査機関に対す 関及び指定(承認)検査機関に対す 経済産業大臣より指示があった１４８工場のうち生産休止届。
づく立入検査を適確に実施する る立入検査は、同法第６９条の４ る立入検査は、同法第６９条の４ け等を提出しているもの等の 工場を除いた 工場に。 １７ １３１
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第３項に基づく経済産業大臣の指 第３項に基づく経済産業大臣の指 ついて立入検査を実施し、その結果をすべて３週間以内に経
示に従って製造業者等の品質管 示に従って製造業者等の品質管 済産業大臣に報告 。した

１５年度 １３１件理、技術的生産条件等及び認定機 理、技術的生産条件等及び認定機
１４年度 １４５件関等の業務の状況等を検査してそ 関等の業務の状況等を検査してそ
１３年度 １５０件の結果を経済産業大臣に速やかに の結果を経済産業大臣に速やかに

報告する。 報告する。
指定（承認）認定機関及び指定（承認）検査機関・
指定認定機関１機関、承認認定機関２機関、指定検査機関１
２機関及び承認検査機関５機関について立入検査実施の指示
があり、立入検査を し、 結果を１４日以内に報告し実施 その
。た

１５年度 １４年度 １３年度
６件 １件指定認定機関 １件
１件 ０件承認認定機関 ２件

１２ ０件 ６件指定検査機関 件
５ ０件 ０件承認検査機関 件

・建築基準法改正（シックハウス対応）に伴うＪＩＳ追加申請へ
の対応
経済産業大臣より立入検査の指示があった場合に、早急に実施
できる体制を整えた。

（参考資料Ｃ－７－（１ 、(２)））

(2) 生 (2)家庭用品品質表示法に基づく立入検査については、１５年度(2)家庭用品品質表示法に基づく 家庭用品品質表示法に基づく
・ は経済産業省より立入検査の指示を受けていない。立入検査は、同法第１９条第４項 立入検査は、同法第１９条第４項
福に基づく経済産業大臣の指示に に基づく経済産業大臣の指示に

従って同法の遵守状況を検査して 従って同法の遵守状況を検査して
その結果を経済産業大臣に速やか その結果を経済産業大臣に速やか
に報告する。 に報告する。

(3)計量法に基づく届出製造事業 (3)計量法に基づく届出製造事業 (3)計量法（JCSSを除く ）に基づく立入検査関係業務について適 。
者等に対する立入検査は、同法１ 者等に対する立入検査は、同法１ は、経済産業大臣より１２事業所について立入検査実施の指示評
６８条の６第２項に基づく経済産 ６８条の６第２項に基づく経済産 があり、１２事業所について立入検査を終了し、結果を１４日
業大臣からの指示に従って工場等 業大臣からの指示に従って工場等 以内に報告し 。た

１５年度 １２件を検査してその結果を経済産業大 を検査してその結果を経済産業大
１４年度 １２件臣に速やかに報告する。 臣に速やかに報告する。
１３年度 １１件

８．国際提携関係業務 ８．国際提携関係業務 ８．国際提携関係業務 ８．国際提携関係業務適
評 １５年度は、オーストラリア当局から生産適合検査（ＣＯＰ）オーストラリア政府との口上 オーストラリア政府との口上書 オーストラリア政府との口上書

及び試験施設検査（ＴＦＩ）各１０件の検査依頼があり、ＣＯＰ書に基づき、オーストラリア自 に基づく同国向け自動車及びその に基づく同国向け自動車及びその
９件及びＴＦＩ１０件を実施し、その結果をオーストラリア当局動車設計規則（ＡＤＲ）に従っ 部品製造事業者に対する生産適合 部品製造事業者に対する生産適合
から指示されている６週間以内に報告済みである。未実施のＣＯた同国向け自動車及びその部品 検査（ＣＯＰ）及びその試験施設 検査（ＣＯＰ）及びその試験施設
Ｐ１件についてはメーカーの希望により１６年４月中に実施する製造事業者の生産適合検査及び 検査（ＴＦＩ）は、オーストラリ 検査（ＴＦＩ）は、オーストラリ
予定である。その試験施設検査を適確に実施 ア自動車設計規則（ＡＤＲ）に照 ア自動車設計基準（ＡＤＲ）に照

１５年度 ＣＯＰ ９件；ＴＦＩ １０件する。 らして計画的に実施してその結果 らして計画的に実施しその結果を
１４年度 ＣＯＰ１０件；ＴＦＩ １３件をオーストラリア政府に報告す オーストラリア政府に報告する。
１３年度 ＣＯＰ１０件；ＴＦＩ １０件る。

Ｄ.人間生活福祉分野 Ｄ.人間生活福祉分野 Ｄ.人間生活福祉分野 Ｄ.人間生活福祉分野生
・

人間及び生活環境の特性に合 １．人間特性計測関係業務 能福
(1) ・基本動態特性データ収集に必要致した製品作りを推進し、くら １．人間特性計測関係業務 １．人間特性計測関係業務 基本動態計測手法の開発 動 A
①前腕の回旋運動に係る関節可動域及び硬さ特性計測手法の開発 型 な計測手法としてコンピュータしの安全・安心と快適な生活を (1)基本動態計測手法の開発にあ 基本動態計測手法については、
（14年度～15年度） マネキンを含む 種類の計測手実現するため 人間特性データ たっては、外部有識者の意見を踏 委員会形式により、外部有識者の、 、 2
前腕の回旋運動に係る関節可動域及び硬さ特性について、安価 法を開発し、合計 種類（平成製品事故・安全データ等に係る まえて、上肢、下肢に関わる動作 意見を踏まえて、上肢、下肢に関 3

な装置で高齢者にも適用可能な計測手法を開発した。 に 種類開発）開発した。情報の収集、評価、整理及び提 等からニーズの多い特性を順次５ わる動作等からニーズの多い特性 13 1
また、基本動態特性のデータ収供を行うとともに、関連する評 種類選定し、計測手法ごとに各世 として１５年度は１４年度からの

硬さ特性については、得られた計測データから運動力学モデル 集は 年度に終了し、データ価・解析手法の開発・確立を行 代の生活者の検証データを取り、 継続の２テーマに加えて新規に１ 14
を適用して自動計算プログラムを作成する工夫を加えた結果 を公開しており、順調な進捗状う。また、法令に基づく立入検 適用範囲の広い計測手法を確立す テーマを選定し、開発を進める。 ＊１ 、

容易に数値評価することができるようになった。 況にあると言える。査を行う。 る。また、確立した計測手法は対 開発にあたっては、計測手法ご
・上肢到達域計測手法の開発の過応する検証データとともにイン とに各世代の生活者の検証データ

なお、以上の手法及び被験者計測データは、インターネットに 程で得られた統計モデルが、１．人間特性計測関係業務 ターネット等により広く公開す を取り、適用範囲の広い計測手法
より広く公開した。 人間工学 人(1) 上肢、下肢に関わる動作等 る。 となるように配慮する。また、開 ISO/TC159 /SC3（ ） （
また、本手法開発で取得したデータをインターネットで公開す 体計測と生体力学） （基の人間基本動態特性データの収 (2)高齢者等の基本動態特性１８ 発した手法は、インターネット等 /WG1
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るにあたっては 事前に企業 または機関 名 利用目的等のユー 本人体測定）で価値ある技術情集に必要な計測手法を５種類確 項目及び基本身体寸法１４項目に により広く公開するとともに、既 、 （ ） 、
ザー登録をするシステム を組み込み、ユーザニーズを把握でき 報として認められたことは高く立する。 ついてデータを収集する。データ に公開している特性情報の、改良 ＊2

るようににシステム改良を行った。 評価できる。(2) 高齢者等の基本動態特性１ の収集に際しては、全国６カ所の 作業を実施する。
・関係行事や展示会での広報活動８項目及び基本身体寸法１４項 都市で各世代の生活者を対象とす
を活性化していること。人間特目についてデータを収集する。 るなど 年齢と地域性を考慮する、 。 *1：コンピュータ上で身体の動きを計算によって再現させるために身体の
性データのインターネットアクまた、高齢者に配慮すべき特性 関節や筋肉・靱帯等の物理的な特性を数式で表したもの。
セスが国際福祉機器展でのパネ情報をインターネット等により広 *2：既に公開している人間特性データベースの中で、高齢者等の基本動態
ル展示後飛躍的に増加し、これく公開する。 特性１８項目及び基本身体寸法１４項目についてのデータの利用に対して
が継続していることは評価できのユーザ登録機能を付加していたが、本手法開発に係るデータ利用状況の
る。把握のため、新たに追加した。

②上肢到達域計測手法の開発（14年度～15年度）
上肢到達距離を計算上で導きだす運動学 的モデルの構築に＊１

必要な、肩甲骨の移動特性を求める手法を、実測したヒトのデー
タとコンピュータマネキンによる再現値を比較検証をし開発し
た。
当該手法によって求めた肩甲骨の移動特性を運動学的モデルに

加味することで精度の高い上肢到達距離が求められる。この手法
は、インターネットにより広く公開した。

当該手法開発の過程で得られた統計モデルを、ISO/TC159（人
間工学）/SC3（人体計測と生体力学）/WG1（基本人体測定）会議
（H15.8.20～21）に出席し、CENﾘｰﾄﾞ で検討中の規格案 に資＊3 ＊4

するものとして、発表した。その結果、WG1コンビーナは、価値
ある技術情報としてCEN側検討メンバーの責任者に転送すること
を決定し、また、NITEに対しては、コンピュータマネキンの精度
検証に係る当該手法開発の継続を期待する旨の発言があった。こ
の発言を踏まえ、１６年度は、下肢についても手法開発に取り組
む予定である （参考資料D-1-(1)）。

*1：人間の運動を記述する場合に、その動きを幾何学的に論じる学問。kin
ematics

*2：コンピュータグラフィックスによるアニメーションと違い、解剖学的
に人体に近い構造のを持っており、製品と人間との適合性を設計の初
期段階から仮想的評価するためのもの。

*3：CEN（Committee European de Normalization：欧州標準化委員会 。）
ISO/CENが作業分担のもと、CENにおいてＥＮ規格案が策定された場
合、ISOの国際規格原案（DIS）として迅速手続で投票に付される。
prEN ISO 15536-2 'Ergonomics - Computer manikins and*4：
body templates - Part2 : Verification of function and

人間工validation of dimensions of computer manikins（
学-コンピュータマネキン，ボディテンプレート：パート２検証と確認
（仮訳 。））

③肩関節の前額面運動に係る関節可動域及び硬さ特性計測手法の
開発
（15年度～16年度）
肩関節の前額面運動について、関節可動域計測手法、及び硬さ

特性を求める手法の開発に着手し、可動域計測装置（角度セン
サー）の製作に必要な予備実験を行った。開発の迅速化を図るた
め、可動域と関節抵抗トルクを同時に計測できる計測装置の工夫
を行った。

、 、 、１６年度も 引き続き計測実験を行い 手法の妥当性を検証し
検証データとともに、当該計測手法を計測マニュアルとして取り
まとめ、インターネットにより広く公開する予定である。

(2)特性情報（高齢者等の基本動態特性）の改良及びデータベー
ス改良
既に公開している最大発揮力の特性情報においては関節ごとの

発揮力（Ｎ）と関節から計測点までの距離（ｍ）を公開していた
が、データベース利用者の利便性を考慮し、被験者の体節重量の
影響を加味 した関節発揮トルク値 計算値 の追加公開を行っ＊１ （ ）
た。
*1：例えば肘の関節発揮トルク計測では、肘関節から指先まで（＝体節）の

、 。重さがトルク値に合算されるため それらの影響を排除することを示す

また、データの利用（検索、ダウンロード）に際し、事前に使
用目的等を申告してユーザ登録をするシステムを導入し、利用状
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況の情報の把握に努めた （参考資料D-1-(2)）。
加えて、人間特性データベースのさらなる活用を促すため、当

該データベースを利用したことのある企業、大学等の有識者を対
象にＤＢ利用アンケート調査を実施した。その結果、自動車（一
部）の設計、学校（大学、高校、福祉専門学校）の教材に活用さ
れていることが判明した。反面、データを活用していないユーザ
も存在していることが判明したため、データベースの使いやすさ
を向上させて、利用促進を図ることとし 「ヘルプ機能 「検索、 」、
エンジンの英語化」等を追加する改良を行った。

（参考）
広報活動の一環として、国際福祉機器展（１５年１０月１５～

１０月１７日）への出展にあわせて同ブース内で人間特性データ
ベースのパネル展示を行い、来場者に対して同データベースの活
用を促した。その結果、同データベース（ＨＰ）へのアクセス件
数が飛躍的に増加し、データベースの利用促進が図られた。
（データベースアクセス件数）
１５年 ９月 ２０２１（ページ数）
１５年１０月 ３７３２（ページ数）
１５年１１月１１１７３（ページ数）
１５年１２月１４２４３（ページ数）
１６年 １月１４３１８（ページ数）
１６年 ２月１３８１２（ページ数）
１６年 ３月１５１０６（ページ数）

生 能２．福祉用具評価関係業務 ２．福祉用具評価関係業務 ２．福祉用具評価関係業務 ２．福祉用具評価関係業務
福祉用具評価手法の開発状況は、次のとおり。 動 ・平成 年度は テーマ開発終(1)平成１３年度に着手した４ B 15 6

・ １３年度：７テーマ開発終了 型 了し、合計 テーマ開発（平社会ニーズの高い福祉用具、 使用者や介助者の安全性を確保 テーマおよび平成１４年度に着手 14
13 7 14高齢者・障害者配慮製品等の工 するために必要な 強度 耐久性 した２テーマについては、本年度、 、 、 福 １４年度：１テーマ開発終了 成 年度は テーマ、平成

１５年度：６テーマ開発終了 年度 テーマ）しており、順調学的評価（強度、耐久性等）及 構造 形状等の評価 工学的評価 中に評価手法を開発する。、 （ ）、 1
合計：１４テーマ開発終了（中期目標１５テーマ） な進捗状況にあると言える。び効用評価（使い勝手、人間適 及び使用者や介助者の利便性を確 ・立ち上がり補助いすの工学的安

・ＮＩＴＥの研究成果を基にした合性等）について、平成１７年 保するために必要な、使用実態等 全性評価
(1)１５年度開発終了テーマ ＩＳＯ（国際標準化機構）への度までに１５テーマ（例えば床 の調査に基づく使い勝手や人間適 ・立ち上がり補助いすの立ち上が

（13年度～15年度） アプローチは、昨年と同様に評ずれ防止用品の体圧分散性能等 合性等の評価（効用評価）手法に り易さの評価 ○立ち上がり補助いすの工学的安全性評価）
背もたれ耐久試験を実施しデー 価できる。の評価手法の開発を行う。 ついて社会ニーズの高いものを外 ・段差解消用スロープの工学的安 立ち上がり補助いすについて

タを取得した。また、昇降繰り返し耐久性については、試験時間部有識者の意見を踏まえ計画的に 全性評価
の短縮を図るため、複数の試料を同時に試験可能とする試験装置選定し、平成１７年度までに１５ ・報知光の視認性評価
を作製する工夫を行い、データ収集及び解析を行い評価手法をとテーマ開発する。 ・リフトの速度評価方法の開発
りまとめた。１６年度以降にＴＳ（標準仕様書）案を作成する予・つえ先ゴムの摩擦抵抗試験方法
定である。の開発
これまでに取得したデータ及び評価手法については、日本福祉

用具・生活支援用具協会 JASPA に設置されている標準化部会・（ ）
立ち上がりいす分科会の検討スケジュールに合わせて情報提供し
ており、この情報をもとに業界自主基準の検討に役立てられた。
なお、財団法人製品安全協会は、同業界自主基準をＳＧマーク

認定基準に反映させる予定である。

（13年度～15年○立ち上がり補助いすの立ち上がり易さの評価
度）
使用実態と整合性のとれた評価手法の開発のため、主に高齢者

（２０人）を対象に立ち上がり時における、いす座面（高さ、角
度）の違いによる官能試験と併せて、その時の下肢の動作負担量

、 。計測を行いデータを収集し解析を行い 評価手法をとりまとめた
１６年度以降に ＴＳ案を作成する工学的安全性評価と併せて

予定である。

（13年度～15年度）○段差解消用スロープの工学的安全性評価
表面形状の異なる数種の について、車い段差解消用スロープ

す走行時における、車いすの荷重、速度条件を変えたときの制動
力（引っ張り力）を測定し、エッジ部の固定性能評価方法の検討
を行い、評価手法をとりまとめた。１６年度以降にＴＳ案を作成
する予定である。
なお、これまでに取得したデータ及び評価手法は、日本福祉用

具・生活支援用具協会（JASPA）に設置されている標準化部会・
段差スロープ分科会の検討スケジュールに合わせて情報提供し
た。この情報をもとに業界自主基準の検討に役立てられた。
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また、財団法人製品安全協会は、同業界自主基準をＳＧマーク
認定基準に反映させる予定である。

（13年度～15年度）○報知光の視認性評価
主に高齢者（２０人）を対象に、種々の照明環境下において見

やすいとされるランプの明るさ、色、大きさを実態調査するとと
もに、家電製品（アイロンや電気ポット）に用いられているパイ
ロットランプの輝度を調査した。

ランプの明るさ，これまでの調査結果をもとにした評価指標（
）をとりまとめた。１６年度以降にＴＲ案を作成する色，大きさ

予定である。
また、調査結果は、１６年度に財団法人家電製品協会、財団法

人共用品推進機構に提供する予定である。

（14年度～15年度）○リフトの速度評価方法の開発
日本福祉用具・生活支援用具協会から提案されているJIS原案

と、ＩＳＯ改正案に規定する移動速度とが一致していなかったた
め、主に高齢者を対象に、周囲環境と移動速度の変化時における
生理データを計測し、官能評価と併せて速度評価を行い、ＩＳＯ
改正案の検証を行った。
この評価結果を、１６年度に日本福祉用具・生活支援用具協会

が運営している国際規格適性化調査委員会に提出する予定であ
る。また、１６年度以降にデータをもとにＴＲ案を作成する予定
である。

（14年度～15年度）○つえ先ゴムの摩擦抵抗試験方法の開発
ISO/TC173(リハビリテーション機器システム）/WG1（歩行補助

機器）スウェーデン会議において、歩行補助具全般を適用範囲と
する「先ゴムの摩擦抵抗試験方法」を提出、ISO/TC173/WG1フラ
ンス会議においては、摩擦抵抗試験装置を持ち込み説明するとと
もに、移動速度、試験回数の試験条件の影響度の検証データを提
出した。
日本代表のＷＧメンバー（国際医療福祉大）と連携し、障害者

の歩行データを考慮した、耐久性（摩耗）試験方法を開発するた
めの準備に着手し、１６年度の標準化業務において 「先ゴムの、
要求事項及び試験方法」として規格案の作成を目指す。

(2) (2)実施中のテーマ１４年度に着手した以下の１
（14年度～16年度）テーマについては、評価手法の開 ○家庭用階段昇降機の工学的安全性評価

強度、電気的安全性などについて、ISO9386-2と建築基準法と発を継続する。
比較しつつ、検証を行った。この検証データを中間報告書にとり・家庭用階段昇降機の工学的安全
まとめ、当該製品の業界自主規格の検討が行われている日本福祉性評価
用具・生活支援用具協会の標準化部会・階段昇降機分科会に情報
提供を行った。引き続き１６年度も情報提供する予定である。
１６年度においては、主に高齢者を対象に官能評価を実施し、

使用実態を踏まえた評価手法をとりまとめる予定である。

(3) (3)評価方法の開発テーマは、社会や行政のニーズの高いものに外部有識者で構成する福祉用
具・共用品評価検討委員会を開催 福祉用具・共用品評価検討委員ついて、外部有識者で構成する
し、ニーズの把握に努める。 会を２回開催し委員の意見を踏まえ選定した。

１６年度実施予定のテーマは次のとおりである。
・褥そう予防マットレスの安全性評価（参考資料D-2-(1)）
・バスボードの工学的安全性評価

＜１４年度業務実績評価における指摘事項に対する回答＞
（指摘事項）
JIS化のタイミングを考慮に入れ、関係業界等の作業の進捗状況
の把握、支援の必要性有無等のフォローアップを行うこと。
（回答）
１５年度において、１４年度までに開発を終了した８テーマに

ついて、関係業界における規格化への取組状況の調査を行った。
この調査の結果、５テーマについては、関係業界における規格
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化検討作業を完了し、ＪＩＳ及びＳＧへ各１規格、ＪＩＳ原案１
規格、業界規格１規格へ反映され、ＮＩＴＥは委員参画などを通
じて、必要な技術情報の提供支援を行ってきた。
また、床ずれ予防用品関係２テーマについては、関係業界にお

ける規格化の検討過程において、褥そう予防マットレスの製品規
格化のニーズが高まり、当該テーマに係る評価方法の盛り込みの
ほか、製品規格化に不可欠な「摩擦・ズレ、湿潤」の評価方法の
開発には、過去から開発実績の経験と知見を有するＮＩＴＥの関
与が必要との観点から、１６年度からの開発に取り組むこととし
た。
エルボークラッチについては、開発終了時から、国際規格適正

化検討委員会に参画しつつ 「先ゴム」に関する国際標準策定活、
動を行っている。

３．製品安全関係業務 ３．製品安全関係業務 ３．製品安全関係業務 ３．製品安全関係業務生
・ 製品安全関係業務として次のとおり実施した。 受(1) 主として、一般消費者の生 (1)関係機関との協力・連携によ (1)事故情報については、財団法
福 (1)事故情報収集状況 動 ・昨年度の 倍以上の 件の立活の用に供される製品の欠陥や り、毎年約１，０００件の事故情 人製品安全協会、地方自治体の消 A+ 2 273

型 入検査（平成 年度 件、これにより生じた可能性のある 報を迅速かつ積極的に収集する。 費生活センター、消防等関係機関 14 112
総受付 内訳 平成 年度 件）の指示に対事故について、毎年約１，００ との協力・連携により、約１，０ 13 48
件 数 し、他の業務に従事する職員を０件の情報を収集・評価・整 (2)収集した製品事故情報のうち ００件の情報を迅速かつ積極的に 財団法人 製造事業 消 費 生 ＮＩＴＥ その他

活用したり、専門外の分野も行理・提供を行うとともに製品の 事故の再発・未然防止のため必要 収集し、必要な調査を行う。 (注1) 注2 （注4）製品安全 者等 活 セ ン（ ）

えるように技術研修を行い、検安全性及び品質の把握のために な案件について、事故原因究明テ 協会 タ ー 等
査員を機動的に活用して年度内必要な市場モニタリングテスト ストを実施する。 （注3）

2,124 991 573 357 162 41 に実施したことは高く評価できを実施する。 また、事故原因究明手法の開発 １５年度
2,132 1,094 626 273 113 26 る。等により原因究明の精度向上を図 １４年度
1,852 980 479 268 93 32 ・市場モニタリングテストの結果(2) 製品安全４法に基づく製造 る。 １３年度

は、経済産業省の行政判断の専事業者等（検査機関を除く ）へ。
門的基礎資料として極めて重要の立入検査を適確に実施する。 (3)製品の高度化に対応するため、 注 1：総受付件数には、調査の結果、のちに放火、失火が原因であること
な役割を果たしており、評価で外部有識者、専門技術者等の意見 が判明した件数を含む。
きる。(3) 製品安全４法で定める「主 を踏まえ、事故発生原因の技術解 注 2：輸入事業者含む。

・中国向け輸出化粧品原料等品質務大臣による適合性検査業務実 析を行う。 注 3：自治体,経済省相談室を含む。
証明確認業務は、初年度の赤字施」に係る業務は、各法令に基 注 4：消費者,医療機関ほか
解消に時間がかかりそうであるづいて適確に実施する。 (4)評価及び整理を行った情報に

①受付けた事故情報のすべてについて、通知者又は消防、警察等 が、申請件数が当初想定よりついては、印刷物及びインター
に対して事故状況の調査を行うとともに、製造事業者等が判明し 減っていることに対応し、業務ネット等を通じて広く提供する。
たすべての案件については製造事業者等に事故報告書の提出を要 実施体制を見直し、単年度ベー
請した。 スでは収支が均衡する体制を整(5)市場モニタリングテスト業務
これらのＮＩＴＥの公表を前提とした地道な調査活動を行って えたことは評価できる。について、消費者ニーズ及び行政

いることにより 結果として１５年度において調査が終了した１ ・ＮＩＴＥ自らの事故収集件数のニーズに基づき、適切かつ迅速に 、 ，
７７４件のうち、再発防止措置が必要な事故５３３件の全てにつ 増加、事故情報解析結果の政府処理を行い、原則公開する。
いて製造事業者等による再発防止措置が講じられていることを確 刊行物センター等による販売
認した （残り１，２４１件については、製品に起因しない事故 ルートの開拓など、製品安全業(6)製品安全４法に基づく製造事 。
で措置が不要であったり、火災等で製造事業者等が特定できず措 務の広報に積極的に取り組んで業者等への立入検査については、
置がとれなかったもの等である ） いることは評価できる。経済産業大臣の指示に従って製造 。
（参考資料D-3-(1)）工程、品質管理状況等を検査して

その結果を経済産業大臣に速やか
に報告する。

②事故品及び事故現場の確認によって、より正確な事故品及び事
故の発生状況等の把握し、経済産業省に報告を行った。(7)天災その他の事由により認定
具体例は次のとおり。（承認）検査機関が製品安全４法

に定める適合性検査を実施できな
・発火した事故品（電子式温冷蔵庫）の確認調査をしたことによくなった場合において、経済産業
り、電気回路の一部に電気用品安全法で規定する絶縁距離が確大臣の指示に基づき機構が当該検
保されていない箇所からの発火であることが判明した。査を適確に実施できるよう既存技

・消防の協力を得て火災現場と発生状況の確認と事故品（電気こ術を維持する。
んろ）の確認調査を行った結果、スイッチに触れただけで通電
し、こんろの上に置かれていた可燃物が発火に至ったことが把
握できた （この結果を踏まえ原因究明テストを実施）。

事故現場の確認件数 事故品の確認調査件数
１５年度 ５２件 １６８件
１４年度 ４７件 １５６件

③事故情報の迅速な収集及び円滑な調査を実施するため、消費生
活センター、消防及び警察等に対して訪問し、事故情報収集・調
査に対する理解と協力を要請するなど積極的に協力・連携を行っ
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た （参考資料D-3-(2)）。

訪問機関数
１５年度 １７６機関
１４年度 １６４機関

＜１４年度業務実績評価における指摘事項に対する回答＞
（指摘事項）
事故情報収集に関する質的側面に着目して、事故原因特定の技
術の体系化と、これを開発していくロードマップについての検
討が必要である。
（回答）
これまで、製品事故の情報を受けた後の事故原因の特定に必

＊１要な事故発生状況等の調査について「事故調査マニュアル」
を活用するとともに、効率的に調査を進めるため、製品分野別
に技術的なチェック項目をまとめた「事故・苦情原因究明手法
の体系的整備に関する調査研究報告書 」等 を活用してきた＊２ ＊３

が、今回の指摘を受け、整理体系化し、ロードマップ化を図る
こととした。
１５年度には新たな品目の技術的チェック項目 を整備した。＊４

今後、市場に登場する新製品や新技術に対応したチェック内容
については順次整備し、事故原因特定技術の体系化を充実して
いくこととしている。
また、事故調査マニュアルについては、１６年度に見直しを行
うこととした。

原因特定に必要な調査すべき項目 調査要領等を整理しまとめたもの 平＊１ 、 （
成９年 通商産業省製品評価技術センター作成）
製品別（電気・電子製品、化学製品、機械製品、繊維製品）に、過去の原因＊２

究明テストを元に原因特定に必要となる技術的なチェック項目を体系的にまと
めたもの（９年 通商産業省製品評価技術センター作成）
家電製品の発火事故原因究明 マニユアル Ⅰ （１４年作成）＊３

(1)自転車フレーム接合部破損事故原因究明手法（溶接不良推定） (１５年＊４

作成)
(2)従来の製品別（電気・電子製品、化学製品、機械製品、繊維製品）チェッ
ク項目 に、新たな製品分を追加したもの（１５年作成)＊２

(4)(4) 収集した事故情報は、年度及
①１５年度第３四半期分までの個別の事故情報（1,307件）を集び四半期ごとに取りまとめ、定期
約した結果をインターネットにより公表するとともに、冊子とし的にインターネットを通じて公表
て消費生活センター、消費者団体、行政機関、消防・警察、原因するほか、冊子により関係者に提
究明機関等関係機関に配布した。供する。
・四半期報 のべ６３５０部（１４年度５３００部）また、事故の技術解析、動向解
・年度報（１４年度版） ２０００部（１４年度２０００部）析、原因究明手法の開発等の結果

は、随時、インターネットを通じ
加えて、年度報（１４年度版）については、１６年２月から、て公表するほか、冊子により関係

全国の政府刊行物サービスセンター、官報販売所などで販売する者に提供する。
こととし、消費者、事業者等も入手可能にした。
（参考：従前（年度報（１３年度版）まで）は、財団法人日本消
費者協会にＮＩＴＥの収集情報を提供し、同協会が消費者等に販
売していた ）。

事故の発生場所や地域、時間・時期、被害者年齢等の要因別の
解析を行うなど内容の充実を図ったものを年度報（１４年度版）

（「 （ ）」）の別冊 事故情報収集制度報告書 事故動向解析編 １４年度
として作成した （今後、関係機関に配布する予定 ）。 。

(5) 市場モニタリングテストは、 (5) 市場モニタリングテスト
①市場モニタリングテストについては、１５年度、新たに１６品企業、消費者等からの事故情報又
目（参考資料D-3-(3)）を追加した実施計画を立て、実施した。は苦情情報の動向等から安全性又
なお、１３年度テストを開始した１件、１４年度テストを開始は品質性能に問題があると認めら

した１２件、及び１５年度開始したうちの９件の計２２件についれる製品を試買して行うほか、行
てテストを終了した。政ニーズを踏まえ消費者保護関連
また、１５年度テストを開始した７品目についてはテストを実法令の遵守状況の把握等のために

施中である （１４年度着手案件：１４品目）適切かつ迅速に実施する。 。
これらのテスト関連情報は、そ

開始年度 計画数 うち終了数 実施中の目的に沿って消費者ニーズ及び （ ）終了年度
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（ ）行政ニーズに基づき、原則公開す １５年度 １６ ９ ７ 注
１４年度 １４ １２ ０る。 （１５年度）

（１４年度）２
１３年度 ３６ １ ０（１５年度）

（１４年度）２４
（１３年度）１１

（注）実施中７品目のうち、６品目は消費生活センターテスト支援であり、
１６年度上期に開催予定の消費生活センターを対象とした「商品テス
トブロック会議」での発表に向け、当初計画の通り実施中である。
また、残りの１品目は、年度後半から開始したもので、計画のとお

り実施中である。

１５年度の市場モニタリングの内訳は次のとおり。
・取引試買テスト ８品目（１４年度 ７品目）
・製品安全テスト ２品目（１４年度 ２品目）
・消費生活ｾﾝﾀｰテスト支援 ６ﾃｰﾏ （１４年度 ４ﾃｰﾏ ）
・ ０品目（１４年度 １品目）品質調査テスト

○取引試買テストのうち、家庭用品品質表示法に係るテストにつ
いては、１５年度着手した５品目及び１４年度から継続４品目を
全て終了した。このうち、１４年度からの継続４品目の不適合と
判断した製品のすべてについて、表示事業者から見解と対応策を
聴取し、テスト結果とともに経済産業省へ報告した。
この結果、不適合の表示者に対し経済産業省から改善指導が行

われた （参考資料D-3-(4)）。

○１４年度より継続実施した品質調査テストの結果は、経済産業
省の特定商取引法に基づく行政処分の判断に反映された。

○１４年度の取引試買のうち、家庭用品品質表示法及び高圧ガス
保安法に係るテストの結果並びに１５年度製品安全テストの結果
（圧力なべ）については、インターネットにより公開した。

(6)製品安全４法に基づく 立入検査は、経済産(6) 製品安全４法に基づく製造事 製造事業者等への
業大臣から、１４年度に比して２倍強の２７３件について実施指業者等への立入検査は、経済産業
示があったが、検査実施体制を工夫し、機動的に実施し、下表の大臣の指示に従って製造工程、品
とおり２３６件について経済産業大臣に報告した （参考資料D-3質管理状況等を検査してその結果 。
-(5)）を経済産業大臣に速やかに報告す
なお、検査が終了したものの事業者からの改善報告書をまってる。

いるもの３７件については、１６年度４月中に経済産業大臣あて
報告できる見込みである。

計画年度 実施指示 実施件数 経済産業大臣への報
（報告年度)件数 告
（１５年度）１５年度 ２７３ ２７３ ２３６
（ ）３７ １６年度予定
（１４年度）１４年度 １１２ １１２ １０１
（１５年度）１１
（１３年度）１３年度 ４８ ４８ ４８

(7)現在まで経済産業大臣からの適合性検査の指示はなく、実績(7) 天災その他の事由により認定
はない （１４年度もなし ）（承認）検査機関が製品安全４法 。 。
なお、大臣の指示があった場合、当該検査を適確に実施できるに定める適合性検査を実施できな

よう市場モニタリングテストや製品安全４法立入検査の業務を通くなった場合において、経済産業
じ既存技術の維持に努めている。大臣の指示に基づき機構が当該検

査を的確に実施できるよう既存技
術を維持する。

(8)中国向け輸出化粧品原料等品質証明確認業務
（本業務は中期計画上定められていない行政サービス業務）
○業務の概要
中国向け輸出用化粧品原料等について、輸出者がBSEの危険性

がないことを自己証明した申請書類を審査し、経済産業省製造産
業局長の定めた品質証明確認基準に適合したものに 「品質証明、
確認書」を交付する。(１４年１０月から業務開始)

○２１７件の確認書を交付し、輸出取引の円滑化に貢献した。
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また、業務開始当初に想定した確認原料数より減少しているな
か、申請状況を勘案し、適時に業務実施体制の見直しを図った。

(注2)品質証明確認申請 ：２１２件 （14年度 88件）
品質証明確認書交付：２１７件 （ 同 77件）(注1)

確認原料数（延べ数）
・化粧品原料 ：２０７原料 （ 同 145原料）
・化粧品完成品 ：１９０原料 （ 同 113原料）

注 1：確認書交付217件の内訳
14年度に申請受理し、15年度に交付したもの11件(＝88－77)と
15年度に申請受理した212件の内、１６年３月末までに交付した
もの206件の合計数。

注 2：１４年度の実績は、業務を開始した14年10月から15年3月末まで
の6ヶ月間のものである。

(2) 生 (2)収集した事故情報のうち、事故の再発・未然防止の観点から 能収集した製品事故情報のうち、
・ １５年度新たに６件（簡易ガスライター、電気こんろ、除湿器、 動 ・事故原因究明テストは 件（平事故の再発・未然防止のため技術 B 8
福 自転車２件、電気ストーブ）の事故原因究明テストに着手し、８ 型 成 年度からの継続案件 件的に原因究明が必要な案件につい 14 4

14 2て、事故原因究明テストを実施す 件は終了し ２件 自転車等 は引き続きテストを実施中である を含む 終了し 平成 年度、 （ ） 。 ） （
（１４年度着手案件：４件） 件、平成 年度 件） 、順調る。 13 0

に成果を出したことは評価できまた 事故情報の動向を調査し、 、
「電気こんろ」については、改良後の製品にもスイッチの安全 る。早急に原因究明手法等が必要な事

機構が摩耗し事故が発生する可能性があることが判明したため、 ・事故情報データベースへのアク例を選定し、原因究明手法の開発
この結果を経済産業省を通じて 事業者及び関係業界に提供され セス件数が年々増加しており等を行うことによって原因究明の 、 、
再発防止のためのさらなる対策が事業者及び関係業界で検討され （平成 年度 万ページ、平精度向上を図る。 13 51

14 67 15ている。 成 年度 万ページ 平成、
年度 万ページ 、ＮＩＴＥの73 ）

原因究明の精度向上を図るため、次の２テーマに着手し、原因 公表データの有用性が認められ
究明手法の開発を行った。 つつあるもので、評価できる。
○コネクタリード線炭素化物のグラファイトによる一・二次痕識 ・ロードマップによる長期的な視
別手法（１５年度で終了） 点と事故収集等製品安全業務の
○自転車の破損事故原因究明に係る有限要素法による構造解析手 活動との連携について戦略的な
法（１６年度終了予定） 取り組みが必要である。

＜１４年度業務実績評価における指摘事項に対する回答＞
（指摘事項）
事故原因究明のプロセスと各プロセスで必要とされる技術を
ロードマップ化して明確にし 事故原因究明技術開発の戦略的・、
体系的取組みを望む。
（回答）
ＮＩＴＥでは収集した事故情報のなかから、事故の重大性等

、 、を考慮して必要な事故原因究明テストを行ってきており 特に
原因究明手法の整備が必要な案件については、その技術の開発
を図ってきているところ。
今回の指摘を受け、これまで取り組んできた技術を、再度分

野別に体系化した また 新たに必要とする原因究明技術であっ。 、
て、ＮＩＴＥが主体的に取り組む必要のある技術について、原
因究明技術の充実に努めることとする。

現在、取り組み中の原因究明技術の開発状況は次のとおり。
○発火・燃焼解析技術

家電製品の発火事故の原因究明技術においては、溶融痕の
解析等による製品内火災であるかを特定する主要な手法開発

。（参考資料D-3-(6)）を１５年度で終了した

○強度解析技術（有限要素法による製品の破損事故の原因究明）
自転車の破損事故原因究明に係る有限要素法による構造解析
手法に着手し、１６年度に終了予定。

○アレルギー性皮膚炎原因物質解析技術
繊維製品中の皮膚障害原因物質の解析については、標準化

関係業務として実施してきたが、１５年度で終了した。

○製品誤使用防止のための技術解析
誤使用事故の防止対策のため、１３年度から１５年度にかけ
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て、外部有識者による事故発生要因等の検討や、製造事業者等
における誤使用に係る製品事故防止への取り組み等についての
実態調査を行った。
１６年度は、これらの結果をとりまとめて、誤使用事故防止
に配慮した製品普及のため広く事業者へ提供する予定である。

(3) (3)収集・調査した事故情報に対して、外部有識者、専門技術者収集した事故情報及び原因究
等からなる事故動向等解析専門委員会を４回 電気 機械 化学・明テストの結果に対して、外部有 、 、 、
生体障害及び製品誤使用の技術解析ワーキングを各４回開催し事識者、専門技術者等からなる事故
故原因の技術解析を行った。原因技術解析ワーキンググループ
技術解析ワーキングでの技術解析によって、個々の事故原因等及び事故動向等解析専門委員会を

に関するより専門的な技術情報を事故動向等解析専門委員会に報年４回開催し、事故発生原因の技
告した。術解析を行う。

(4) (4)事故動向等解析専門委員会において審議した結果を参考に、収集した事故情報は、年度及
技術解析・動向解析結果を取りまとめ、冊子として関係機関に配び四半期ごとに取りまとめ、定期
布するとともに、インターネットにより公表した。的にインターネットを通じて公表
なお、製品に起因する事故で製造事業者名等を公表する場合にするほか、冊子により関係者に提

あっては、事前に製造事業者等の抗弁を聞き、了解を得た上で事供する。
故内容 事故原因 再発防止措置に加え 製造事業者名 品名 型また、事故の技術解析、動向解 、 、 、 、 （
式）を公表した。析、原因究明手法の開発等の結果

は、随時、インターネットを通じ
・年度報告書：１４年度版て公表するほか、冊子により関係
・四半期報：１４年第３四半期から１５年第３四半期まで者に提供する （再掲）。
・事故情報データベースへのアクセスページ数は以下のとお
り。

１５年度 ７３万ページ
１４年度 ６７万ページ
１３年度 ５１万ページ

加えて、年度報（１４年度版）については、１６年２月から、
全国の政府刊行物サービスセンター、官報販売所などで販売する
こととし、消費者、事業者等も入手可能にした。
（参考：従前（年度報（１３年度版）まで）は、財団法人日本消
費者協会にＮＩＴＥの収集情報を提供し、同協会が消費者等に販
売していた ）。

事故の発生場所や地域、時間・時期、被害者年齢等の要因別の
解析を行うなど内容の充実を図ったものを年度報（１４年度版）

（「 （ ）」）の別冊 事故情報収集制度報告書 事故動向解析編 １４年度
として作成した （今後、関係機関に配布する予定である ）。 。

（ ）再掲

また、事故の再発・未然防止のため緊急を要する案件について
は 「電動ベッドのサイドレールに関する事故について（注意喚、
起 「１２年８月以前に販売された「ほっとく鍋」に係る事故）」、

（ ）」 「 」 ）について 注意喚起 等の 特記ニュース ３件（１４年度９件
を消費生活センター、消費者団体、行政機関、関係団体等へ配布
するとともにインターネットにより公表し、消費者等への注意喚
起を行った。

生 受４．鉱山保安法に基づく検定関 ４．鉱山保安法に基づく検定関係 ４．鉱山保安法に基づく検定関係 ４．鉱山保安法に基づく検定関係業務
B係業務 業務 業務 ・ 動

福 型 ・炭坑が閉山となったため業務量鉱山保安法第７条に基づく鉱 鉱山で使用する機械、器具等坑 鉱山で使用する機械、器具等坑 鉱山で使用する機械、器具等坑内用品に係る検定を鉱山坑内
は減少しているが、的確に業務山坑内用品に係る検定を迅速か 内用品に係る検定を鉱山坑内用品 内用品に係る検定を鉱山坑内用品 用品検定規則に従い、検定の申請が行われたものについて検定
を実施している。つ効率的に実施する。 検定規則に従い、迅速かつ効率的 検定規則に従い、迅速かつ効率的 を実施した。

１５年度の検定件数は４２４件で、１４年度に比べ２２．５％に実施する。 に実施する。
の減少であった。
なお、検定件数の大幅減少は１３年度にあった大手２鉱山の閉

山によるものと考えられる。

検定実績
１５年度 ４２４件
１４年度 ５４７件
１３年度 ９３７件
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生 受５．講習関係業務 ５．講習関係業務 ５．講習関係業務 ５．講習関係業務
(1)電気工事士法に基づく講習関係 (1) ・ (1)電気工事士法に基づく講習関係業務 動 ・電気工事士法の受講周期を 年(1) 電気工事士法に基づく講習 電気工事士法に基づく講習関 A 4
業務 福 定期講習の受講周期について、同法では受講時期を前受講日か 型 か月から 年 か月と法定関係業務 係業務 9 4 11
電気工事士法に基づく講習を適 ら５年以内と定めているが、これまで４年９ヶ月目の講習の受講 周期の 年以内に近づけ、行政電気工事士法に基づく講習を 電気工事士法に基づく定期講習 5

確に実施する。 を促す案内を行ってきた。１５年度から、法定講習周期をより尊 サービスの向上を図ったことは適確に実施する。 を的確に実施する。
重した４年１１ヶ月目の講習を案内することに変更し、行政サー 評価できる。(2) 特定ガス消費機器の設置工
ビスの向上を図ることとした。 ・電気工事士法の講習で当初想定事の監督に関する法律に基づく
（参考資料D-5-(1)、(2)、(3)） 外の経費増が発生したことに対講習関係業務
これに基づき１６年３月末までに970回 １４年度は179回実施 し経費節減努力をし、当初想定特定ガス消費機器の設置工事 （ ）

の講習を開催し、合計120,786名（１４年度は20,137名）が受講 した黒字幅の減少を最小限にしの監督に関する法律に基づく講
した。上記の変更により、当初中期的に見通した１５年度末期の たこと、及び受講生の急激な増習を適確に実施する。
２ヶ月分の受講対象者約18,000名が１６年度の対象者になる。 加( 千人→ 千人)に対し35 133

てもデータ入力の効率化等によ
電気工事士法に基づく定期講習を適確に行うため、以下の措置 り業務の高効率化を行ったこと

を実施した。 は、高く評価できるが、 年間5
・定期講習の実施案内をＮＩＴＥのＨＰに掲載し、12回（１４年 での収支を考えるとなお一層の
度は７回実施）更新を行い逐次開催情報を提供した。 節減努力を行う必要がある。

・講義内容の周知徹底と水準維持を図るため、全国３箇所で１５
年度新たに追加した講師等161名（１４年度は全国10箇所で講
師940名）を集め、テキスト内容等の説明会を１５年１２月ま
でに開催した。

・講習業務の円滑な運営を諮るため、全国9箇所で電気工事士法
に係る行政担当者、各地区の電気工事の業務に関係する者で構
成する定期講習運営連絡調整会議を11月までに開催した。

受講者数 開催数
15年度 120,786名 970回
14年度 20,137名 179回

(2)特定ガス消費機器の設置工事の (2) (2)特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律に基づく講特定ガス消費機器の監督に関
監督に関する法律に基づく講習関 習関係業務する法律に基づく講習関係業務
係業務 資格講習、認定講習及び再講習について全国で143回の講習実特定ガス消費機器の設置工事の
特定ガス消費機器の設置工事の 施計画を立て、計画どおり１６年３月末までに143回（１４年度監督に関する法律に基づく資格講

監督に関する法律に基づく講習を は164回実施）の講習を開催し、合計11,981名（１４年度は14,82習、認定講習及び再講習を的確に
適確に実施する。 6名）が受講した。実施する。

上記の受講者は、当初の中期的な見通しにおける１５年度受講
者数（見込み）に対して、資格講習は約700名の減、認定講習は
約400名の減及び再講習は約20名の増であった。
受講申込者数が減少したのは、１４年度同様昨今の景気の低迷

により新規資格取得が減少したものと考えられる。
特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律に基づく講習

を適確に行うため、以下の措置を実施した。
・資格講習、認定講習及び再講習の実施案内をＮＩＴＥのＨＰに
掲載し、13回（１４年度は、9回実施）更新を行い逐次開催情
報を提供した。

・ガス消費機器設置工事監督者の法的資格制度（資格講習）に関
するパンフレットと講習案内を送付し、特定ガス消費機器の設
置工事における資格の必要性について広報を２回行った。

15年8月：特定ガス消費機器の設置工事と近接するガス栓とガ
ス消費機器とを接続する工事のガス可とう管接続工
事監督者（業界自主制度）のうち最近の資格取得者
（7,953名）

16年1月：ガス関連会社（約4,000部）

・講義内容の周知徹底と水準維持を図るため、全国３箇所で講師
38名を集め、テキスト内容の説明会を１５年７月までに開催し
た。

資格講習 認定講習 再講習
受講者 開催数 受講者 開催数 受講者 開催数
数 数 数

15 年度 1,215名 28回 545名 8回 10,221 107回
名

14 年度 1,317名 28回 239名 10回 13,270 126回
名
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Ｅ．その他業務 Ｅ．その他業務 Ｅ．その他の業務 Ｅ．その他の業務
１．標準化関係業務

１．標準化関係業務 (1)標準化に向けた調査研究は、 １．標準化関係業務 １．標準化関係業務 能
・平成 年度に中期目標を達成環境対応、高齢者及び障害者 原則として筑波技術センターを活 (1)標準化に向けた調査研究は、 (1) 動 A+ 14

生 型 したことに伴い、中期計画の変対応等特定の公共目的達成のた 用し、独立行政法人産業技術総合 国の標準化戦略に沿ったテーマを ①高分子材料の破壊挙動判別手法の標準化
10 20めに、標準化に向けた調査研究 研究所、大学又は産業界等との共 選定し、原則として筑波技術セン ・ （13年度～15年度、国委託事業） 更手続を行い、 件以上を

16 4を行うとともに、所要の研究開 同研究や協力連携により行う。 ターを活用することとし、以下の 福 件以上に改めた（平成 年
○『薄肉材料の破壊じん性試験方法（仮称 』の開発 月 日認可 。発等を行うことにより１０件以 テーマについて独立行政法人産業 ） ）1

15 4上の国家標準（ＪＩＳ）原案又 技術総合研究所、大学又は産業界 破壊仕事量から破壊じん性値を算出するＥＷＦ 法を適用し ・平成 年度はＪＩＳ案等を＊１

た試験方法を開発し、規格素案を国内審議団体（日本プラスチッ 件作成した。内３件は、短期間は標準情報（ＴＲ）原案の作成 等との共同研究や協力連携により
ク工業連盟）を通じ、ISO/TC61（プラスチック）/SC2（機械的性 で作成され、当初計画を２倍にを行う。また、各分野における 実施する。
質）事務局に新規業務項目として提案した。ISO/TC61/SC2におい 変更した計画と比較しても極め・高分子材料の破壊挙動判別手法
て国際投票され、その結果を受け、１５年９月のISO/TC61年次会 て順調に進捗しており、高く評国際標準化活動に参画する。 の標準化
議において ISO/TC61/SC2/WG7 疲労及び破壊靱性 で審議され 価できる。・繊維製品中の染料によるアレル 、 （ ） 、
ISO/TC61/SC2における決議としてCD に進めることが満場一致で ・平成 ・ 年度に作成されたギー性接触皮膚炎の原因物質分析 ＊2 13 14
決まった。 ＪＩＳ案等 件のうち 件が方法の標準化 12 8
ＩＳＯへの提案に係る投票の結果は、これまで各国の有力者を ＪＩＳ等になっており、残りの・電波吸収材料の電波吸収特性の

訪問し粘り強く理解を求めたこと、これまでに取得した試験結果 件も手続中等作業は進行し試験評価方法の標準化 4
を破壊情報のデータベース化を行い、インターネットで公開し日 て、高い成果を上げているのと・金属系材料の腐食・疲労試験法
本の十分な知見実績を示したことの努力が功を奏したものであ 同様に、国際標準化機構（ＩＳの標準化
る。このデータベースは、高分子材料の破壊事故解析及び製品設 Ｏ）の規格原案作成の場である・高周波領域の基準聴覚特性の標
計時の材料選択にも役立てることができるものである。 ワーキンググループにＮＩＴＥ準化

が収集したデータ等を基に積極・有効視野と視認性評価方法の標
試験方法の妥当性や信頼性に関し、ＡＢＳ材料を用いて試験片 的に提案を行い、採用されると準化

を作製し、確認試験を行った。また、13機関(国内9海外4）に対 いう成果をあげており、評価で・生体親和性インプラント材料の
しラウンドロビンテスト（第１回）への参加をNITEが積極的に呼 きる。テクノロジーアセスメント技術の
びかけ、実施した。 ・国際標準化への積極的な活動開発

は、日本にとって極めて重要、
１５年度においては、以下の海外活動を行った。 ＩＳＯ／ＴＣ６１で規格原案作

・薄肉材料の破壊じん性試験方法（仮称）の新規業務項目提案書 成のプロジェクトリーダーに
に「調整の必要のある機関」として記載したESIS（欧州構造物 なったことを評価する。
健全性協会）のTC4会議に15年5月下旬に初めて参加し、積極的
に調整活動を行った。

今後、確認試験のデータ及びＩＳＯメンバーからのコメント等
規格審議を進行させてい今後の課題をとりまとめるとともに、

く。

○『耐傷性評価方法（仮称 』の開発）
傷を評価するため統一的傷の付け方の試験法を開発し、規格素

案を国内審議団体（日本プラスチック工業連盟）を通じ、ISO/TC
61（プラスチック）/SC2（機械的性質）事務局に新規業務項目と
して提案した。ISO/TC61/SC2において国際投票が実施され、その

、 （ ） 、結果を受け ISO/TC61/SC2/WG2 硬度及び表面特性 で審議され
ISO/TC61/SC2における決議としてWD に進めることが満場一致で＊3

決まった。
ＩＳＯへの提案に係る投票の結果は、１４年度以降各国の有力

者を訪問するなど粘り強く理解を求めたことの努力が功を奏した
ものである。

１５年度は、試験方法の妥当性や信頼性に関する各国からのコ
メントに対応するため、複数の材種及びグレードの材料試験片を
作製し、耐傷性評価の確認試験を行った。

１５年度においては、以下の海外活動を行った。
・ANTEC 年次会議 に参加し、耐傷性評価試験方法（仮称）に＊４

ついて当該調査研究の成果の一部について発表を行い、評価方
法について、理解を得ることができた。

・耐傷性評価方法（仮称）に関連し、ＩＳＯの今後の審議に対し
て大きな影響を与えるスクラッチビヘイビアーコンソーシアム
（米国企業が会員）に参加し、会員メンバーとの協調関係を築
いた。

今後、当該確認試験のデータ及びＩＳＯメンバーからのコメン
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規格審議を進行させト等今後の課題をとりまとめるとともに、
ていく予定である。

*1：Essential Work of Fractureの略。
*2：Committee Draft(委員会原案)。国際規格(ISO)の委員会段階（各国代表
団体からのコメントを検討する主要な段階でWDの次のステップ）での
原案。

*3：Working Draft(作業原案)。国際規格（ISO）の作成段階（各国の専門家
が協力しワーキングで作成作業を進める段階）での原案。

*4：２万５千人以上が会員となっている世界最大級のプラスチックに関する
包括的学会であるSPE（Society of Plastics Engineers, Inc.）が主催
する年次会議 ( Annual Technical Conference)

②繊維製品中の染料によるアレルギー性接触皮膚炎の原因物質
（13年度～15年度、国委託事業）分析方法の標準化

アレルギー性接触皮膚炎の原因染料を検出するため、分析方法
を開発及び検出した染料とアレルギー原因染料との照合方法（ス
ペクトルデータ集、３５０種類、１５００スペクトル）を作成し
た。
開発した方法をアレルギー性接触皮膚炎を発症させた衣料品に

適用し、原因染料を特定した。原因染料のアレルギー発症のメカ
ニズムを動物実験 の結果とともに検討し、化学構造的特徴 を＊１ ＊２

判明させた。
これらの成果を基に、１５年１２月に開発分析方法のＩＳＯ化

に向けて国内審議団体（ 社）繊維評価技術協議会）を通じ、ISO（
/TC38（繊維）総会に規格化を打診し、新規作業項目提案の了承
が得られた。
１６年度にISO規格案を作成し、ISO/TC38国内事務局宛に提出

する予定である。

*1：モルモットを用いた動物実験（名古屋大学医学部が実施 。染料特有の）
化学構造がどのようにアレルギー反応を示すか実験。

*2：アレルギーを発症させる染料の化学構造が分散染料特有の化学構造（ア
ミノエチル基誘導体）にあることを分析技術及び人、動物の結果を融合
させて判明させた。

（参考）
環境意識が高いドイツの有名スポーツ用品メーカーは、自社で

製造しているスポーツウエアに対してアレルギー誘発性染料を使
用しないことを検討しており、同メーカーがこれまでアレルギー
誘発性染料とは考えていなかった染料がＮＩＴＥが行った学会発
表で紹介されていたため、前述のメーカーと関係の深いドイツの
世界的な化学・染料メーカーの日本法人から、根拠となっている
当該事業の報告書及び概要が知りたい旨について問い合わせが
あった。当該事業の報告書は、初年度版がＮＥＤＯより配布され
ている旨連絡し、簡単な内容説明及び公表されている論文等を送
付した。

③電波吸収材料の電波吸収特性の試験評価方法の標準化
13年度～15年度 （財）ﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸｽｾﾝﾀｰ再委託事業）（ 、
１４年度に実施した測定精度を評価するための追加調査を行う

とともに、評価を可能とする測定環境、測定条件を調査した。
１５年度、これらをとりまとめ、技術委員会に報告するととも

に委託元へ年度報告書を提出した。

④金属系材料の腐食・疲労試験法の標準化
13年度～15年度）（
１４年度に引き続き、股関節の内転モーメントを考慮してねじ

り力を加味した疲労試験を実施するとともに１５年度はＩＳＯに
規定されているインプラント材料から高窒素ステンレス鋼やCo-C
r加工材に関して疲労データを取得した。
また、人体への影響が少ない材料が求められることから、バナ

ジウム及びニッケルについて、数種類の貪食細胞から性質や培養
条件を考慮して選定した貪食細胞系細胞 を用い金属イオンの＊１

影響を調べる工夫を行った。これにより疑似体液中への溶出金属
量データを取得するとともに、バナジウム及びニッケル溶液中で
貪食細胞から放出される一酸化窒素量及び相対細胞増殖率につい
てのデータを取得した。
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これまでに取得した疲労特性データをとりまとめ 「金属系生、
体材料の疲労試験方法」を作成した。１６年度以降にＪＩＳ原案
作成委員会において審議を開始する予定である。

*1：貪食細胞系細胞とは、異物・老廃物などの清掃、免疫の補助作用、そ
れに伴う化学物質の分泌を行う細胞(ex.マクロファージ）

⑤高周波領域の基準聴覚特性の標準化
13年度～15年度）（
１４年度は（１８才～２４才）の若年者、延べ１０４名を対象

として高周波音の最小閾値を測定したが、１５年度は（１５才～
１７才）の高校生３２名を対象とした最小閾値を測定し（１８才

） 。～２４才 の若年者２８名の感覚量に関する聴取実験を実施した
３月までに延べ９５名のデータを収集した。
これまでの聴取実験データを分析・整理し 「高周波騒音の評、

価方法」 １６年度以降にＪＩＳ原案作成委員にとりまとめた。
会において審議を開始する予定である。
また、従来人間は20kHzまでの周波数の音が聞けると言われて

いたが、これまでの取得したデータから、20～24kHzの音も聞こ
えることが判明した。
１６年度に、業界に対し、20～24kHzの高音に対しても配慮が

必要である旨を公表する予定である。

（参考）以下の製品事例がある。
・害虫、害獣（鼠等）の超音波による駆除装置からは20kHz付近の音も発生
している。
・電気製品等の発生する高周波ノイズは、20kHz以下では発生しないよう配慮
されている。

⑥有効視野と視認性評価方法の標準化
14年度～16年度）（
１５年度は、１４年度に行った約２０名の被験者予備実験結果

を基に、実験手順の迅速及び安定した刺激提示のために、指標と
背景を同一画面に提示する改良を行う工夫をし、本実験での、試
験機器、試験方法、収集データを決定した。
高齢者５２名、若齢者４６名、計９８名に対して光検出視野実

験、コントラスト検出視野実験を実施しデータを収集した。
１６年度も引き続きデータを収集し、評価方法をとりまとめる

予定である。

⑦生体親和性インプラント材料のテクノロジーアセスメント Ｔ（
Ａ）技術の開発
14年度～18年度、ＮＥＤＯ委託事業）（
１４年度に引き続き、整形外科系インプラント及び血管系イン

プラントに関係する症例報告を産業技術総合研究所と協力して調
査し、主にインプラントの破損時期、破損箇所等インプラントの
不具合に関する因子を抽出し１５年度に約１５０症例（１４年度
は約５０症例）調査・解析した。
なお、１６年度末までに累計で１０００症例以上調査を行う予

定である。
これら症例調査結果及び関連するＪＩＳ、ＡＳＴＭ 、ＩＳ＊１

Ｏの規格から骨プレート 、ＣＨＳ 、髄内釘 、人工骨頭 に＊2 ＊3 ＊4 ＊5

関して試験項目・方法及び試験条件を選定し、１４年度に整備し
た寿命性能評価試験装置を用い、産業技術総合研究所と協力し試
験を実施した。また、１５年度人工骨頭及びステントグラフトの
寿命評価するため加速耐久性評価装置を導入し、治具を設計・開
発した。
市販されている人工骨頭及び人工関節ステム部などに加工され

る２種類のチタン合金の表面改質層の材料特性については産業技
＊6術総合研究所と協力しデータ取得を終了した。また、ステント

及びステントグラフト に使用されるNi-Ti合金について溶出試＊7

験片を作成しており、１７年３月末までにニッケルの溶出特性及
び劣化特性を解析する予定である。
整形外科系インプラント及び血管系インプラントの製造事業

者、医師、学識経験者等で構成した「技術開発委員会」を２回開
催し、これらの調査結果について検討を行い、１５年度後期から
の実施計画について委員会で承認された。
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*1：American Society for Testing and Materials（材料試験協会規格）
*2：骨折部を切開し、直接骨を固定するために使用されるインプラント
*3：Compression Hip Screwの略。バレルを持ったプレートとラグスク

リューで構成される。主に大腿骨転子部の骨折固定に使用されるイン
プラント。

*4：骨折部を切開せずに、骨髄内に円筒状の金属釘を入れて骨折部を固定
するために使用されるインプラント。

*5：関節部の修復のために使用されるインプラント
*6：狭窄した血管の血流を確保するために使用されるインプラント。
*7：ステントの外側又は内側を人工血管で覆ったインプラント。

⑧揮発性有機化合物測定方法の調査及び検討
（15年度）
室内空気汚染物質の試験方法に関する標準化調査研究委員会

（ＪＩＳ原案作成委員会）から技術協力の要請があり、揮発性有
機化合物 の室内環境中の測定方法に関するＪＩＳ原案（ISO 1＊１

6017-2対応）審議に反映することを目的に、国内で流通している
サンプラーとＩＳＯ例示サンプラーについて性能調査・比較検証
を行って拡散取り込み速度、測定濃度範囲、測定環境の精度影響
の技術データを取得した。
これらの調査及び検討結果を報告書に取りまとめるとともに、

ＪＩＳ解説素案を作成し、ＪＩＳ原案作成委員会（事務局：(財)
建材試験センター）に提供した。

*1：室内汚染物質のひとつで、空中に放散しやすい物質の総称（＝ＶＯＣ
（volatile organic compounds 。施工用の接着剤やペンキ、油性ニス））
などに含まれ、特有の臭いがあり、過剰に吸い込むと化学物質過敏症

。を起こすこともある

⑨視覚障害者用誘導ブロック等に係る色・コントラストその他関
連品質事項の標準化に向けての基礎調査
JIS T 9251:2001 （視覚障害者誘導用ブロック等の突起の形

状・寸法及びその配列 ）の定期見直しに向け、制定当時課題と
されていた視認性の規定化について、経済産業省からの要請によ
り、以下に掲げる関係団体等への重点化すべき評価項目の聞き取
り調査を実施し、全ての機関から見直しの必要があるとの意見が
あった。また、海外の規格動向についても調査を行った。この調
査結果を踏まえ１６年度以降の標準化に向けた調査研究を行う予
定である。

・政府関係機関（省庁、地方自治体、財団法人、大学等）２４
カ所

・視覚障害者団体等（団体、協会、病院、シンクタンク）５カ
所

、 。(2)調査研究により得られた試験 昨年度までに実施した調査研(2) (2)これまでにＪＩＳ案等を作成し提案した件数は 次のとおり
（参考資料E-1-(1)）評価方法等の成果から１０件以上 究により得られた試験評価方法等

１５年度： ４件の国家標準（ＪＩＳ）案又は標準 の成果を基に 国家標準 ＪＩＳ、 （ ）
１４年度： ６件情報 ＴＲ 案を作成し提案する 案又は標準情報（ＴＲ）案を作成（ ） 。
１３年度： ６件また 当該案がＪＩＳ ＴＲになっ し、２件以上を提案する。、 、

合計：１６件（中期目標１０件以上）た後には、随時内容の見直しを行
う。

１５年度において提案又は提案予定のＪＩＳ案等は以下のとお
りである。また、これまでに提案等を行ったＪＩＳ案等のうち、
１５年度において５件が制定された （参考資料E-1-(2)）。

①TS案「骨組織の薄切標本の作製方法」
１３年度に実施した産業技術総合研究所との共同研究「骨内

埋入金属試料の観察方法に関する標準情報」により得られた成
TS案１件「骨組織の薄切標本の作製方法 （１果を基に作成した 」

） 、４年度～１５年度にデータ追加等の素案の精査・検討を実施 を
案した。

②JIS案「繊維製品の防汚性試験方法」
１１年度～１２年度に実施した調査研究の成果「繊維製品の防

汚性（汚れの付きにくさ）試験方法（案 」を（社）繊維評価技）
術協議会の日本規格協会再委託事業「防汚加工製品の試験評価方
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法の標準化 （１３年度～１４年度）における「防汚加工製品の」
」 。試験評価方法の標準化調査研究委員会 に提供したところである

NITE案は、一部修正されたものの本調査研究委員会（NITEは委
員として参画し技術的助言）においてＪＩＳ素案としてまとめら
れ、１５年度に同協議会が設置したＪＩＳ原案作成委員会に提出
された。ＮＩＴＥは原案作成者として、同委員会で承認されたＪ
ＩＳ原案を１６年３月に同協議会とともに日本規格協会に提出し
た。

"Plastics - Determination of scratch③AWI/19252
（ 、「 （ ）」properties"＊１ １４年度において 耐傷性評価方法 仮称

と報告していたもの）
１３年度～１５年度に実施した調査研究の成果を元に作成した

規格案「耐傷性評価方法（仮称 」を1SO/TC61（プラスチック）/）
SC2（機械的性質）事務局に新規業務項目として提案し、１５年
９月のISO/TC61年次会議において審議の結果上記項目番号を得
た。

*1：AWI：Approved Work Item (承認済み新作業項目)。国際規格（ISO）の
作成段階での開始時点の原案。

"Plastics - Determination of fracture toug④WD/18874
hness under plane stress state condition (w ) - Essene

１４年度において 「薄肉材tial work of fracture (EWF)"（ 、
料の破壊じん性試験方法（仮称 」と報告していたもの））
１３年度～１５年度に実施した調査研究の成果を元に作成した

規格案 薄肉材料の破壊じん性試験方法 仮称 を1SO/TC61 プ「 （ ）」 （
ラスチック）/SC2（機械的性質）事務局に新規業務項目として提
案し、１５年９月のISO/TC61年次会議において審議の結果上記項
目番号を得た。

(3)各分野の国際標準化活動に参 (3)これまで得られた専門的知見 これまで得られた専門的知見を基に現在以下の事項につい(3)
画する。 を基に国際標準化機構（ＩＳＯ） て、国際標準化機構（ＩＳＯ）等の各種委員会に積極的に参画

（参考資料E-1-(3)）のプラスチック分野(TC61)及びリ するなどした。
ハビリテーション機器分野(TC17

リハビリテーション機器システム）関係活動3)の各種委員会に積極的に参画 ①ISO/TC173（
し、国際標準化活動を推進する。 ・１５年６月にストックホルムで開催されたISO/TC173/WG1に参

「つえ先ゴムの摩擦抵抗試験方法」を日本から提出した加し、
ところ 「歩行補助具全般に係る先ゴムの摩擦抵抗試験を含む、
試験規格素案」を日本から提案することが決定し、ＮＩＴＥが
その試験方法案を作成することとなった。

ISO/T・これまでの活動実績が認められ、１５年１０月からは、
エキスパートとして参画した。C173/WG1に

② プラスチック）関係活動ISO/TC61（
○ISO/TC61年次会議（オランダ開催、15年9月27日～10月3日）に
（特にISO/TC61/SC2/WG2についてはDelegate として）参加し＊１

た 「高分子材料の破壊挙動判別手法の標準化」の成果として、。
日本からISO/TC61/SC2事務局に２規格案をＮＩＴＥ職員がプロ
ジェクトリーダーとなって提案を行っていたところ、同会議にお
いて各ＷＧで審議されそれぞれＷＤ，ＣＤに進めることが満場一
致で決まった （参考資料E-1-(4)）。
*1：Delegate（デリゲート）とは、WGにおける代表者（ISO/TC61日本代表団

の場合 。予め国内審議委員会における指名により他の日本からの参加者と区）
別され、そのWGにおける審議について日本としての対応を一任された者。

③IEC/TC89（耐火性試験）関係活動
IEC/TC89国際会議に参加し、同WG12（試験炎と耐熱性）会議・
に将来的な標準化の業務項目候補として非接炎による着火時間
測定方法の概要資料を提出し、NITE職員がTC89会議でその説明
を行った。
なお、この試験方法は電気製品の火災事故などの原因究明に

「 」活用する ふく射熱による着火に必要なエネルギーの測定方法
に関する予備調査の成果をもとにしたものである。

④ 国際事務局の引き受けISO/TC173/WG7/
年 月の 総会にいて、 （歩行者領域15 11 ISO/TC173 TC173/WG7



- 45 -

における視覚障害者誘導のための設備と方法）のコンビーナーを
徳島大学末田統教授が、国際事務局を機構が引き受けることと
なった。機構は、平成１３年度に制定された視覚障害者誘導用ブ
ロックの のための調査研究を行っており、その知見と技術力JIS
を事務局運営に活かすこととこととしたもの。この では、WG
当該 をベースとして国際規格案ほか１件が審議される見込JIS
み。 年度は、 提案 に向けて各国エキスパートとの意見15 PWI ※２

交換活動 年 月：欧州各国 月：北米各国 をコンビーナー（ 、 ）16 2 3
とともに精力的に行った （参考資料 －１－( )）。 E 5
※２： ： （予備業務項目 。国際規格作成のためのPWI Preliminary Work Item ）

予備段階。

適 受２．情報技術（ＩＴ）セキュリ ２ 情報技術 ＩＴ セキュリティ ２ 情報技術 ＩＴ セキュリティ ２．情報技術（ＩＴ）セキュリティ関係業務． （ ） ． （ ）
Aティ関係業務 関係業務 関係業務 評 動

型 - ・国際基準・指針に基づいて認国からの委託により、ＩＴ製 (1)ＪＮＬＡ及びＪＣＳＳの運営 (1)国際基準・指針に整合するよ (1)
定・認証業務を的確に実施して品の政府調達に関する評価プロ 経験を活用して国際基準・指針に うに構築されたＩＴセキュリティ ①品質システム文書について、ＣＣＲＡへの加盟に伴い全体の
いる。グラムを国際的に整合させつつ 整合したＩＴセキュリティ評価プ 評価プログラムを運営するととも 整合性を図ること、また評価機関の行う評価業務の範囲の拡充

・ＣＣＲＡ（コモンクライテリア構築・運営する。 ログラムを構築して、運営する。 に適宜見直しを行い、必要に応じ 等の必要性から、１５年１０月にその一部の改訂を行った。
承認アレンジメント）の供給署て品質システム文書を改訂する。 ②認証プログラムの委員会の開催

・運営委員会 ２回 名者として加盟が認められた。
・評定委員会 ５回 これは、今後の我が国 製品IT

の国際競争力を高めると期待で③セミナ－の開催
４ き、また、ＮＩＴＥの認証業務・ＩＴセキュリティ評価及び認証制度に係るセミナ－ 回
３ の信頼性が国際的にも高く認め・ＳＴセミナ－ 回

られたことであり、高く評価で
きる。

(2)コモンクライテリア承認アレ ＩＴ製品のセキュリティ評 (2)(2)
15年度 14年度 13年度ンジメント（ＣＣＲＡ ）に関す 価・認証及びＳＴ確認に際して注

１０件 １９件 ２件る国際会議に出席する。 は、必要に応じてＩＴセキュリ ＳＴ確認申請件数
確認書の交付件数 ６件 ３件 ０件注：コモンクライテリア承認アレンジ ティに関する外部専門家を機動的
認証申請件数 １７件 ６件 ２件メント（ＣＣＲＡ）とは、１９９８年１ に活用するとともに、認証のため
認証書の交付件数 ５件 ２件 ０件０月、米英仏独加によって合意された相 の評価について情報処理振興事業
認定申請件数 ０件 ３件 ２件互承認アレンジメントであり、ISO/IEC－ 協会を積極的に活用する。
認定件数 ２件 ２件 ０件１５４０８（情報セキュリティの評価基

準）に基づいて評価されたＩＴ製品のセ
上記の認証業務の実施に際し、認証のための評価に情報処理振キュリティ評価結果を認証し、貿易上の

興事業協会（現：情報処理推進機構）の調査員（延べ７名）を活障害の排除を図るもの。
用するとともに、当センタ－情報セキュリティ室の技術専門職員
を活用し、認証レビュ－、認証報告書の作成等、認証業務の適切
な実施を図った。

(3) (3)ＣＣＲＡに関わる国際会議への参加コモンクライテリアに係る認
・国際コモンクライテリア会議証機関の全ての関係者が参加する

１回／３名国際コモンクライテリア会議（Ｉ
・コモンクライテリア技術検討委員会ＣＣＣ） 、コモンクライテリア注１）

２回／２名承認アレンジメント（ＣＣＲＡ）
上記の会議に出席し、ＣＣＲＡに供給署名者として加盟するた注２）に係る管理委員会及び関連会

めの、コモンクライテリア技術検討委員会と併せて行われたＣＣ合に委員として参加し、今年度に
ＲＡ・ＥＳ（管理委員会執行分科会）において、また再三にわたＣＣＲＡの供給署名者として加盟
る文書による加盟のためのシャドウテストの早期の実施要請をするための情報収集等を行う。
行ってきた。注１：ＩＣＣＣ（国際コモンクラ
その結果、１４年度に経済産業省及びＮＩＴＥが加盟の意志をイテリア会議 とは ＣＣＲＡ コ） 、 （

表明して以来、概ね１年を要したが、１５年６月２３から７月４モンクライテリア承認アレンジメ
日までの間、ＣＣＲＡから派遣された審査員２名（独、加）の審ント）に加盟する認証機関が主催
査を受け、その結果がＣＣＲＡ管理委員会において認められ、経する議題をコモンクライテリアに
済産業省商務情報政策局長及びＮＩＴＥ適合性評価センタ－所長限定した国際会議。
の連名による署名が行われ、１５年１０月３１日付けで正式に加注２：ＣＣＲＡ（コモンクライテ
盟が承認された。リア承認アレンジメント）とは、

１９９８年１０月、米英仏独加に
※ なお、ＣＣＲＡ管理委員会は１０月に１回開催されたが、Ｎよって合意された相互承認アレン
ＩＴＥのＣＣＲＡ加盟に係る審議であり出席できなかったためジメントであり、国際基準に基づ
関連会合のみに参加した。いてセキュリティ評価されたＩＴ

製品の評価結果を認証し、貿易上
参考：１６年４月より認証に関する業務を独立行政法人情報処理の障害の排除を図るもの。

（ ） 。推進機構に移管予定 認定に関する業務は引き続き実施 である
（参考資料Ｅ－２－（１ ））
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（参考資料Ｅ－２・３－（２ ））

受３．依頼試験評価業務 ３．依頼試験評価業務 ３．依頼試験評価業務 ３．依頼試験評価業務
適 (1)容量分析用標準物質の依頼検査は、外観検査１０件、品質検 動 ・依頼試験業務を的確に実施して機構の能力を活かし、民間で 機構の能力を活かし、民間での (1)容量分析用標準物質の依頼検 A
評 査１５件を実施した。認証書の発行申請は、４４件（ 枚） 型 いる。の実施が困難な依頼試験・評価 実施が困難な試験・評価を依頼に 査 9,841

あった。 ・情報家電製品に関する製品評価を適切に実施する。 応じて適切に実施する。 依頼に応じて日本工業規格（JI
また、純度確定に必要な基準物質の再設定のための測定は、継 指標の策定等に関する経済産業S K 8005）に規定する容量分析用

続していた２物質（よう素酸ｶﾘｳﾑ、しゅう酸ﾅﾄﾘｳﾑ）について終 省からの緊急の要請に対して、標準物質の検査を実施する また。 、
了した。 短期間で実施体制を整備し、企検査に必要な基準物質について

画書をとりまとめ高い成果を出は、精密電量滴定等により純度の
外観検査 品質検査 認証書の発行 したことは、高く評価できる。再設定を継続して行う。

１５年度 １０件 １５件 枚 ・中国向け輸出化粧品原料等品質注：ＪＩＳ Ｋ ８００５におい 9,841
１４年度 １８件 １３件 10,619枚 証明確認業務は、初年度の赤字て容量分析用標準物質の検査は、
１３年度 ８件 ６件 5,337枚 解消に時間がかかりそうである機構が保有する基準物質を用いて

が、申請件数が当初想定より行うこととされている。
減っていることに対応し、業務

生 実施体制を見直し、単年度ベー(2)登山用ロープの依頼試験 (2)登山用ロープの依頼試験
・ １１事業者からの依頼があり、消費生活用製品安全法に規定 スでは収支が均衡する体制を整依頼に応じて消費生活用製品安

。（ ）全法に規定する適合性検査に係る 福 する適合性検査に係る登山用ロープ等の試験を１０６件実施し えたことは評価できる 再掲
た。登山用ロープの試験を実施する。

注：登山用ロープは、消費生活用
依頼試験実施件数製品安全法の特定製品として販売

15年度 １０６件するに際し事業者による基準適合
14年度 ４９件が義務づけられているが、民間に
13年度 ９２件おいて基準適合を確認するための

試験設備がないため、機構が民間
からの依頼試験として実施するも

(3)中国向け輸出化粧品原料等品質証明確認業務（再掲）の。
（本業務は中期計画上定められていない行政サービス業務）
○業務の概要
中国向け輸出用化粧品原料等について、輸出者がBSEの危険性

がないことを自己証明した申請書類を審査し、経済産業省製造産
業局長の定めた品質証明確認基準に適合したものに 「品質証明、
確認書」を交付する。(１４年１０月から業務開始)

○２１７件の確認書を交付し、輸出取引の円滑化に貢献した。
また、業務開始当初に想定した確認原料数より減少しているな

か、申請状況を勘案し、適時に業務実施体制の見直しを図った。
（参考資料Ｅ－３－（１ ））

(注2)品質証明確認申請 ：２１２件 （14年度 88件）
品質証明確認書交付：２１７件 （ 同 77件）(注1)

確認原料数（延べ数）
・化粧品原料 ：２０７原料 （ 同 145原料）
・化粧品完成品 ：１９０原料 （ 同 113原料）

注 1：確認書交付217件の内訳
14年度に申請受理し、15年度に交付したもの11件(＝88－77)と
15年度に申請受理した212件の内、１６年３月末までに交付した
もの206件の合計数。

注 2：１４年度の実績は、業務を開始した14年10月から15年3月末まで
の6ヶ月間のものである。

(4)情報家電協調基盤整備事業（情報家電製品に関する製品評価
指標の試作及び実証実験企画書の作成）
１５年１１月、経済産業省から、情報家電の普及を目的とし

た事業推進のため、中立的な第３者機関としてのＮＩＴＥに事
業参画への緊急かつ強い要請があった。

、 、ＮＩＴＥは 当該事業のうち｢情報家電の相互接続性・運用性
信頼性等についての状況調査及び公表～情報家電コンシューマ
レポートの作成・公表｣の一環として 「情報家電製品に関する、
製品評価指標の試作及び実証実験企画書の作成」を行うことと
し、準備期間約１ヶ月の短期間で実施体制を整えるとともに事
業の実施計画を策定した。１５年度は、潜在的な消費者ニーズ
から導出される評価指標、適切性等を検証できる実証実験の企
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画書をとりまとめることとして、１５年１２月から事業を開始
し、一部を外部へ委託しつつ、１６年３月にその結果を経済産
業省へ報告した。

(5) 依頼に基づく試験事業者・校正事業者の認定
事業者からの依頼に基づく試験事業者・校正事業者を次のとお

り認定した。
① ＪＮＬＡ以外の試験事業者の認定

１５年度 １４年度 １３年度
認定申請件数 ０件 ４件 ９件
認定件数 １件 ３件 ９件

② ＪＣＳＳ以外の校正事業者の認定
－国家計量標準機関の認定－

１５年度 １４年度 １３年度
認定申請件数 ８件 １０件 ３件
認定件数 １１件 ６件 ０件
－国家計量標準機関以外の校正事業者の認定－

１５年度 １４年度 １３年度
認定申請件数 ２件 ０件 ０件
認定件数 ０件 ０件 ０件

また、ＩＬＡＣ／ＡＰＬＡＣ署名の認定機関からの依頼に基づ
く外国の校正事業者（国家計量標準機関）の認定審査のための技
術協力を行った。
（参考資料Ｅ－２・３－（２ ））

能Ⅱ．業務運営の効率化に関する Ⅰ．業務運営の効率化に関する目 Ⅰ．業務運営の効率化に関する目 Ⅰ．業務運営の効率化に関する目標を達成するために取るべき
A MLAP事項 標を達成するために取るべき措置 標を達成するために取るべき措置 措置 動 ・年度間の変動が激しい

型 等を除いた継続事業について
は、効率化の努力により平均で１．期初において実施している 以下のような措置を講ずること
前年度比１．６％の業務経費の業務については、業務の効率化 により、期初において実施してい
削減を行ったことは評価できを進め、中期目標の期間中、平 る業務について業務の効率化を進
る。均で前年度比１％の業務経費の め、中期目標の期間中、平均で前
また、事業が本格化しつつある効率化を行う。 年度比１％の業務経費の効率化を
ＢＲＣ事業等の拡大している事２．一方、期中に新たに発生又 行うとともに、期中に新たに発生
業においても効率的に業務を実は業務量の増加が見込まれる生 又は増加が見込まれる業務による
施することにより、費用増を最物遺伝資源に係る業務、化学物 運営費交付金の増大の抑制を図
小限に抑制した。質排出把握管理促進法関連業務 る。、

・外部環境などの要因による変動認定関係業務及び標準物質関係
の大きい事業や、重点投資によ業務については、１．の業務の
る経費増加事業を除いて、継続効率化による資金を充当すると
型事業においての達成度でみるともに、外部機関との協力・連
ならば、いわゆる「自然減（事携等による業務の効率的運用に
業そのものの縮小や対応件数なより運営費交付金の増大の抑制
どの減少 」によって経費が減に努める。 ）
少した分を差し引いた評価も必
要である。逆に、事業規模・作
業量が大幅に増加しているにも
かかわらず経費節減を果たした
部分についてはもっとアピール
されてはどうか？（→この評価
部分が大きいと考えたことを
もってＡとしたい）

能１．共同研究等外部機関との協 １．共同研究等外部機関との協 １．共同研究等外部機関との協力・連携の推進
動 ・共同研究（ 件）を積極的に力・連携の推進 力・連携の推進 A 20

バ ①バイオテクノロジー分野 型 実施し、業務の効率化・加速化独立行政法人産業技術総合研究 (1)バイオテクノロジー分野にお
イ 【生物遺伝資源の収集、保存、提供に関する共同研究等】 を図っており、評価できる。所等の公的試験研究機関、大学及 いて、試験研究機関、大学及び民
オ ・情報化の推進により事務経費等び民間企業との間で適切な役割分 間企業との共同研究によって効率 以下の事業について共同研究等を実施している。

の節減に努めており評価でき担の下に共同研究その他の協力・ 的な業務運営を行うとともに、生 ①タンパク質機能解析プロジェクト ： (社)バイオ産業情報
る。特に、平成 年度より本連携、共同研究施設の活用などを 物遺伝資源に係る情報の高付加価 化コンソーシアム（ＪＢＩＣ） 15
格的に運用を開始したテレビ会進め 業務の促進と効率化を図る 値化を図る。 ②遺伝子組換え体の産業利用におけるリスク管理に関する研、 。
議システムは、積極的に活用に究プロジェクト： 財団法人バイオインダストリー協会 ＪＢＡ（ ）
より旅費換算で約 万円の③ゲノム情報に基づいた未知微生物遺伝資源ライブラリーの 1,600
経費節減となり、約 万円構築プロジェクト： 山之内製薬(株)、味の素(株)、メルシャン 1,000
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の導入費用を上回っただけでな(株)、環境エンジニアリング(株)
4,800④メタン発酵を行う複合微生物集団（汚泥）の保存技術開発： く 移動に要する時間が約、

１５年度から新たに開始。東京大学及び鹿島建設株式会社 時間削減される等大きな成果を
⑤バイオ人材育成システム開発事業に係る教材作成等（経済産 あげており、高く評価できる。

業省委託事業 ：株式会社ダイヤリサーチマーテックからの委託 ・研究開発型の事業については、）
をうけて、１５年度新たに実施した。玉川大学との協力・連携に ＮＩＴＥの主導性について検討
より、バイオ関連人材の育成に必要なカリキュラム及び教材の作 が必要。
成を行い、講義を行うとともに、その内容の実証を行った （１。
５年度で完了）

【生物遺伝資源の高付加価値化に関する共同研究等】
以下の事業について共同研究を実施している。

（ゲノム解析）
①ブドウ球菌： 順天堂大学
②麹菌： 財団法人日本醸造協会を中心としたコンソーシアム
(※１)

③ブレビバチルス属細菌： 東京農業大学等
④磁性細菌： 東京農工大学
⑤生物機能活用型循環産業創造プログラム（グリーンバイオ
プログラム （ロドコッカス属細菌 ：） ）

財団法人バイオインダストリー協会（ＪＢＡ）
共同研究分担；
ＮＩＴＥ： 全塩基配列の決定等
民間企業等各試験研究機関

： 遺伝子の機能解析
（※１）財団法人日本醸造協会を代表に次の機関が参画。
・企業８社： 協和発酵工業、大関、月桂冠、キッコーマン、ヒゲタ醤油、
アクシオヘリックス、天野エンザイム、インテックウェブアンドゲノム

・大学４大学： 東北大学、東京大学、東京農工大学、名古屋大学
・研究機関３機関：酒類総合研究所、食品総合研究所、産業技術総合研究所
（生物遺伝資源の産業利用促進事業）
⑥微生物酵素触媒を用いた不斉分子製造技術開発の研究：株式
会社日本触媒、京都大学
⑦生物学的手法を利用する光学活性非天然型アミノ酸およびビ
ドロキシカルボン酸の合成ライブラリー構築法の研究：早稲田
大学、チッソ株式会社他４機関
ＲＩＴＥバイオプロセスによる高効率化学品製造に資する⑧

基盤技術要素開発の研究：財団法人地球環境産業技術研究機
構、日本化薬株式会社（１６年３月より開始）

【その他外部機関との連携等に関する実績】
・１５年９月に国際アドバイザリーボードを開催し、ＮＩＴＥの
バイオテクノロジー業務についてアドバイスを得た。

・マリンバイオテクノロジー国際会議２００３のサテライトシン
ポジウムを共催する（１５年９月２６日）とともに、生物遺伝
資源保存施設及び生物遺伝資源開発施設の見学会、ポスター
セッションによる業務の紹介を行うことで国内外の研究者との
意見交換を行った。

化 (2)化学物質管理分野：(2)独立行政法人産業技術総合研
学 化学物質のリスク評価及びリスク評価手法の開発業務において究所及び財団法人化学物質評価研

は、独立行政法人産業技術総合研究所及び財団法人化学物質評価究機構等と共同し、化学物質のリ
注１）スク評価及びリスク評価手法の開 研究機構との連携の下、初期リスク評価及び詳細リスク評価

を実施しており、三者の十分な連携により円滑に業務を遂行する発プロジェクトとして、共同研究
ため、共同研究体を構成し業務の促進と効率化を図った。また、事業を実施する。
本業務のうち、放出シナリオ の作成については、従来から化注２）

学物質のライフサイクルから放出シナリオの研究を行っている東
、 。京大学生産技術研究所と共同研究を行い 業務の効率化を図った

適 ③適合性評価分野：(3)事業者認定関係業務において、
評 (ｱ)認定関係業務独立行政法人産業技術総合研究

関連機関の専門家を外部審査員・技術アドバイザーとして１５所、日本電気計器検定所、財団法
年度に２３名を追加登録し２００名となった。人日本品質保証機構等関連機関の
１５年度は、ＪＮＬＡ、ＪＣＳＳ、ＭＬＡＰの合計で１４６件専門家を外部審査員として機動的

の審査、JIS Q 17025での再評価等のうち８６件（延べ３９０名に活用する。
中１００名：１４年度は延べ５６９名中１７３名）に当該専門家
を活用し、アウトソーシングに努めた。この結果、新規分野や特
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殊分野に対して常勤審査員の新規雇用の抑制が可能となった。

(4) (ｲ）計量標準物質業務について独立行政法人産業技術総合研究所標準物質関係業務において、
との連携して業務を行いつつ、標準物質供給体制の検討を行うＷ独立行政法人産業技術総合研究所
Ｇに参画した。及び財団法人化学物質評価研究機

構と相互に連携して効率的な業務
運営を行うとともに、標準物質供
給体制についての検討を関係機関
等と継続して行い、その結果を業
務運営に反映させる。

生 ④人間生活福祉分野(5)製品安全関係業務において、
・ (ｱ)製品安全関係業務財団法人製品安全協会、地方自治
福 製品安全関係業務における外部機関との１５年度の主な協力・連体の消費生活センター、消防等と

携は以下のとおりである。の協力・連携により迅速かつ効率
的に事故情報の収集を行う。

消費生活セ 消費生活セ 商品テス 成果発表
ンター、消 ンター、消 ト機関ブ
防等との会 防等へのテ ロック会 会
議 スト技術支 議

援
15年度 ９１回 １６１回 ６回 １回
14年度 ９７回 ９１回 ６回 １回
13年度 ８１回 １５７回 －－ －－

生 ⑤その他分野(6)標準化関係業務等において、
・ (ｲ)標準化関係業務独立行政法人産業技術総合研究

所、大学等と適切な役割分担の下 独立行政法人産業技術総合研究所と役割分担を行い調査研究福 ・
に共同研究を行うとともに、同研 を行う共同事業契約を締結することによって、同研究所との共
究所の共同研究施設の活用をする 同利用施設である「くらしとＪＩＳセンター」を活用し、庁舎
こと等により、効率的な業務運営 維持費の節減を図った。また、外部機関との協力・連携を実施

業務の促進を図った。を行う。 し、外部研究者を活用し
（ ）① 産総研との共同金属系材料の腐食・疲労試験法の標準化

高周波領域の基準聴覚特性の標準化 （同上）②
有効視野と視認性評価方法の標準化 （同上）③
生体親和性インプラント材料のテクノロジーアセスメント④

）技術の開発 と協力（産総研との共同・京都大等 ・連携
⑤高分子材料の破壊挙動判別手法の標準化

、 、 ）（山形大学 明治大学 大阪市工研と協力・連携

(7) 適 (7)ＩＴセキュリティ評価・認証業務に係る認証申請については情報技術 ＩＴ セキュリティ（ ）
評 認証のため、ＳＴ確認については確認のため、それぞれについて関係業務において、ＩＴ製品のセ

技術的調査を情報処理振興事業協会(１６年１月５日付け独立行キュリティ評価・認証のための調
政法人情報処理推進機構)の調査要員(延べ７名)に実施させると査及びＳＴ 確認のための調査に注）

ともに、調査が完了したものについては、ＮＩＴＥ情報セキュリついて情報処理振興事業協会を積
ティ室に調査報告書(１５年度４件)を提出させている。極的に活用する。

注：セキュリティ設計仕様のこ
と。( ＳＴ：Security Target )

Ⅴ．その他業務運営に関する重 Ｆ．その他業務運営に関する計画 Ｆ．その他業務運営に関する計画 Ｆ．その他業務運営に関する計画
要事項
１．独立行政法人産業技術総合 １．独立行政法人産業技術総合研 １．独立行政法人産業技術総合研 １．独立行政法人産業技術総合研究所との共同事業生
研究所との共同事業 究所との共同事業 究所との共同事業 中期目標に従い、独立行政法人産業技術総合研究所と共同事・
標準化関係業務等に関する共 標準化関係業務等に関して独立 標準化関係業務等に関して筑波 業契約を締結して役割分担を行い、同研究所との共同利用施設福

同事業等を行う。 行政法人産業技術総合研究所との 技術センターにおいて独立行政法 である「くらしとＪＩＳセンター」において、標準化関係業務
共同研究・共同事業等を行う。 人産業技術総合研究所との共同研 を実施した。

究・共同事業を行う。
（ ）① 産総研との共同金属系材料の腐食・疲労試験法の標準化

高周波領域の基準聴覚特性の標準化 （同上）②
有効視野と視認性評価方法の標準化 （同上）③
生体親和性インプラント材料のテクノロジーアセスメント④

産総研・京都大等との共同・連携）技術の開発 （

Ⅰ．業務運営の効率化に関する目 Ⅰ．業務運営の効率化に関する目 Ⅰ．業務運営の効率化に関する目標を達成するため取るべき措置Ⅱ．業務運営の効率化に関する
標を達成するため取るべき措置 標を達成するため取るべき措置事項

２．情報化の推進 ２．情報化の推進 ２．情報化の推進企
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財務会計システム、文書管理シ (1)画
ステム等の構築・運用による間接 (1)間接事務の軽減化を図るため ①人事システム、 Ｇ
事務負担の軽減化のほか、試験 人事システムに俸給額改定発令機 等級号俸表における枠外号俸者の増加に伴い、給与改定時に
データ等の電子化とＬＡＮシステ 能を追加するとともに、給与シス 行う切替発令が増加してきたため、一括発令機能を開発し、現
ムの導入を推進する。 テムについて再任用制度に対応し 行システムに追加することによって、辞令発令に係る間接事務

た機能追加を行う。 を軽減化した。
１６年度から調整手当の異動補償制度が改定されるため、当

該制度に伴う事務の効率化を目指した機能追加を行った。
、退職金支給率の逓減措置に伴い支給率が毎年更新されるため

支給率管理機能を追加し、退職金支給の効率化を行った。
意に発令できるよう改善し職責発令を所属役職に関わらず任

。発令事務の円滑化を図った

②給与システム
雇用保険料の徴収額の集計・明細表示等の機能を追加したこ

とにより、再任用者に対応した徴収の円滑化を図った。
また、通勤手当算出機能、標準報酬算出機能を追加し通勤手

当支給額計算事務を軽減化した。

③１４年度開発した文書管理システムについて、利用している
職員から利便性に係る要望調査を行い、一覧表示及び権限変更
並びに入力作業を簡略化する機能等、処理手続の簡素化、迅速
化に係る機能の改良を行った。

(2)行政事務及び技術的業務の積 (2)「ＮＩＴＥ－ＬＡＮシステム」のトラブル対応、安定稼働の情
極的、機動的かつ効率的な遂行を ため、システムエンジニア１名の常駐体制をとり、システムを報
目的に、昨年度導入した「ＮＩＴ 停止することなく円滑に運用した。また、ヘルプデスクを設置室
Ｅ-LANシステム」のシステムトラ し、システム利用者からの約８００件の問い合わせ等に対して
ブルを最小限に押さえ、安定的な 迅速に対応した。
稼働、円滑な運用を推進する。
その一手段として情報システム
「 」 、室内に ヘルプデスク を設置し

ネットワークトラブルや利用者か
らの各種問い合わせ等に迅速に対
応出来る体制を整備する。

(3)また、個別業務ＬＡＮとの接 (3)バイオ本部が個別業務で運営管理する「バイオ－ＬＡＮ」で
続における専用回線の二元運用体 使用していた回線（本所－ＮＢＲＣ間：１．５Ｍｂｉｔ／ｓｅ
制を見直し統合することにより、 ｃ、本所－東北支所間：１２８Ｋｂｉｔ／ｓｅｃ）と「ＮＩＴ
通信回線費の削減又は回線速度の Ｅ－ＬＡＮシステム」の専用回線（本所－ＮＢＲＣ間：６Ｍｂ
増強を行いトラフィックに混雑の ｉｔ／ｓｅｃ、本所－東北支所間：１．５Ｍｂｉｔ／ｓｅｃ）
ない快適な利用環境を整備する。 を統合して回線を増強した（本所－ＮＢＲＣ間：１０Ｍｂｉｔ

／ｓｅｃ、本所－東北支所間：６Ｍｂｉｔ／ｓｅｃ 。これによ）
り 回線費が約３%削減され インターネットへの接続 電子メー、 、 、
ルの到達速度等が大幅に向上した。

企 (4)幹部の定例会議を始めとしてＮＩＴＥ内の各種会議、打ち合(4) テレビ会議システムの更なる
画 わせ等においてテレビ会議システムを積極的に活用し、これまで利・活用を促進し、拠点間におけ
Ｇ 以上に拠点間における意思疎通を図るとともに、出張旅費の削減る意志疎通の充実、出張旅費の削

及び移動時間の解消等に努めた。減及び移動時間の解消等を推進す
なお、当該システムの導入効果を計るべく、利用状況を調査しる。

たところ、当該システムを使用して実施した会議、打ち合わせ等
をＮＩＴＥ本所で実施したと仮定した場合に発生する出張旅費年
度換算で、約１６００万円の経費削減が、及び移動時間について
は約４８００時間の削減が図られたとの結果が得られた。
これらの結果から、本システムの導入が業務運営の効率化のた

めの取組として高い効果があることが実証された。
なお、削減された経費は既に本システムの導入費用（約１００

） 、 。０万円 を上回っており １６年度は更なる効率化が期待される

生 (5)既存の光ファイリングサーバがメーカの都合により１５年度３．自動化設備等の導入 (5) 事故情報関係の既存の光ファ
・ をもって製造打ち切りとなり今後の保守メンテができなくなるこ効率化、省力化を図るため、高 イリングシステム及びサーバ等の
福 とが判明したため、サーバー及びソフトウエアを更新することと速化、自動化設備の導入・活用等 ＮＩＴＥ－ＬＡＮへの接続を完了

し、新システムを導入しＮＩＴＥ－ＬＡＮへの接続を完了した。を推進する。 する。

（参考）
光ファイリングシステムに事故情報を格納し、それを検索する
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ことにより、過去に処理した事故情報に関する情報（類似事故の
確認、再発性の確認）を支所においても迅速（瞬時）に確認する
ことができ、迅速かつ均質な事故情報の処理業務に役立つもので
ある。

能Ⅱ．業務運営の効率化に関する Ⅰ．業務運営の効率化に関する目 Ⅰ．業務運営の効率化に関する目 Ⅰ．業務運営の効率化に関する目標を達成するために取るべき
動 ・生物遺伝資源開発施設の本格稼事項 標を達成するために取るべき措置 標を達成するために取るべき措置 措置 A
型 働や、近い将来に業務量増が見

企 込まれる化学物質審査規制法等４．意思決定手続きの簡素化 ３．意思決定手続きの簡素化 ３．意思決定手続きの簡素化
画 の業務を考慮し、本部機能を充各業務部門の長への権限委譲に 昨年度までに決定、実施した各 各種決裁文書の審査の際には必ず決裁権者を確認し、権限委譲
Ｇ 実させる等、人員配置の適正化よる責任の明確化と意思決定の簡 業務部門の長への権限委譲による が着実に実施されていることを把握した。

、 。素化による迅速な処理体制を確立 責任の明確化と意思決定の簡素化 なお、現行業務についての見直しとしては、委託契約におけ に努めており 高く評価できる
・業務の高度化・多様化に伴い、する。 による事務処理体制の実施状況を る金額の些少なものについて、各部・センター所長による専決
任期付研究員の任用等人材の機把握するとともに、組織における 処理とするよう規程類の整備を行った。
動的採用を行っていることは評定着状況に応じ適宜見直しを行
価できる。う。

・平成 年度に導入した「目標14
企 管理制度」を活用し、組織の見５．機動的内部組織の構築と人員 ４．機動的内部組織の構築と人員 ４．機動的内部組織の構築と人員配置の適正化
画 直しと責任体制の強化を図ると配置 配置の適正化
Ｇ ともに、職務権限の下部への委業務遂行に最適な内部組織を構 バイオテクノロジー関係組織の (1)バイオテクノロジーセンターの体制強化を図るため、同セン

譲を進めたことは高く評価でき築するとともに、随時、業務量の 体制強化を図る等、組織の見直し ターをバイオテクノロジー本部として、その傘下にゲノム解析
る。変動に応じた人員配置を図る。 を行うほか、新規に追加された業 部門 生物遺伝資源部門及び生物遺伝資源開発部門を設置した、 。

（参考資料Ⅰ－４－（１ ） ・人事システム及び給与システム務及び情勢の変化にあわせ「業務 ）
への機能追加並びに文書管理シ展開の基本方向」を見直し、これ
ステムの改良により業務管理のに基づき、業務遂行に最適な内部 (2)生物遺伝資源開発施設の本格稼働、化学物質審査規制法改正

、 。組織を構築するとともに、業務量 に伴う施行準備支援業務等新たな追加業務への対応及び独立行 向上を図っており 評価できる
・情報化の推進により事務経費等に応じた人員配置を図る。 政法人を取り巻く情勢の変化に対応するため、これまで以上に
の節減に努めており評価でき業務内容の選択と集中を図り、これら業務の実施効率の向上を
る。特に、平成 年度より本踏まえた組織体制の構築、人員配置を実施するよう「業務展開 15
格的に運用を開始したテレビ会の基本方向 を抜本的に見直し 職員に徹底させるよう努めた」 、 。

（参考資料Ⅰ－４－（２ ） 議システムは、積極的に活用に）
より旅費換算で約 万円の1,600
経費節減となり、約 万円1,000

＜人員構成の変化＞ 参考資料Ⅰ－４－ ３ 単位：人 の導入費用を上回っただけでな（ （ ）） （ ）
15年度 14年度 13年度 でなく、移動に要する時間が約

時間削減される等大きな(16.3.31) (15.3.31) (14.3.31) 4,800
４２２ ４０８ ４０８ 成果をあげており、高く評価で職員数

０ きる。内任期付研究員 １９ ０
内訳 ・国内の各種研修に積極的に職員

を参加させるだけでなく、語学本部
５８ 留学や海外機関に職員を派遣すﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ部門 １０１ ７５
４１ る等、化学物質管理部門 ５３ ４２
４６適合性評価部門 ４４ ４７
４６人間生活福祉部門 ７２ ６７

４５ ４６ ４４企画管理部門
支所 １０７ １３１ １７３

企 ・人材育成に積極的に努めている２．情報化の推進 ２．情報化の推進 ２．情報化の推進（再掲）
画 姿勢は、評価できる。財務会計システム、文書管理シ (1)
Ｇ ・管理職に対し業績評価を導入ステム等の構築・運用による間接 (1)間接事務の軽減化を図るため ①人事システム、

し、職員に対して業績評価の試事務負担の軽減化のほか、試験 人事システムに俸給額改定発令機 等級号俸表における枠外号俸者の増加に伴い、給与改定時に
行を開始し、職員の意欲向上をデータ等の電子化とＬＡＮシステ 能を追加するとともに、給与シス 行う切替発令が増加してきたため、一括発令機能を開発し、現
目指している姿勢は評価できムの導入を推進する。 テムについて再任用制度に対応し 行システムに追加することによって、辞令発令に係る間接事務
る。た機能追加を行う。 を軽減化した。

・不断の組織改革などを通じて人１６年度から調整手当の異動補償制度が改定されるため、当
員配置・人材活用など中期目標該制度に伴う事務の効率化を目指した機能追加を行った。
を十分に達成した。退職金支給率の逓減措置に伴い支給率が毎年更新されるため、

・独立行政法人化とその業務評価支給率管理機能を追加し、退職金支給の効率化を行った。
意に発令できるよう改善し の制度化に着実に対応され、改職責発令を所属役職に関わらず任

発令事務の円滑化を図った 善・向上の努力を継続されてい。
ることが窺われ、評価できる。

②給与システム
雇用保険料の徴収額の集計・明細表示等の機能を追加したこ

とにより、再任用者に対応した徴収の円滑化を図った。
また、通勤手当算出機能、標準報酬算出機能を追加し通勤手

当支給額計算事務を軽減化した。
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③１４年度開発した文書管理システムについて、利用している
職員から利便性に係る要望調査を行い、一覧表示及び権限変更
並びに入力作業を簡略化する機能等、処理手続の簡素化、迅速
化に係る機能の改良を行った。

(2)行政事務及び技術的業務の積 (2)「ＮＩＴＥ－ＬＡＮシステム」のトラブル対応、安定稼働の情
極的、機動的かつ効率的な遂行を ため、システムエンジニア１名の常駐体制をとり、システムを報
目的に、昨年度導入した「ＮＩＴ 停止することなく円滑に運用した。また、ヘルプデスクを設置室
Ｅ-LANシステム」のシステムトラ し、システム利用者からの約８００件の問い合わせ等に対して
ブルを最小限に押さえ、安定的な 迅速に対応した。
稼働、円滑な運用を推進する。
その一手段として情報システム
「 」 、室内に ヘルプデスク を設置し

ネットワークトラブルや利用者か
らの各種問い合わせ等に迅速に対
応出来る体制を整備する。

(3)また、個別業務ＬＡＮとの接 (3)バイオ本部が個別業務で運営管理する「バイオ－ＬＡＮ」で
続における専用回線の二元運用体 使用していた回線（本所－ＮＢＲＣ間：１．５Ｍｂｉｔ／ｓｅ
制を見直し統合することにより、 ｃ、本所－東北支所間：１２８Ｋｂｉｔ／ｓｅｃ）と「ＮＩＴ
通信回線費の削減又は回線速度の Ｅ－ＬＡＮシステム」の専用回線（本所－ＮＢＲＣ間：６Ｍｂ
増強を行いトラフィックに混雑の ｉｔ／ｓｅｃ、本所－東北支所間：１．５Ｍｂｉｔ／ｓｅｃ）
ない快適な利用環境を整備する。 を統合して回線を増強した（本所－ＮＢＲＣ間：１０Ｍｂｉｔ

／ｓｅｃ、本所－東北支所間：６Ｍｂｉｔ／ｓｅｃ 。これによ）
り 回線費が約３%削減され インターネットへの接続 電子メー、 、 、
ルの到達速度等が大幅に向上した。

企 (4)幹部の定例会議を始めとしてＮＩＴＥ内の各種会議、打ち合(4) テレビ会議システムの更なる
画 わせ等においてテレビ会議システムを積極的に活用し、これまで利・活用を促進し、拠点間におけ
Ｇ 以上に拠点間における意思疎通を図るとともに、出張旅費の削減る意志疎通の充実、出張旅費の削

及び移動時間の解消等に努めた。減及び移動時間の解消等を推進す
なお、当該システムの導入効果を計るべく、利用状況を調査しる。

たところ、当該システムを使用して実施した会議、打ち合わせ等
をＮＩＴＥ本所で実施したと仮定した場合に発生する出張旅費年
度換算で、約１６００万円）の経費削減が、及び移動時間につい
ては約４８００時間の削減が図られたとの結果が得られた。
これらの結果から、本システムの導入が業務運営の効率化のた

めの取組として高い効果があることが実証された。
なお、削減された経費は既に本システムの導入費用（約１００

） 、 。０万円 を上回っており １６年度は更なる効率化が期待される

生 (5)既存の光ファイリングサーバがメーカの都合により１５年度３．自動化設備等の導入 (5) 事故情報関係の既存の光ファ
・ をもって製造打ち切りとなり今後の保守メンテができなくなるこ効率化、省力化を図るため、高 イリングシステム及びサーバ等の
福 とが判明したため、サーバー及びソフトウエアを更新することと速化、自動化設備の導入・活用等 ＮＩＴＥ－ＬＡＮへの接続を完了

し、新システムを導入しＮＩＴＥ－ＬＡＮへの接続を完了した。を推進する。 する。

（参考）
光ファイリングシステムに事故情報を格納し、それを検索する

ことにより、過去に処理した事故情報に関する情報（類似事故の
確認、再発性の確認）を支所においても迅速（瞬時）に確認する
ことができ、迅速かつ均質な事故情報の処理業務に役立つもので
ある。

Ⅴ．その他業務運営に関する重 Ｆ．その他業務運営に関する計画 Ｆ．その他業務運営に関する計画 Ｆ．その他業務運営に関する計画
要事項
２．試験等の評価結果の信頼性 ２．試験等の評価結果の信頼性確 ２．試験等の評価結果の信頼性確 ２．試験等の評価結果の信頼性確保

生 １５年度は １４年度未整備の５規程に加え 当初計画になかっ確保 保 保 、 、
・ た１規程を追加整備した （計20規程を整備）人間生活福祉分野における試験 。
福 試験手順書類については引張試験等の基礎的な試験項目の７試試験等の評価結果の信頼性を 中期目標期間中に、人間生活福 業務について、１３年度に策定し

験項目の試験手順書類を新たに追加整備した （計28試験項目、1確保するため、ＪＩＳ Ｑ １ 祉分野における試験業務等につい た整備スケジュールに従って、選 。
4年度は21試験項目を整備）７０２５（試験所及び校正機関 て、順次ＪＩＳ Ｑ １７０２５ 定した対象業務ごとにＪＩＳ Ｑ
また、策定した次の(1)～(3)に基づいて品質システムの試行運の能力に関する一般要求事項） （試験所及び校正機関の能力に関 １７０２５への適合を図る作業

用を行った。への適合を推進する。 する一般要求事項 の適合を図る を逐次進行させる。） 。
(1)品質マニュアル（１次文書 、）
(2)関連規程（２次文書：記録管理規程等20規程）
(3)試験手順書類（３次文書：登山用ロープ依頼試験等16試験項
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目(注)）

試行運用の結果をＪＩＳ Ｑ １７０２５適合体制整備推進全国
会議(15年11月27日～28日開催)で検討し、品質マニュアル及び関
連規程から検出された不具合について是正を行った。また、試験
手順書類から検出された不具合については、試験実施所において
年度内に是正を終えた。
なお、15年度に試行運用した16試験項目は16年度中に内部監査

の実施を予定し、15年度に追加整備した７試験項目は16年度前期
。に試行運用を行い 当該年度末までに是正の実施を、 予定である

(注)試験手順書類の試行運用は、１４年度に整備した21項目のうち、今後、試
験需要が見込めない染色堅牢度等の５試験項目を除く16試験項目で実施した。

３．人材育成の推進 ３．人材育成の推進 ３．人材育成の推進 ３．人材育成の推進人
事 職員の共通的能力向上のために、新規採用職員研修(１５年４月職員の技術能力の向上のため、 職員の技術能力の向上のため、
Ｇ ～５月)、中堅職員研修(１５年６月)及び英語研修を実施した。業務内容の高度化及び専門化 内部教育訓練を積極的に実施する 適合性評価分野等に係る内部教育

特に中堅職員研修については、地方職員を対象として、本所のみに対応するため、研修を積極的 ほか、国際機関や外部専門機関の 訓練を積極的に実施するほか、初
で実施しているバイオ、化学部門の研修を実施し、ＮＩＴＥ職員に行うこと等により、人材の育 行う研修に積極的に参加するとと 任者、中堅係員、管理職等を対象
としての知識の向上を図った。成を図る。 もに、独立行政法人産業技術総合 とした技能研修、階層別研修等を
また、業務を効率的に遂行するため、管理職を対象とした管理研究所、大学等の試験研究機関へ 行う。

職研修(１５年９月）を実施し、管理職のマネジメント力の向上の職員派遣を行う。 また 在外調査員制度を活用し、 、
を図った。語学留学のほか、海外の大学研究
さらに、内部管理目標制度の効果的な運用のため目標設定者、機関、国際機関等に積極的に職員

参事官及び専門官を対象とした目標管理研修(１６年１月)を実施を派遣し、職員に専門的かつ高い
した。学術的な知識を習得させる。
これら研修の実施にあたっては、人材育成に係る外部専門機関さらに、職員の専門的技術の取

を積極的に活用することにより、研修の質の向上に努めた。得・向上のため、国際機関や外部
在外調査員制度においては、米国語学留学(1名)、英国クラン専門機関の行う研修に積極的に参

フィールド大学(1名)、ＯＥＣＤ(1名)及びＮＡＴＡ(1名)へ職員加するとともに、独立行政法人産
を派遣し、国際的な知見の向上等を図った。業技術総合研究所、大学等の試験
その他、職員の専門的技術の向上のために経済産業省、独立行研究機関への職員派遣を行う。

政法人産業技術総合研究所、環境省、総務省等の実施する研修へ
積極的に参加した。
これにより、中期目標で定められているように、研修を積極的

に行うこと等により人材育成に努めた。

４．情報セキュリテイの確保 ４．情報セキュリテイの確保情
報 インターネットを介した外部からの攻撃に対応し、ネットワー機構が保有する情報資産のセ
室 クのセキュリティ確保のためにシステムの２４時間監視体制を整キュリティの確保を推進するた

備した。また、ＮＩＴＥのシステム担当職員を中心として、情報め、平成１４年度に引き続き、情
セキュリティ研修を実施した。さらに、ＮＩＴＥのネットワーク報システムの環境の整備及び運
システムのセキュリティ診断を実施した。用・管理の充実、職員の教育訓練

等必要な対策を講ずる。
情報公開５．

情報公開法に基づく開示請求が１件あり、担当部署と連携して
不開示情報の特定等を行うとともに、法律に定める期間内(３０
日以内）に開示決定及び開示を実施した。

国及び地方公共団体から開示に係る事前協議として４また、
件の問い合わせが、個人及び企業からホームページの情報公開
用アドレスに対して１１件の問い合わせがあった。
何れの問い合わせに対しても、各担当部署と して関係情連携

報の収集、内容の確認等を行い、迅速に対応した。

６．広報活動
①Ｗｅｂを活用し、積極的に情報提供を実施している。
・採用情報ページを設け、積極的なリクルート活動に寄与した。
・ＮＩＴＥ業務の必要性を積極的にアピールするため、キッズ
ページの作成をした。

、 、・お知らせ欄を積極的に活用し 新鮮な情報を提供するとともに
ユーザビリティの向上のためホームページ検索機能を準備した。
１５年度のＮＩＴＥホームページへのユーザーからのアクセ②

ス件数は、月平均で約 件（昨年比 ％増）に上ってい709,000 36
る 企画管理：７％ バイオ：６％ 化学： ％ 適合： ％。（ 、 、 、56 19
生活・福祉１２％）ＰＲＴＲのデータ公開等、化学物質分野の
データ整備が進んだことが大きく貢献している。
③ＮＩＴＥ業務の近況等をまとめたニューズレター（ＮＩＴＥ
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ニュース）を累計５回（季刊に加え、国際アドバイザリーボード
に併せて来日した海外有識者との対談内容を紹介する増刊１回）
発行した。

７．知的財産体制整備
ＮＩＴＥの業務遂行の過程で産出される知的財産を最大限に

有効活用し、産業の発展に寄与するために知的財産ポリシーを
策定した。また、職員に知的財産の管理等に係る基礎的な知識
を習得させるために、外部の講師を招へいして２回の研修を開
催した （参考資料Ｆ－７）。

・特許出願、審査請求及び特許取得状況
出願件数 特許取得審査請求件数

（ ） （ ）15 4 0 0年度 件(国内） 件 国内 件 国内
（ ） （ ）1 1 0件(国際)(うち 件 国際 件 国際

※ 件）PCT 1
（ ） （ ）14 13 0 0年度 件(国内） 件 国内 件 国内
（ ） （ ）8 0 0件(国際)(うち 件 国際 件 国際

件）PCT 3
（ ） （ ）13 5 0 0年度 件(国内） 件 国内 件 国内
（ ） （ ）0 0 0件(国際） 件 国際 件 国際
（ ） （ ）合計 件(国内) 件 国内 件 国内22 0 0
（ ） （ ）9 1 0件(国際)(うち 件 国際 件 国際

件）PCT 4
※ 出願･･･特許協力条約( )に基づくPCT Patent Cooperation Treaty

出願。１つの国際出願によって複数の国に同時に
出願したのと同様の効果を生じさせるもの。国を
指定し、日本特許庁に日本語で出願可。

＜１４年度業務実績に対する指摘事項に対する回答＞

（指摘事項）
独創的な成果が将来実用に寄与した際に、それ（知的財産）

が研究者個人に還元されるシステムを今から考慮されておいて
も良いと思う。
（回答）
従来から ＮＩＴＥ職員へのインセンティブを高めるため 職、 、「

」 「 」務発明規程 に 職務発明に対する補償金の支払に関する事項
を規定して運用していたが、より一層のインセンティブを高め
ることを目的として、１５年４月１日付けで新たに「職務発明
に対する補償金の支払要領」を制定し、出願時、登録時及び、
実施許諾又は譲渡等を行った際に、補償金を支払を行うことを
規定した。

８．運営費交付金債務の収益化基準
運営費交付金債務の収益化基準について、企画管理部内にプ

ロジェクトチームを設置し、成果進行基準又は期間進行基準の
採用の可能性の検討を行った。
検討の結果、受動型業務では経営の効率化が利益に現れない

といった制度上の問題が存在するほか、受動型業務と能動型業
務で異なった収益化基準を採用した場合の実務上の問題等が明
らかとなったため、１６年度も引き続き成果進行基準の採用に
ついて検討を行う予定である。
また、内部の予算執行管理として、１６年度より成果進行基

準の考え方を試行的に取り入れ、運営費交付金債務の執行残の
内訳をより正確に分析できる仕組みを１６年度に構築していく
予定である。
なお、職員に運営費交付金の収益化に係る職員の基本的な知

識と理解を得るため、収益化に係るセミナーを開催した。

Ⅶ．その他経済産業省令で定められた記載事項 Ⅶ．その他経済産業省令で定められた記載事項

２ 人事に関する計画 人員及び人件費の効率化に関する目標を含む ２．人事に関する計画（人員及び人件費の効率化に関する目標を． （ 。）
人 含む ）。

(1)方針 事 人事に関する計画については、既存業務の合理化を図ることに
中期目標に基づく新規業務及び業務量の増加に対しては、既存業務 Ｇ より可能な限り配置転換による人員を充てるとともに、外部人材
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の合理化を図ることにより可能なかぎり配置転換による人員を充てる の活用を積極的に図ることにより、総事業費に対する常勤職員の
とともに、外部人材の積極的活用により、総事業費に対して常勤職員 人件費が占める割合を削減した。
の人件費が占める割合の抑制に努める。 ＜総事業費に占める人件費の割合の推移＞

総事業費 人件費 割合
(2)人員に係る指標 １３年度 8,319百万円 3,186百万円 ３８％

平成17年度の総事業費に占める常勤職員の人件費 の割合を平成1 １４年度 9,940百万円 3,166百万円 ３２％(注)

3年度以下とするよう常勤職員数を抑制する。 １５年度 10,386百万円 3,095百万円 ３０％
また、企画立案機関との人事交流の一環として、１６年３月末(注)：人件費には、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当、休職

現在で経済産業省本省に２０名、関係機関（新エネルギー・産業者給与及び国際機関派遣職員給与に相当する範囲の費用を含み、臨時職員の雇用費を
） 、 、含まない。 技術総合開発機構 へ３名出向しており 経済産業省から１０名

（参考１） 産業技術総合研究所から１名を受け入れている。
1)期初の常勤職員数 415人 また、独立行政法人産業技術総合研究所との間において専門的
2)期末の常勤職員数 415人 人材の育成・交流の観点から３名併任による出向を行い、２名を
・任期付き職員に限り受託業務の規模等に応じた必要最小限の人 受け入れた。

員の増加が有り得る。 さらに、職員の意欲向上と適材適所の配置を行うため、異動希
（参考２）中期計画期間中の人件費総額 望調書及び長期間での人事異動を可能とする長期キャリアパスへ
中期計画期間中の人件費総額見込み 16,620百万円 の希望聴取を全職員に対して実施し、目標管理制度により、当該
ただし 上記の額は 役員報酬並びに職員基本給 職印諸手当 目標に従い、理事長をはじめ幹部が直接的にそれぞれの担当責任、 、 、 、
超過勤務手当、休職者給与及び国際機関派遣職員給与に相当す 者から進捗状況を定期的に聴取、アドバイスをすることなどによ

る範囲の費用である。 り、国民に対して提供するサービスや、業務の効率化につなげる
(3)その他人事に関する計画 ように努力している。
①企画立案機関との人事交流 ・任期付研究員の任用
行政実施機関として政策の迅速・適確な実施のため経済産業省等 業務テーマ実施にあたり、より専門的な業務に対応するため１

政策の企画立案機関との人事交流を積極的に行う。 ９名の任期付研究員（招へい型１名、若手型１８名）を任用し、
②任期付任用の促進 業務実施を進めた。
業務の実施テーマ等に沿った専門的人材等の任期付任用を積極的 ・目標管理制度の本格化と業績評価システムの試行

に行う。 昨年度より試行してきた目標管理制度を支所を含む全課室に本
③業務の評価と反映 格導入した。
評価システムの導入・実施による。職員の意欲向上と適材適所の また、同目標管理制度を基礎として職員の業務実績を適正に評

価し、職員の業務に対する意欲向上を図るとともに、ＮＩＴＥ全
配置の実現を図る。 体の業務運営の効率化と業務の質の向上を図るため、１５年度上

半期を対象に業績評価制度の試行を行った。また、１５年度１年
間を通した業績を評価したところであり、管理職以上については
評価結果を直接手当に反映する予定である。

予 能Ⅳ．財務内容の改善に関する事
Ⅲ 予算 人件費の見積りを含む Ⅲ．予算、収支計画及び資金計画 算 Ⅲ．予算、収支計画資金計画 動 ・借入金については、その発生実項 ． （ 。） A
収支計画及び資金計画 、 型 績はない。

財 ・年度変動により今年度は講習関業務の効率的な実施による費
務 係経費収入が大幅に増加（受講用の低減、自己収入の増加その
・ 者が年により変動するため、５他の経営努力により財務内容の
会 年で収支がほぼバランスするよ改善を図る。

。）また、運営費交付金を充当し 計 うに受講料が設定されている
て行う事業については 「Ⅱ．業 したため、 億円の当期利益、 1.14
務運営の効率化に関する事項」で が発生した。この影響もあり、
定めた事項につ 総収入に対する自己収入の割合いて配慮した中

は増加し今年度 ％になっ期計画の予算を作成し、当該予 22.9
た。また、大幅な業務の増大に算による運営に努める。
もかかわらず、業務執行の迅速
化を図った結果、未払金等の割１．収入と支出の時間的ズレに
合が年々減少（平成１３年度起因する場合を除き、借入を行

、 ）わない。 29.2 23.4％ 平成１４年度 ％
し今年度は ％になる等、15.7
財務内容は高く評価できる。２．偶発的原因による場合を除

・ 億の経常利益が出たことを評き、平成１７年度末において欠 1
価。特に内容的に、総事業費に損金の繰り越しをしない。
見られるように事業活動は増加
し、国・社会から への３．手数料収入、受託収入等自 NITE
ニーズが増加している、一方、己収入の増大に努める。
一貫して人件費の減少努力が見
られ、高く評価できる。

１．予算 １．予算 １．決算

注．決算額については監査未了のため、若干の修正が発生する可
能性があります。
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別表１(平成１３年度～平成１７ 収入 （単位：千円）収入 （ ）単位：千円
年度の予算を記載)《省略》 運営費交付金 7,832,119運営費交付金 7,832,119

施設整備費補助金 34,926施設整備費補助金 35,055
受託収入 915,531受託収入 903,756
うち国からの受託収入 430,476うち国からの受託収入 371,349
うちその他からのうちその他からの

受託収入 485,055受託収入 532,407
講習関係収入 1,859,280講習関係収入 1,701,469
その他収入 193,981その他収入 109,858

計 10,835,837計 10,582,257

支出支出
業務経費 3,542,277業務経費 3,212,261
施設整備費 34,926施設整備費 35,055
受託経費 930,951受託経費 903,756
講習関係経費 1,389,249講習関係経費 1,445,346
一般管理経費 4,488,133一般管理費 4,729,716

計 10,385,536計 10,326,134

２．収支計画 ２．収支実績
２．収支計画 （単位：千円）（ ）単位：千円

費用の部 10,873,652 費用の部 10,763,835別表２(平成１３年度～平成１７
経常費用 10,873,652 経常費用 10,726,161年度の収支計画を記載)《省略》
業務経費 2,558,261 業務経費 2,844,636
受託経費 903,756 受託経費 805,742業務の効率的な実施による費用
講習関係経費 1,445,346 講習関係経費 1,379,691の低減、自己収入の増加その他の
一般管理費 4,729,716 一般管理費 4,263,090経営努力により財務内容の改善を
減価償却費 1,236,573 減価償却費 1,433,002図る。

37,674財務費用（利息） 0 財務費用（利息）
雑損 0臨時損失 0
臨時損失 316

収益の部 11,129,775 収益の部 10,877,863
運営費交付金収益 7,178,119 運営費交付金収益 6,948,892
受託収入 903,756 受託収入 841,012
講習関係収入 1,701,469 講習関係収入 1,465,733
手数料収入 109,858 手数料収入 187,413
資産見返負債戻入 1,236,573 資産見返負債戻入 1,433,002
寄附金収益 0 寄附金収益 0

財務収益 30
雑益 1,781

臨時利益 0 臨時利益 316

純利益 114,028純利益 256,123
0目的積立金取崩額 0 目的積立金取崩額

総利益 114,028総利益 256,123

３．資金計画 ３．資金計画 ３．資金実績
単位：千円 （単位：千円）別表３(平成１３年度～平成１７ （ ）

資金支出 10,582,257 資金支出 13,480,926年度の資金計画を記載)《省略》
業務活動による支出 9,640,079 業務活動による支出 9,232,997
投資活動による支出 689,055 投資活動による支出 1,498,418
財務活動による支出 0 財務活動による支出 331,658
翌年度への繰越金 253,123 翌年度への繰越金 2,417,853

資金収入 10,582,257 資金収入 13,480,926
業務活動による収入10,547,202 業務活動による収入 10,950,563
運営費交付金による収入 運営費交付金に

7,832,119 よる収入 7,832,119
受託収入 903,756 受託収入 994,235
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講習関係収入 1,701,469 講習関係収入 1,859,158
その他の収入 109,858 その他の収入 265,051

投資活動による収入 35,055 投資活動による収入 33,531
施設費による収入 35,055 施設費による収入 33,531
その他の収入 0 その他の収入 0

財務活動による収入 0 財務活動による収入 0

前年度よりの繰越金 0 前年度よりの繰越金 2,496,832

Ⅳ．短期借入金の限度額
・短期借入金の限度額 3,200,000千円
・想定される理由：
①運営費交付金の受入れの遅延

②受託業務に係る経費の暫時立替え等

Ⅴ．重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとする計画
なし。

Ⅵ．剰余金の使途
知的基盤機関としてのパフォーマンスの向上のため、

・人材育成・能力開発・研修
・調査研究（例：ニーズ・シーズ調査等）
・学識経験者等の招へい
・先行投資（施設・設備等の購入）
・任期付職員の新規雇用
・講習関係業務
の使途に使用。

Ⅶ．その他経済産業省令で定められた記載事項 Ⅶ．その他経済産業省令で定められた記載事項

１．施設・設備に関する計画
１．施設・設備に関する計画

。中期目標の達成のために必要な施設及び設備を適正に整備していく

確 定
施設の内容 施設の内容 額

予定額 財源
（百万円］

・可変環境テスト室の整備 総額13 施設整備費
35・検定用風洞施設の整備 本所本館空調設備改修

・化学精密分析室の整備 億円 補助金
・標準ガス供給施設の整備
・その他工業製品等に関する技術上の評価、工
業製品等の品質に関する情報の収集、評価、整
理及び提供並びに工業製品等の評価の技術に関
する調査及び研究等の推進に必要な施設・設備
の整備
(注)上記予定額は 《別表１》の試算結果を掲げたものである。、

なお、以下の建設中の施設については、引き続き国において整備さ
れる。

予定額 財源 確 定
施設の内容 施設の内容 額

（百万円］
・生物資源保存供給施設の整備 総額77 現物 な し

・生物遺伝資源解析施設の整備 億円 出資


